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建設経済委員会（分科会） 次第 
 

 

日時：2021 年９月 21 日(火) 9:30～ 

場所：第３委員会室 
 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 付託・分担案件の審査について（別紙：付託分類表・審査日程表） 

 

 

 

 

 ⑵ 意見・要望のまとめについて 

  ア 分科会意見・要望のまとめ 

   

イ 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

 

 

 ⑶ その他 

 

 

 

 

 

 

４ 閉  会 
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令和３年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

 

【建設経済委員会】 

  報告第17号  放棄した債権の報告について（水道事業会計） 

  第88号議案  工事請負契約の締結について 

  第89号議案  市道路線の認定について 

  第90号議案  令和２年度豊岡市水道事業剰余金の処分について 

  第91号議案  令和２年度豊岡市下水道事業剰余金の処分について 

  第94号議案  豊岡市立城崎国際アートセンターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について 

  第95号議案  豊岡市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

  第104号議案 令和３年度豊岡市水道事業会計補正予算（第２号） 

  第105号議案 令和３年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  第115号議案 令和２年度豊岡市水道事業会計決算の認定について 

  第116号議案 令和２年度豊岡市下水道事業会計決算の認定について 

 

 

 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

 

【建設経済分科会】 

  報告第16号  放棄した債権の報告について（一般会計） 

  第96号議案  令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第106号議案 令和２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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 令和３年９月定例会 

建設経済委員会・（分科会） 審査日程表 

審 査 日 程 所 管 部 等 名 審  査  区  分 予想時間 

９月21日（火） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

【農業委員会】 分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

＜説明・質疑＞ 

9:30～ 

  9:45 

【各振興局】 

地域振興課 

城崎温泉課 

 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

9:30～ 

  12:00 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

13:00～ 

  14:00 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

 

分 報告第 16 号 放棄した債権の報告 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

 

 

14:10～ 

  15:30 
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審 査 日 程 所 管 部 等 名 審  査  区  分 予想時間 

 【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

 

 

分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

＜説明・質疑＞ 

 

○報告第 17 号 放棄した債権の報告 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第115号議案 水道事業会計決算認定 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第116号議案 下水道事業会計決算認定 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

15:40～ 

16:50 

 建設経済委員 分 第 106 号議案に対する討論・表決 

 

≪委員会・分科会意見・要望まとめ≫ 

分科会 

分 報告第 16 号 放棄した債権の報告 

分 第 106 号議案 一般会計決算認定 

 

委員会 

○報告第 17 号 放棄した債権の報告 

○第 115 号議案 水道事業会計決算認定 

○第 116 号議案 下水道事業会計決算認定 

 

16:50～ 

※ 午前中の部署は全部署 9：30 までに入室いただき、農業委員会、各振興局、環境経済部の順に 

説明・質疑を行い、終了した部署から退席していただく予定です。 

午後は部単位で入室いただき、説明・質疑を行い、説明・質疑が終了した部は退席いただきます。 

 

分＝予算決算委員会 建設経済分科会分担議案、○＝建設経済委員会 付託議案 

※ 21 日中に決算認定の討論、表決を行い委員会要望意見の取りまとめを行います。 
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審 査 日 程 所 管 部 等 名 審   査   区   分 

９月22日（水） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

【環境経済部】 

環境経済課、大交流課※ 

 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

 

【都市整備部】 

建設課※、都市整備課※、 

建築住宅課 

 

【竹野振興局】 

地域振興課 

 

【日高振興局】 

地域振興課 

 

【出石振興局】 

地域振興課 

 

【上下水道部】 

水道課※、下水道課※ 

 

※＝９：30から 

（それ以外は10：00頃から） 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第88号議案 工事請負契約の締結について 

○第 89 号議案 市道路線の認定について 

○第 90 号議案 令和２年度豊岡市水道事業 

剰余金の処分について 

○第 91号議案 令和２年度豊岡市下水道事業 

剰余金の処分について 

○第 94号議案 豊岡市立城崎国際アートセン 

ターの設置及び管理に関す 

る条例の一部を改正する条 

例制定について 

○第 95号議案 豊岡市公園の設置及び管理に 

関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

分 第 96 号議案 令和３年度豊岡市一般会計 

補正予算（第 11 号） 

○第 104 号議案 令和３年度豊岡市水道事業 

会計補正予算（第２号） 

○第 105 号議案 令和３年度豊岡市下水道事 

業会計補正予算（第１号） 

 

 

建設経済委員 《委員会審査意見、要望のまとめ》 

分科会 

分 第 96 号議案 

 

委員会 

○第 88・89・90・91 号議案、 

○第 94・95 号議案、 

○第 104・105 号議案 

 ※ 第 88～91 号議案及び第 94～95 号議案に関係する課は９：30、それ以外の課は 10：00 頃を 

目途にお越しください。第 96 号議案審査が終了した後、上下水道部以外は全員退席していた 

だく予定です。 
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午前９時２７分 委員会開会 

○委員長（福田 嗣久） それでは、ただいまから建

設経済委員会を始めさせていただきます。大変ご苦

労さまでございます。 

 先週の一般質問に引き続き、今日は決算委員会と

いうことでございますけれども、先ほど来話が出て

おりましたように、久方に朝一番から大変澄み渡っ

た空になったりしまして、いい季節だなと思って車

を走らせておりました。 

 先ほども出てましたけど、今日は中秋の名月とい

うことで、どうですか、満月ですかな、満月という

ことで、いい月が見られたらというふうに思ってお

りますので、夢を見ながら、今日の委員会もよろし

くお願いします。 

 それでは、早く終わってくれという表明もござい

ます。取りあえず行かせていただきます。 

 それでは、ただいまから建設経済委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に当たりましては、城崎振興局の植

田局長の欠席について申出がございます。許可をい

たしております。 

 それでは、一般会計に関する予算及び決算関係議

案につきましては、予算決算委員会に付託されてお

ります。当委員会は、建設経済分科会として、担当

部分の審査を分担することになっております。した

がいまして、議事の進行は、委員会と分科会を適宜

切り替えて行いますので、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 これより、協議事項第１番、付託・分担案件の審

査に入ります。 

 審査につきましては、お手元に配付しております

審査日程表のとおり、議案審査の順序を入れ替えま

して、本日は、令和２年度各会計歳入歳出決算の認

定を中心に説明、質疑、討論、表決及び委員会意見・

要望の取りまとめまでを行いたいと思います。 

 明日、２２日に、その他の議案の説明、質疑、討

論及び表決を行った後、委員会意見・要望の取りま

とめを行うことにいたしたいと思います。これにご

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、当局の説明は、基本的には部単位で組織順

といたしますけれども、スムーズに進行したいので、

審査日程表のとおり午前の行程を一部変更してお

ります。午前は、まず、農業委員会の説明、それか

ら質疑を行い、農業委員会の退席後、各振興局、城

崎温泉課の説明・質疑、その次に環境経済部の説

明・質疑を行います。 

 午後は、コウノトリ共生部、都市整備部、上下水

道部の順に、部ごとに説明及び質疑を行いたいと思

います。 

 今回の各会計決算認定の説明は、新規事業、前年

度から大きな変更があった事業及び主要事業等を

中心として説明いただくよう当局に依頼しており

ますので、ご了承を願います。 

 委員の皆様、当局の皆さん、質疑・答弁に当たり

ましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に行

うなど、スムーズな議事進行にご協力をお願いいた

します。 

 また、委員会中の発言につきましては、必ず委員

長の指名を受けてから、マイクを使用して発言いた

だきますよう、改めてご注意をお願いいたします。 

 ここで委員会を暫時休憩いたしまして、ただいま

から建設経済分科会を開会いたします。 

午前９時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３０分 分科会開会 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、第１０６号議

案、令和２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 第１０６号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に係る調書、財産に関する調書等についてであり

ます。 

 説明は、所管に係る歳出、歳入、最後に財産調書

の順でお願いをいたします。 

 なお、必要に応じて資料のページ番号をお知らせ
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ください。 

 それでは、まず農業委員会から説明をお願いいた

します。 

 丸谷局長、よろしくお願いします。 

○農業委員会事務局長（丸谷 祐二） それでは、決

算書の２５２、２５３ページをお開きください。農

業委員会費でございます。２５３ページ、よろしい

でしょうか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○農業委員会事務局長（丸谷 祐二） では、２５３

ページ、一番右の欄、備考欄でご説明をさせていた

だきます。 

 人件費の中の委員報酬でございます。１，７８５

万７８６円、内訳といたしましては、農業委員に７

９２万８，５３６円、農地最適化推進委員に９９２

万２，２５０円でございます。委員報酬が円単位と

なっておりますのは、委員任期が昨年度は４月２１

日から始まっております。これによりまして、委員

報酬の日割り計算をしておることによるものでご

ざいます。それ以外は、人件費につきましては、一

般職員の経費でございます。 

 続きまして、ページ同じく、備考欄中ほどになり

ます。農業委員会費４３７万９，８９４円、事務局

の運営費でございます。前年度に比べまして４２万

９７４円の増となっております。主な要因は、委員

の改選を行っております。これに伴いまして、委員

の作業服等の消耗品費、それから新型コロナウイル

スが昨年度感染拡大をしてきたということで、各地

域で予定をされておりました農会長会議の開催が

中止されたという特殊な事情がございました。それ

によりまして、会議の資料等を作成するに当たりま

して、その作成費用、配付費用等の増加によるもの

でございます。 

 それでは、主な費用についてご説明いたします。 

 まず、備考欄、下から１２行目の業務委託料でご

ざいます。業務委託料３８万５，０００円は、毎月

１回開催しております農業委員会総会、こちらの会

議録につきまして公表が義務づけられております

ので、これを作成するための業務を委託しておりま

す。これに係る費用でございます。 

 その４行下、負担金につきましては、県段階の農

業委員会組織、兵庫県農業会議への負担金８６万５，

０００円と、県下農業委員会職員協議会の負担金１

万９，３００円、これは前年度と同額でございます。 

 その下、農業者年金事務費４万２，３６５円は、

独立行政法人農業者年金基金から受託をしており

ます農業者年金業務に係る事務経費でございます。 

 以上が歳出でございます。 

 引き続き、歳入についてでございます。３４ペー

ジ、３５ページをお開きください。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○農業委員会事務局長（丸谷 祐二） ３５ページの

右端の備考欄でございます。下から６つ目の枠の一

番上、農業証明手数料のうち、４万２００円、これ

が農業委員会に係るものでございます。耕作証明で

すとか非農地証明等の交付に係る証明手数料を歳

入しております。 

 続きまして、４８ページ、４９ページをお開きく

ださい。４９ページの一番下の枠です、備考欄の一

番下、農林水産業費県補助金のうち、下から２行目

の農業委員会交付金５８８万３，０００円でござい

ます。これは職員の人件費に充当しているものでご

ざいます。 

 １ページめくっていただきまして、次の５０ペー

ジ、５１ページです。５１ページの上から２行目、

機構集積支援事業費補助金２１万２，０００円、こ

れは本委員会におきましては農家台帳システムと

いうシステムがございまして、これの運用に従事す

る会計年度任用職員の報酬に充当をしております。 

 同じく、上から１２行目になります農地利用最適

化交付金２５２万１，０００円でございます。これ

は先ほど触れました農地利用最適化推進委員の報

酬に充当をしている交付金でございます。 

 その下、国有農地等管理処分事業事務取扱交付金

５万１，０００円、これは国有農地の管理業務に対

して交付を受けておるものでございます。主な事務

内容としましては、竹野地域に主に所在します国有

農地の使用料の徴収事務を行うことについて交付
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を受けております。 

 続きまして、７０ページ、７１ページをお願いし

ます。雑入です。下から１８行目、大体３分の１ぐ

らいのところになります。委託料の農業者年金業務

７７万５，２００円です。これにつきましては、先

ほどの農業者年金基金からの受託業務に係る委託

金でございます。前年に比べまして３万１，４００

円減少をしておりまして、業務運営経費の減少によ

るもの、それから推進活動等経費の増加によるもの

でございます。 

 以上、簡単ですが、農業委員会の決算の説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（福田 嗣久） 農業委員会の説明は終わ

りました。 

 質疑はございますか。 

 どうぞ、村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 翌年度繰越金が、決算書を見

るとね、金額がごっつう大きいんですけども、全体

の支出総額の１割ぐらいが翌年度繰越しで繰越明

許になってますね。違うんかいな。あっ、これは全

体か。ごめんなさい、水産業全体でした。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） はい、全体だった。 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 なお、１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計

歳入歳出決算の認定についての討論、表決につきま

しては、各担当課の説明、質疑が全て終結、終局し

た後、すなわち本日最後の上下水道部の説明、質疑

が終了した後、行いますので、ご了承をお願い申し

上げます。 

 それでは、丸谷局長、退席をいただいて結構です。

ご苦労さまでした。 

 続きまして、１０６号議案について各振興局、城

崎温泉課の説明をお願いいたします。 

 説明は、所管に係る歳出、歳入、最後に財産調書

の順でお願いします。質疑は、全体の説明が終わっ

てから後、一括して行います。 

 それでは、城崎振興局、城崎温泉課、竹野振興局、

日高振興局、出石振興局、但東振興局の順に説明を

お願いいたします。 

 それでは、城崎振興局地域振興課、橋本参事、よ

ろしくお願いします。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） それで

は、歳出から説明させていただきます。決算書１１

３ページをご覧ください。それぞれ備考欄をご覧い

ただきますようお願いいたします。 

 ３つ目の枠の上から６行目、地域おこし協力隊推

進事業費でございます。この中に昨年６月から採用

のＮＰＯ本と温泉で活躍の隊員１名と、１２月から

採用の麦わら細工の伝承で活動の隊員１名、合計２

名分が城崎振興局分として含まれてございます。金

額は４０７万２，１２７円でございます。 

 続きまして、１３１ページをご覧ください。下か

ら８行目でございます。城崎振興局プロジェクト事

業費でございます。その中に業務委託料、街路樹整

備業務についてでございますが、こちらは大谿川沿

いの柳・桜並木が老木化等により樹勢が衰退し、枯

死が発生しており、倒木、落枝等の危険性があるた

め、剪定・植え替え等を実施しておりまして、これ

に係る経費でございます。 

 次に、その下の保守工事費、太鼓橋等でございま

す。こちらは柳や桜並木と並びまして、城崎温泉の

景観を形成する重要な要素であります大谿川に架

かる太鼓橋とパラペットでございますが、設置から

の経年により表面にひび割れや石灰化の劣化が見

られているため、風情に配慮しながら表面の美装化

工事を平成３０年度から計画的に実施しておりま

す。昨年度は市の管理する４つの太鼓橋のうち、残

りの１つ、愛宕橋と王橋から地蔵湯橋間のパラペッ

トについて美装化を行い、その経費でございます。 

 続きまして、２８９ページをご覧ください。１行

目、城崎商工施設管理費の整備工事費、麦わら細工

伝承館でございますが、こちらは、換気条件のよく

ない麦わら細工伝承館にコロナ感染防止対策とし

て行いました、強制換気設備の整備に係るものでご

ざいます。 

 同じページの中ほど、文芸館管理費でございます。
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その下の６行目、保守工事費でございます。こちら

は文芸館の高圧受電設備キュービクルの一部改修

に係るものでございます。 

 続きまして、２９３ページをご覧ください。中ほ

どになりますが、城崎観光施設管理費の補修工事費、

城崎温泉交流センターですが、こちらは施設の供用

開始から２０年が経過しまして、さとの湯のサウナ

３室の木部、木の部分が腐食したため、その改修に

係るものでございます。 

 続きまして、３１１ページをご覧ください。一番

下の枠、上から５行目になりますが、雪害対策事業

費になります。もう１枚ページめくっていただきま

して、次のページの上の枠、中段少し下のところに、

補修工事費の消雪装置がございます。そちらに、城

崎ひのそ地区で故障しました消雪装置のポンプの

更新料１６０万６，０００円が含まれております。 

 続きまして、３２７ページをご覧ください。一番

上の枠、下から４行目、城崎駐車場管理費でござい

ますが、こちらは市営鴻の湯駐車場の舗装の一部の

修繕費となります。 

 歳出は以上となりまして、続きまして、次に歳入

の説明をさせていただきます。 

 まず、８１ページをご覧ください。一番下の枠、

上から５行目、地域振興事業債についてでございま

す。こちらは先ほど説明させていただきました太鼓

橋及びパラペットの美装化に充当しているもので

ございます。 

 最後に、８７ページをご覧ください。中頃、少し

下にございます過疎対策事業債のうち、城崎振興局

分といたしまして、イベント花火の補助事業費に６

００万円、文芸館の指定管理料に５００万円の、合

計１，１００万円を充当しております。 

 城崎振興局からは、以上となります。 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、温泉課長、ど

うぞ。 

○城崎温泉課長（山田 和彦） 私のほうからは、２

７６ページ、２７７ページをご覧ください。よろし

いでしょうか。私からご説明させていただきますの

は、２７７ページの備考欄の真ん中辺りにございま

す、城崎町湯島財産区特別会計繰出金でございます。

３，０７４万７，０００円を繰り出ししております。

そのうち３，０００万円は泉源の管理等を行う経費

として執行しているものでございます。７４万７，

０００円につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策として各浴場に顔認証非接触型の体温計を

整備いたしましたので、その分について繰り出した

ものでございます。 

 歳入につきましては、４２ページ、４３ページを

ご覧いただけますでしょうか。４３ページの下から

５行目の地方創生臨時交付金でございます。先ほど

申しました体温計の７４万７，０００円に財源とし

てこちらから充てているものでございます。以上で

ございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 続きまして、竹野振興局、

平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） それでは、

歳出から説明させていただきます。 

 まず、１０７ページをご覧ください。上の囲みの

一番下、補償金、指定管理者支援金２，９９５万５，

０００円のうち、８４万９，０００円が竹野振興局

所管分で、内容は竹野子ども体験村の休業補償金で

す。 

 続いて、１１３ページをご覧ください。 

○分科会長（福田 嗣久） 何ページ。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） １１３ペ

ージです。下の囲みの地域おこし協力隊推進事業費

には、竹野地域内で活動した３名の活動費が含まれ

ております。 

 続いて、１３３ページをご覧ください。下から２

つ目の事業、竹野振興局プロジェクト事業費です。

印刷製本費１３万６，４００円は、仲田光成作品貸

出事業のパンフレットの印刷代です。 

 その下、修繕料３００万３，０００円は、各地区

からの要望、緊急性から、振興局管内の道路、水路

等を修繕したものです。 

 事業委託料５２０万５，７５０円は、プロジェク

ションマッピング事業に係る映像を作成したもの

です。補助金の地域情報発信事業は、マスコミなど
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への情報提供やパンフレット作成に対し、竹野観光

協会へ補助したものです。 

 続いてその下、川湊再生プロジェクト事業ですが、

次の１３５ページの一番上の囲み、補助金の３００

万円は、事業の核となっている海町マーケットの開

催に必要なテントなどの備品購入費として、川湊再

生プロジェクト事業運営協議会に補助したもので

す。 

 続いて、２６９ページをご覧ください。一番上の

囲み、竹野ふるさと生きがいセンター管理費は、竹

野地域にある施設の維持管理費用です。 

 続いて、２８９ページをご覧ください。中ほどよ

り少し下の竹野北前館管理費は、北前館の管理に関

する経費で、温泉ポンプ、浴室ドアなどの修理など

の修繕料と指定管理料が主なものです。 

 続いて、２９１ページをご覧ください。一番下の

観光施設管理費には、竹野海岸にある１０か所の観

光トイレの管理費用１１７万８，３４９円を含んで

おります。 

 続いて、２９３ページをご覧ください。中ほどよ

り少し下の竹野観光施設管理費は、竹野観光センタ

ー、竹野子ども体験村などの竹野振興局管内の観光

施設の維持管理費と、海岸の清掃及び漂着ごみの処

理に係る委託料です。 

 歳出の説明は以上です。 

 続きまして、歳入について説明させていただきま

す。３１ページをご覧ください。上から７つ目の囲

み、竹野ふるさと生きがいセンター使用料は、施設

の使用料の収入です。 

 その４つ下の囲み、温泉使用料の竹野温泉分は、

契約しております町内のホテル・旅館等７件に温泉

を配湯し、使用料を納入いただいたものです。 

 続いて、７５ページをご覧ください。上から４行

目中ほど、光熱水費等使用者負担金の弁天浜野営場

分につきましては、野営場の開設機関である６月か

ら８月の電気料及び上下水道料金の使用者負担金

として、竹野観光協会より納入いただいたものです。 

 続いて、８７ページをご覧ください。下から３つ

目の囲み、過疎対策事業債のうち竹野振興局分とし

て、市内周遊等促進事業、地域情報発信事業、川湊

再生プロジェクト事業、竹野北前館管理事業の４事

業１，７６０万円が含まれています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続きまして、日高振興局、

吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） まず、

歳出について説明いたします。１０７ページをご覧

ください。上段の財産管理費の修繕料のうち、２５

万５，４５３円が日高振興局分で、湯の原温泉オー

トキャンプ場施設の修繕費です。 

 同じページの６行目下の指定管理者支援金のう

ち、４５０万２，０００円が日高振興局分で、道の

駅神鍋高原や神鍋温泉ゆとろぎ、湯の原温泉オート

キャンプ場、神鍋高原観光施設の指定管理者への休

業補償としての支援金です。 

 次に、１１３ページをご覧ください。中段より少

し上の地域おこし協力隊推進事業費のうち、８７１

万４，２３３円が日高振興局分で、２人の隊員の活

動費用です。 

 次に、１３５ページをご覧ください。下段の日高

振興局プロジェクト事業費の報償金及び費用弁償

は、道の駅機能強化計画の計画策定のための専門家

への謝礼と旅費です。 

 さらに、１３７ページ、１行目の普通旅費は、道

の駅機能強化計画の策定に係る専門家との打合せ

や、計画策定の参考地視察として岐阜県郡上市と京

都府京丹波町にある道の駅視察のための職員旅費

です。 

 同じページ３行目の修繕料は、１区当たり３０万

円程度を限度とした区内環境改良事業による水路

等の補修で、当年度は１５事業ありました。 

 同じページ５行目の補助金は、江原駅前のイベン

ト広場で日高地域の文化芸術によるまちづくり事

業として、合唱ワークショップや大道芸を実施した、

ひろばあそび研究所への補助金です。 

 次に、１４５ページをご覧ください。中段より下

の電源立地地域対策交付金事業費は、電源立地の交

付金を財源として栃本地区の水路補修工事を実施



 6 

しました。 

 次に、２７９ページをご覧ください。中段より下

の神鍋地域事業継続支援給付金は、雪不足によるス

キー客の減少と、新型コロナウイルス感染症の影響

により売上げが減少した神鍋地域の事業者の事業

継続を支援するというもので、事業者一律３０万円

を給付、８８件の事業者に総額２，６４０万円を給

付したものです。 

 次に、２８９ページをご覧ください。下から４行

目の神鍋温泉ゆとろぎ管理費の修繕料は、浴槽ろ過

器ろ材入替え工事等の分です。その下の手数料は、

ゆとろぎという名称の１０年間の商標登録手数料

です。 

 次に、２９１ページをご覧ください。上段の道の

駅神鍋高原管理費の修繕料は、道の駅のトイレなど

の修繕です。その下の補修工事は、屋外照明４基の

修繕費です。さらに、その下の湯の原温泉オートキ

ャンプ場管理費の修繕料は、温泉水用加圧給水ポン

プ修繕と、露天風呂ろ過器ろ材入替え工事分です。

その下の手数料は、湯の原館という名称の１０年間

の商標登録手数料です。 

 同じページ下段の観光施設管理費の光熱水費の

うち、１０万６，９６５円が日高振興局分で、神鍋

高原キャンプ場入り口公衆便所のほか、４つの観光

トイレの管理費です。 

 その下の修繕料のうち、２６万７，８５０円が日

高振興局分で、神鍋高原体育館の誘導灯取替え修繕

等の分です。 

 次に、２９３ページをご覧ください。下段の日高

観光施設管理費の維持管理委託料は、阿瀬渓谷ルー

トの整備事業委託として、日高神鍋観光協会へ１２

万９，０００円、清滝溶岩流遊歩道整備の委託とし

て、桜・清流と郷きよたきに１２万４００円を支払

ったものです。 

 次に、３０１ページをご覧ください。中段より下

の土木総務費のＣＡＤシステム保守点検のうち、６，

６００円が日高振興局分です。 

 次に、３０３ページをご覧ください。下段の排水

機樋門管理費の消耗品費のうち、７，０００円が日

高振興局分です。 

 次に、３０５ページをご覧ください。下段の道路

橋梁総務費の消耗品費のうち、１万９，３０８円が

日高振興局分です。 

 次に、３０７ページをご覧ください。下段より少

し上の道路橋梁管理費のそれぞれの費目において、

日高振興局分が含まれています。 

 次に、３１７ページをご覧ください。中段より少

し下の河川総務費の河川公園管理のうち１４５万

８，０００円と、その下の桜樹木管理のうち４５万

円が日高振興局分で、国府桜づつみの管理経費です。 

 次に、３２１ページをご覧ください。下段のＷｅ

ぷらざ管理費の修繕料は、イベント広場の街路灯修

繕等の分です。 

 次に、３２５ページをご覧ください。下段の日高

駐車場管理費の修繕料は、除雪機整備修繕費用です。 

 歳出は、以上です。 

 次に、歳入について説明いたします。３１ページ

をご覧ください。中段の日高農林産物加工研修所が

日高振興局分です。同じページ、少し下の温泉使用

料の神鍋温泉が日高振興局分です。さらに同じペー

ジの下段の駐車場使用料の江原駅周辺駐車場が日

高振興局分です。 

 次に、４７ページをご覧ください。最上段の電源

立地地域対策事業費交付金が日高振興局分です。歳

出で説明しましたが、栃本地区の水路補修工事に充

当しております。 

 次に、５７ページをご覧ください。上段より少し

下の土地貸付収入のうち、５万７，４６６円が日高

振興局分です。 

 歳入は以上になりますが、最後に、６０５ページ

をご覧ください。有価証券の株式会社日高振興公社

の株式２，０００万円分を保有しております。全部

の発行株式は３，６００万円です。 

 以上で日高振興局分の説明を終わります。 

○分科会長（福田 嗣久） 続きまして、出石振興局、

川﨑参事、どうぞ。 

○出石振興局地域振興課参事（川﨑  隆） それで

は、歳出のほうから説明をさせていただきます。 
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 決算書の１１３ページをご覧ください。それぞれ

備考欄をご覧ください。３つ目の枠、上から６行目

にあります地域おこし協力隊の推進事業費です。出

石振興局分は、１，７５３万６，５３３円が出石地

域で受け入れています６名の協力隊の活動費用で

ございます。 

 続きまして、１３９ページをご覧ください。出石

振興局プロジェクト事業費です。２行目の修繕料に

つきましては、道路・水路等の区内環境整備事業な

どとしまして３３８万２，７６４円を支出しており

ます。要望の緊急性から、１１か所の修繕工事を実

施しております。 

 その下の２行目になります業務委託料は、交通環

境改善計画策定支援事業です。２９４万５，９０５

円を支出しております。 

 次に、２９１ページをご覧ください。下から７行

目になります、観光施設管理費です。出石振興局分

は３７７万１６４円を支出しております。これは出

石地域市営観光トイレ４か所分の清掃などの管理

費でございます。 

 続きまして、２９５ページをご覧ください。１行

目です、出石観光施設管理費です。５２万５，５２

６円を支出しております。主に観光施設の維持管理

委託料で、床尾山登山道及び城山遊歩道の整備や、

白糸の滝キャンプ場内、またトイレの清掃の作業の

管理費でございます。 

 次に、３１７ページをご覧ください。中ほどにな

ります、河川総務費です。出石振興局分は、３７万

６，８７１円で、谷山川トンネル出入口付近の河川

公園の草刈りなどの維持管理委託料です。 

 続きまして、３２７ページをご覧ください。上の

段、上から３行目です、出石駐車場管理費です、１，

４２２万６，５７０円を支出しております。主に維

持管理委託料で、出石地域市営駐車場３か所の管理

運営業務の委託料としています。その下の行、交通

誘導警備業務につきましては、お盆、１１月のカニ

シーズン等の繁忙期の交通誘導に支出しておりま

す。 

 歳出は以上でございます。 

 歳入につきましては、３１ページをご覧ください。

中ほどになります、温泉使用料です。上から３つ目

の出石温泉５８２万３，１５０円が出石振興局分で、

４施設に配湯しているものでございます。 

 同じページの下から２段目になります、上から２

つ目に、駐車場使用料です。出石振興局分は、出石

西の丸駐車場、出石庁舎南駐車場、出石鉄砲駐車場

の３か所分の使用料でございます。 

 出石振興局の説明とさせていただきます。以上で

す。 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、但東振興局、

小川参事、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） 主な歳

出についてご説明いたします。 

 それでは、１０７ページ、上から８行目をご覧く

ださい。財産管理費修繕料のうち、１５５万３，２

００円が但東振興局分で、但東シルク温泉やまびこ

のろ過循環ポンプ取替え修繕、たんたん温泉福寿の

湯のサウナヒーター及び泉源ポンプ制御盤の交換

修繕や、但東地域活性化センターの屋根瓦等の修繕

費です。なお、積雪により破損した但東地域活性化

センターの屋根瓦等の修繕費１４万４，１００円は、

全額市有物件共済金から補填されています。その下、

補償金のうち３４７万４，０００円は、新型コロナ

ウイルス感染症のため施設休館した但東シルク温

泉やまびこの指定管理者休業補償です。 

 １１３ページ、中ほどより少し上をご覧ください。

地域おこし協力隊推進事業費のうち４０７万３，４

１６円が但東振興局関係分で、隊員１名分の活動費

用です。この隊員につきましては、たんたん温泉が

ある坂野区を拠点に、主に就学前親子を対象にした

活動を行っております。 

 続きまして、１４１ページ、上から８行目をご覧

ください。但東振興局プロジェクト事業費は、但東

地域活性化支援事業として、但東地域の認知力を向

上させるため、空き家対策に取り組んでいる資母地

区コミュニティ組織に対し、各種ＳＮＳを活用した

住まいや生活など、田舎暮らしの情報発信、空き家

活用等の支援を行いました。また、教育民泊推進事
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業として、旅館業法により簡易宿泊営業許可取得申

請に伴う改修費や証紙代として、１件分の補助を行

っております。 

 続きまして、２６７ページ、下から３行目をご覧

ください。但東そば乾燥調製貯蔵施設管理費の修繕

料は、冷蔵ユニットを交換修繕した費用です。 

 続きまして、２９１ページ、中ほどをご覧くださ

い。但東シルク温泉やまびこの管理費の修繕料は、

のり面崩壊場所への大型土のう設置、自動火災報知

設備修繕です。整備工事費は、野外トイレ整備、温

泉消毒用の薬剤注入機の交換工事費です。 

 続きまして、その下をご覧ください。たんたん温

泉福寿の湯管理費の修繕等は、館内照明ＬＥＤ化、

駐車場区画線、オイルタンク塗装、集熱パネル破損

などの修繕です。なお、積雪により破損した屋根の

集熱パネル破損修繕費は、全額市有物件共済金から

補填されています。工事費では、食堂改修工事、浴

室天井改修工事で、それぞれ１９４万７，０００円

です。 

 続きまして、２９５ページ、上から１０行目をご

覧ください。但東観光施設管理費は、まつり中止に

伴う収入減と開催に要する経費として７２４万４，

０００円を補助しております。 

 続きまして、３１７ページ、中ほどをご覧くださ

い。河川総務費のうち４０万２，９７０円が但東分

で、主に河川公園維持管理として３２万２，０００

円を支出しています。 

 次に、主な歳入について説明いたします。３３ペ

ージ、上から３行目をご覧ください。移住促進住宅

使用料は、但東地域への移住促進策の一環として、

５戸から成る中山向町移住促進住宅を設置して管

理をしており、１２８万８，４００円の住宅使用料

がありました。 

 続きまして、７７ページ、上から７行目をご覧く

ださい。移住促進住宅共益費は、先ほどの移住促進

住宅の５戸分の共益費の６万９，２９３円です。 

 続きまして、８７ページ、中ほどをご覧ください。

過疎対策事業債のうち、但東地域活性化支援事業、

但東チューリップまつり開催事業の関係で、２つの

事業を合わせて６００万円が但東分となっており

ます。 

 続きまして、財産です。５９４、５９５ページ、

中ほど及び下から２行目をご覧ください。特定公共

賃貸住宅、赤野住宅を移住促進住宅に用途変更した

ため、公営住宅からその他の施設へ土地の区分変更

を行っています。 

 続きまして、５９６ページ、５０７ページ、中ほ

どをご覧ください。先ほど説明いたしました赤野移

住促進住宅の建物を、公営住宅からその他施設へ区

分変更しております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 以上で説明は終わりまし

た。 

 各振興局の説明について、何か質問はございませ

んか。 

 どうぞ、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと何点か確認させてく

ださい。 

 竹野振興局の中で、今、事業の結果説明があった

んですけども、何か話を聞いてますと、どっちかい

うと竹野でも北のほう、浜のほうの事業が多くて、

南のほうの事業というのがちょっと説明の中に出

てこなかったのというと、実際どれぐらいの事業が

今されているのか。竹野の地域の方として、何か要

望されているというのも上がってきているんでし

ょうか、ちょっとその辺、概要で結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） 竹野振興局局長。 

○竹野振興局長（瀧下 貴也） 特に意識して、地域

がどうのこうのということはしておりません。ただ、

現在進めております竹野振興局のプロジェクト事

業の川湊の再生プロジェクト事業というのは、竹野

のまちができたなりわいから、そこを基準として竹

野を盛り上げていこうということで、その部分につ

いてはちょっと竹野の浜といいますか、川裾といい

ますか、北の部分を意識した事業なんですが、そこ

からどんどん南に展開していこうということで進

めております。したがって、先ほど説明しました区

内環境整備事業なども、町内全域にわたって要望な
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どをクリアした事業を行っておりますし、ただ、言

われますように、川湊の振興局のプロジェクト事業

としては、浜のほうに方向がちょっと偏っていると

いう部分は否定できない部分ございますが、その事

業を町内全域に広げようということで、今取り組ん

でいるところでございますので、その辺がもう少し

すれば効果が、町を盛り上げていくような格好にな

ってこようかとは思います。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様、何か

ございますか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 日高振興局にお尋ねをしたい

と思うんですか、２８９ページの説明の中で、ゆと

ろぎと湯の原温泉オートキャンプ場、この名前の使

用料を１０年間払うというのがあったんですが、い

きさつと、どこに払うのかなと、ちょっと教えてく

ださい。 

○分科会長（福田 嗣久） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） ゆとろ

ぎと湯の原館という商標登録の手数料については、

整備されたときから継続したものです。特に、ゆと

ろぎという施設名称については、同様のものの名前

が使われないようにだとか、やっぱり特殊事情とい

いますか、固有のものを、そういったものを、固有

の名詞を使っていて地域に愛されたり、外向きにも

愛されるようなものということだと思いますけど

も、ちょっといきさつ自体はそんなに詳しくないと

いったところが正直なところで、どこに払っている

かといいますと、何といいますか……（「特許庁」

と呼ぶ者あり）特許庁に登録するもので、そこの代

行する何といいますか、弁理士さんといいますか、

そちらのほうにお支払いしているものです。 

○委員（村岡 峰男） 特許庁。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 特許庁

に商標登録は届出をして、更新を行います。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 湯の原は、もう相当古いなと

思うんですが、１０年間、もう１０年もたつと違い

ますんか。いつまで払いますの。 

○分科会長（福田 嗣久） 参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 湯の原

温泉オートキャンプ場が整備されたのが平成１０

年ですね。 

○委員（村岡 峰男） 平成１０年。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 平成１

０年に整備されて、これまで。 

○委員（村岡 峰男） ２５年ぐらいたつで。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 平成１

０年に整備されて、１０年ごとにこの登録商標権の

更新手数料というのが必要になってきて、昨年度、

２０２０年度に１０年間の手続を行ったところで

す。ですから、切れるのが２０２９年度ですか、に

なります。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） ということは、２０１０年に

最初に払って、２０２０年に１０年分をぽこっと払

うという、１０年ですね。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） すみま

せん、説明不足で申し訳なかったんですけども、整

備されたときから１０年間、その都度、１０年たん

びに更新手続を行ってきているもので、ちょうど更

新のタイミングが昨年度行われたということです。 

○委員（村岡 峰男） しつこいようですけども、だ

から、２０２０年に更新の手数料を湯の原は払った

と。だから、２０２１年はないんですね。あるいは

２０１９年もないんですね。それはゆとろぎも一緒

ですか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 村岡委

員おっしゃるとおり、今年度、２０２１年度は手数

料はございません。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。珍しい話だと

思って聞いたのが。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 
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○委員（村岡 峰男） はい、結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員さんはござい

ますか。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 細かいことですけど、竹野振

興局の関係で、２８９ページ。 

○分科会長（福田 嗣久） 竹野振興局。 

○委員（足田 仁司） はい、フロンの排出抑制法定

期点検という費用が上がっているんですけど、何を

どういう設備の点検になるのか教えてください。 

○分科会長（福田 嗣久） 平尾課長、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） 北前館の

館内にありますエアコンがありまして、ある規定の

大きさの排出がその点検ということで、昨年度は３

基分の点検を、これを３年ごとにすることになって

おりまして、これもこの２０２０年度に支払ったも

のです。次は３年後の点検となります。 

○分科会長（福田 嗣久） 足田委員、どうぞ。 

○委員（足田 仁司） これはフロンが漏れているか

どうかの点検ですか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） 漏れてい

るというか、フロンを使ったエアコン機器の設備に

は、こういった点検を３年に一度はしないといけな

いという法律で決まっておりまして、それを委託で

実施しております。 

○分科会長（福田 嗣久） フロン排出抑制法に基づ

きやな。 

 どうぞ。 

○委員（足田 仁司） 最近は、フロンから、フロン

の代替の冷媒というんですか、にどんどん置き換わ

っていってるはずなんだけど、いまだにフロンを使

って冷房を行っている、冷暖房を、という理解でよ

ろしいですか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ、平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） 建設当初

の機器でありまして、今後、公共施設の改修計画の

中では、また見直す必要があるかと思っております。 

○分科会長（福田 嗣久） 足田委員、よろしいか。 

○委員（足田 仁司） ちなみに設備は、何年ほどた

ってますか。 

○分科会長（福田 嗣久） 平尾課長。 

○竹野振興局地域振興課長（平尾 喜彦） ３０年経

過しております。 

○委員（足田 仁司） ３０年、ぼちぼち替えどき、

分かりました。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかは。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 私は、細かいことはちょっと、

今ずっと聞いておりましたけど、一つ一つ覚えてお

りませんのでやめます。 

 各振興局長にお聞きしたいんだけども、今ずっと、

これは毎年決算でいろいろとご報告いただくんで

すが、そのところどころによっては過疎債を使った

り、今回は地方創生交付金なんか使ったり、それか

ら今、各振興局のプロジェクトのそういった予算を

使いながら、各地域に合った、地域にどうしても必

要だと思われるような、時には修繕、時には新たな

事業を展開していくっていうことでやっていただ

いておるんですが、２つ質問したいんですが、時に

はその地域の各団体、それから区だとか要望だとか

いろいろとあると思うんだけども、そういう、その

人たちのまちづくりを一生懸命やっている方も含

めてですが、観光協会だったりだとかいろいろとあ

ると思うんだけども、そういうところとうまくかみ

合っていかないこともあるのではないのかなと。い

わゆる地域が望んでいることと、それから市が何か

目指そうというのか、やっていこうというところと、

何か少し食い違いがあったりするようなことはな

いのかなと。あればあったときにどういう対処のこ

とをやっているのか、なければないで、それで結構

なんですが。 

 それからもう一つ、最近、私は気にしてはいるし、

議場でも結構いろいろと言われているんだけど、地

域間格差と、その何か恩恵がある地域と恩恵のない

地域があるということを盛んに議場でなり、いろん

なことでやられるやり取りがあるんだけれども、そ

の地域を一生懸命頑張ってくれている振興局とす
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ると、そういうことをお感じになっているのかなと

いうところを、言いにくいかなというふうに思った

りもするけれども、議員の言う、そういう格差を本

当に肌で感じておられるのかな。例えば、どこどこ

はどうだこうだというようなことがあるのかない

のか。感想で結構ですので、できればちょっと言っ

ていただきたいなというふうに思います。以上。 

○分科会長（福田 嗣久） 難しい質問をお受けしま

したけれども、まず、どこからしましょう。 

○委員（椿野 仁司） 城崎は、振興局長じゃないけ

ど、橋本参事に、なら。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ、順番にそれじゃ。 

○委員（椿野 仁司） 順番に言ってもらおう。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） まず初

めに、地元団体等との思いの食い違いといいますか、

の分につきましてですが、城崎は団体といいますと、

観光協会さんが主であったりとか、旅館組合さんと

か、そういった観光関係の団体さんとのお付き合い

という分をよくさせてもらっておりますので、その

中で何か事業をするというときには協議のほうを、

十分かどうかちょっと分かりませんが、話のほうは

通させていただきまして、意向をお伺いしながらさ

せていただくようにさせてもらっております。 

 また、各地区の方、その方、要望も毎年春からお

受けさせていただいております。その要望も書類で

提出の団体・地区もございますが、できるだけ内容

をお聞きさせていただきまして、そしてまた、現状

のほうも現地に行ってお伺いするようなことを心

がけてさせてもらっておりまして、ただ、望まれる

要望がこちらでできる、できないというのはござい

ますが、できる限り、難しい分でも最低限といいま

すか、そういったことはさせていただけるものはさ

せていただこうということで、なるべくご要望には

応えれる範囲でお応えさせてもらうという、そうい

った考えで動いております。 

 あと、地域間の格差についてでございますが、城

崎において、私の感じている分におきましては、予

算的にも過疎債等が使わさせていただいておりま

すので、こちらの考えとか思いとかいう分につきま

しては、そちらが使える分については十分に活用さ

せていただいて、まちのほうへ貢献させていただこ

うと思っておりますので、ちょっとほかがどうこう

ということはないんですが、城崎につきましては、

悪いほうの感じは持ってはおりません。以上であり

ます。 

○分科会長（福田 嗣久） 分かりました。 

 次は、それじゃ、竹野からどうぞ。 

○竹野振興局長（瀧下 貴也） まず最初に、各団体

とかみ合ってない部分ということなんですけども、

竹野では、先ほど申し上げましたような川湊再生プ

ロジェクトを、振興局、また地域の団体皆さん一緒

になって取組をスタートして、４年目に入っていま

す。その立ち上げの際に、行政だけが先導を切って

事業を進めるんではなくて、地域の皆さんと一緒に

なって盛り上げたいという思いの中で、観光協会、

商工会、婦人会であったり、愛育班、また地域の自

治会など、皆さんに委員になっていただいて、これ

毎月１回、定例会議を開いています。で、来月こん

なことをしたいね、来年の予算で、こんなことがで

きたらいいね、そんなことを一緒にご相談しながら、

振興局としてそのできることをお手伝いなり、一緒

になって取り組んでおりますので、この川湊再生プ

ロジェクトについては、今、順調に推移していると

いうのが実態でございます。 

 その他の事業につきましては、いろいろと個別事

業でございますので、その都度協議させていただき

ながら運営しておりますので、特に大きな問題はな

いかと思っております。 

 それと、各振興局管内での地域格差の部分なんで

すけども、先ほど城崎、橋本参事が説明しましたよ

うに、当地も過疎地域の指定区域内でございますの

で、財政当局とは過疎債の適用について十分協議し

ながら事業を進めさせていただいておりますので、

財政面的には、優遇といいますか、ありがたいなと

いうふうに思っております。 

 ただ、個別具体の案件になってきますと、これ私、

振興局局長個人としての私見になってしまいます

ので、個人的な意見になりますと、こういう委員会
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の場では申し上げるべきではないと思いますので、

その辺はまたいろいろとご相談なり意見を言わせ

ていただいて、ご協力いただければというふうに思

っております。 

○委員（椿野 仁司） 委員長が、ええ言ったら、え

えで。 

○分科会長（福田 嗣久） 嫌だ言っとろうが。 

 それじゃ、日高に行きましょうか。 

○日高振興局長（小谷 士郎） 地域の団体との関わ

りなんですが、観光協会とか商工会とかいろいろあ

って、そのほかいろいろな団体があって、できるだ

け関わるようにしたいと思って、顔は出すようにし

ております。ただ、悲しいかな、私の力の不足のと

ころがあるのかも分かんないんですけど、話しにこ

ちらから行かないと、向こうからはなかなか来てい

ただけないという状況があります。 

 それと、話をしてても、要望についてはすぐ本庁

のほうに行かれてしまいまして、後追いでこちらが

聞くという状況があるんで、応援をしたいんですけ

ど、ちょっとタイミングがずれているというのは正

直なところがあります。だから、この辺をもう少し

私のほうも気をつけていかなくちゃいけないのか

なというふうに思っております。特に観光協会あた

りは、応援はしたくても、何か手が出せてないとい

うのが正直で、ジレンマがあります。 

 それと、次の地域間格差なんですが、実は日高地

域の中でのそれぞれ６つの地域があるんですが、は

っきり言ってそれぞれがあまり仲がよくないとい

うんですか、そういうところがありまして……（「い

いね、いいね、それ、ずばりいいよ」と呼ぶ者あり）

その都度、それぞれで気を遣ってます。 

 さらに、神鍋地域も、各区でまた仲が悪いんです

ね。だから、神鍋地域にまず頑張っていただければ、

周りが必然的に盛り上がっていくというふうなち

ょっと筋道をつくりまして大分そこに向かってい

るんですが、地域全体としての観光ビジョンという

のがなかなかできていない。各区のことでもう手い

っぱいだというようなところがあるので、その辺を

もう少し考えていきたいなというふうに思ってま

す。 

 ほかとの振興局との地域間格差の回答にはなっ

てないんですけど、いろいろとそういうふうに、そ

の都度、その状況を見ながら、何とか全体を盛り上

げていきたいというふうに思ってまして、本庁とも

相談をしながら、各振興局とも相談をしながら、で

きるだけそう思われないように努力をしたいと思

ってます。以上です。 

○委員（椿野 仁司） また話が聞きたいとこですね。 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃ、出石、局長。 

○出石振興局長（村上 忠夫） 各団体との食い違い

といいますか、これについては、もう先ほど来から

出てることがうちにも大体当てはまるのかなと。た

だ、以前よりは、例えば観光協会、商工会、それか

らまちづくり公社であったり、皿そば協同組合であ

ったりとか、こういった団体さんとの関係の中で、

市の方針あるいは市の取組をご理解いただいたり、

ご協力いただいたりという部分があれば、反面、皆

さんからのご要望等、こちらを受けて事業化もでき

る限り対応していきたいというような思いはある

んですけども、少し何か、同じことをお話ししてお

ってもその食い違いというのが、取り方の違いなん

かもあるんでしょうけど、そういったことがちょこ

ちょこ起こっているということはあります。 

 これは何かなと思いますが、以前、合併前であれ

ば、もうかなりの頻度でそういった主立った団体、

もちろんこれは行政含めてなんですけど、協議の場

というんですか、情報交換の場というのが頻繁にあ

った。これが少しこう、やっぱりこちらの体制のこ

ともあるんですけども、薄らいできているというこ

とも要因なのかなって、そんなこともちょっと私が

局長になってから感じたもんですから、できる限り

皆さんと意見交換をする場を持ちたいと考え、意識

的にそうしますし、また、特に皆さんの思いがなか

なか予算につながらないというようなことを思っ

とられる方が、団体さんが結構あるもんですから、

今回はこの予算編成前にみんなに集まっていただ

いて、これは何でもかんでも予算を取るという話で

はなくて、皆さん、何をお考えになっておって、ど
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んなことを来年度、あるいは来年以降やりたいんだ

というようなことをちょっと聞き取らせていただ

いて、その上で、例えばどんな支援が行政として、

振興局としてできるのかというようなことも今月

中にやってみようかなというようなことで、今、お

話をさせていただいております。 

 格差の問題については、先ほどの話にもつながる

んですけども、どうしてもやっぱり過疎債という、

その財源がないもんですから、なかなか財政との話

の中で予算がつきにくいというのは、これは事実と

して僕はあると考えてます。 

 その中でも、ただ、何でもかんでもではなくて、

その団体、地域の皆さんがどこまでこんなふうに頑

張りたいんで、この部分を何とか行政のほうで支援

してもらえんかといった話にはできる限りこちら

も努力をしたいとは考えてますけども、丸ごと何と

かしてくれとか、こうしてくれとかってなると、な

かなかそのご要望にお応えするだけの財源的にも、

体制的にもそういった余力がないもんですから、そ

の辺りはできる限りこちらの事情なんかもお話し

する中で、ご理解をできるだけいただいて対応した

いと考えています。 

 どうしてもやっぱり議会の中でも格差という言

葉が出てくるんですけども、そうお考えになってる

方がいらっしゃることは、僕は事実だと思いますし、

例えば観光地として、特に出石なんかで言ったら大

手前、お城と辰鼓櫓辺りが当然メインの地域にはな

るんですけども、その管理がなかなか行き届かない、

予算がつかないのでできないということで、一番の

見どころである出石城の石垣ですね、これが今、相

当荒れているような状況があります。管理がたまた

ま都市公園という位置づけで、都市整備課のほうに

なるんですけども、その辺の課題というのは当然共

有といいますか、認識してもらってますので、どう

したらじゃあできるんだというようなことも今、都

市整備課のほうとも相談しながら、予算を来年度に

向けてお願いしようかなということで調整をして

いるところです。非常に言いにくいんですけども、

地域間格差があるかどうかといいますと、受け取り

ようだと思います。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 感じるいうとこもあるん

だな。 

 但東振興局。 

○但東振興局長（羽尻 泰広） 先ほど来、局長言わ

れたんですけど、やっぱり地域、団体の関係とか、

区の要望等の関係ですけれども、但東は、なかなか

その辺の地域の声が聞けてないんかなという部分

を実感はしております。 

 一昨年、地域のいろんな団体のほうから、まちづ

くりについて話し合おうやということで、４回ほど

話合いをしたんですけれども、それも立ち消えにな

って今、休止状態でありますし、また、次のという

手も、なかなか但東の、どこの地域もそうかなと思

うんですけども、そういう話をさせていただく場合、

メンバーが限られてしまうと。新たな人材いうんで

すか、その辺から意見が聞ける部分が少ないんかな

というふうな思いもあったりして、十分その辺が地

域として聞き取れていないんかなという、そういう

ジレンマを持っております。 

 あと、区の要望等につきましては、城崎振興局も

先ほど言われましたように、区の要望については、

現地のほうに確認に行ったり、いろいろと職員のほ

うも汗かいて対応しておるんですけども、限られた

予算の中でということでしか対応がありません。こ

の辺、本庁とうまいこと協議をさせていただいて、

一つでもその辺の解消ができたらなというふうに

思っております。 

 あと、地域間格差、これも難しい部分ですけれど

も、当然、但東も過疎債の適用地域ですので、その

辺の恩恵いうんですか、その辺はありますけれども、

ただ、過疎があるので予算がつくというわけでもあ

りません。やはり地域としてどう考えるか、その地

域をどうするかという部分をやっぱり伝えていか

ないと、この辺も難しいという部分があります。 

 それと、地域の特性があります。当然、但東が城

崎、出石のような観光部分で頑張ろうといっても、

これも限界があります。やっぱり但東地域、中山間

地域の特性を生かしながら、地域が元気になってい
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く、そういうような視点で今後、施策を展開できた

らなというふうには思っております。 

 答えになったかどうか分かりませんけど、以上と

させていただきます。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 大変安心をいたしました。言

いにくいことも、しゃべりたくないことも結構ちょ

っと言っていただいたところもあるし、聞けなかっ

たことは、また個人的にお聞きしたいと思います。 

 でも、１市５町が合併して、こういう１６年たっ

て、それで今のこういう話の中で、過疎債があると

かないとか、恩恵があるとかないとかっていうよう

なことも今、話になるけれども、この辺はね、垣根

を越えて、例えば但東と出石、ある意味では垣根を

越えた中でのこのやり方があるのではないのかな

と。竹野と日高、神鍋とのまたつながりもあるのか

なと思います。いつまでも川のこっち側とあっち側

とで争っておるような時代ではないのかなという

ふうに今感じました。ぜひそういった工夫をこれか

ら、各振興局同士でやっていただいて、連携をつな

いでやっていただきたいなと思います。 

 最後に、私たちには振ってこないだろうと思って

いるけれども、環境経済部長と参事にお尋ねいたし

ます。コロナ対策を通じてね、決算の中身もそうな

んだけども、たくさん今まで補正を組んでやってき

ましたけども、いわゆる政策についての格差という

か、通じてやってきたことに対しての、市にとって

は、市民にとっては全て行き渡ってないだろうとい

うこともたくさん起こり得るというか、起こってき

たことだけど、まだまだ隙間はたくさん感じておら

れますか、この決算を通じてだけど。 

○分科会長（福田 嗣久） 環境経済部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） 隙間とおっしゃった

のは、地域間のという意味ですかね。どうでしょう、

経済ってやっぱり地域を選ばないというか、全般の

話なので、それを意識してやったことはまず全くあ

りません。 

 一方で、私自身は経済分野の豊岡振興局長でもあ

るというふうな思いもありますので、地域のことを

見たときに、豊岡というところを私は見ないといけ

ないという、そういうつもりでもやってきたという

こともあります。 

 特に地域を全く選んだわけではなくって、今回は

傷んでいる産業分野ということを意識して手を打

ってきたということがありますので、その辺は本当、

もうその言葉どおりやってきたなというふうに思

ってまして、それを隙間があるのかというふうに見

られたらあるところもあるのかも分かりませんけ

れども、エリアのことは本当に意識せずに進めてき

たというのが実態とお答えしておきます。 

○分科会長（福田 嗣久） 部参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） 観光業、特に宿泊

中心の観光業というのが最も最近は規模が大きく

て、地域にお金を残す産業なので、そこに力を入れ

てますというような説明をさせていただくんです

けども、それは観光業で落ちるお金が仕入れに回っ

たり、雇用に回ったり、また消費に回ったりという

ことで、市全体にいい影響を及ぼしやすい産業なの

でという説明させていただくんですけども、やはり

直接観光業に携わってない方からすると、観光業ば

かりだとか、特に城崎ばかりだとかというようなご

批判も受けますので、そこはそういった、なぜそこ

に力を入れていくんだということをもう少しご説

明をしていって、市の方々の理解を得る必要がある

というふうに考えています。 

○委員（椿野 仁司） 大変長い質問をしまして、あ

りがとうございました。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか、再質問は。 

○委員（椿野 仁司） もうよろしいです。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さん、よ

ろしいですか。 

 それでは、これで質疑を打ち切ります。 

 各振興局、城崎温泉課の職員さんについては、退

席をいただいて結構でございます。大変ご苦労さま

でした。難しい質問を、ありがとうございました。 

 暫時休憩します。１０時５５分再開です。 

午前１０時４６分 分科会休憩 

──────────────────── 
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午前１０時５３分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、再開をいたし

ます。 

 次は、環境経済部に関する審査です。 

 それでは、環境経済課から順次説明を願います。 

 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） それでは、ちょっと

今年はコロナでたくさん項目があるので、申し訳あ

りませんけど、お付き合いいただきたいと思います。 

 まず、歳出のほうからです。決算書１０５ページ

を、まずはお開きください。よろしいでしょうか。

基金管理費です。ふるさと納税が２０２０年度は８

億６，４００万円程度歳入がありましたけれども、

ここから要は返礼品ですとか事務費を、この後、説

明しますが、４億６００万円ほど使っております。

ですので、実質残ったのが４億５，８００万円余り

ということで、これを様々な積立金に積んだり、当

該年度の事業に充当したりというようなことをい

たしております。 

 ここで、上から見ていただきますと、市債管理基

金積立金というのがあります。上から８行目ですね。

ここに４，４２７万１，０００円積立てをいたして

おります。 

 その少し下、コウノトリ基金積立金に１，０００

万円を積み立てております。 

 もう少し下がっていただきまして、仲田光成記念

基金積立金、こちらに１１万円を積み立てておりま

す。 

 それから、もう少し下です、地域振興基金積立金、

こちらに４億６７万２，２７４円、ここに書いてあ

ります全額を積立てをいたしております。これ以外

に、ガバメント・クラウドファンディング、ＧＣＦ

として特定の財源として入ってきたものが３３０

万４，０００円あります。これは当該年度の事業に

充当をいたしております。まず、これが基金管理費

です。 

 次に、１０７ページをお開きください。上から２

行目、財産管理費の枠の中で、一番下です、指定管

理者支援金のうち、３３万２，０００円が環境経済

課分ということで、豊岡１９２５へ支援金を支出い

たしております。 

 それから、１０９ページをお開きください。上か

ら３行目、定住推進事業費１５万５，４７４円、こ

れは例年どおりです。 

 続いて、１１１ページです。上から２行目、ふる

さと応援寄附金推進事業費、これは先ほど言いまし

たふるさと納税のいわゆる返礼品とか事務費に当

たる部分です。大きいのは業務委託料ということで、

今、５つのポータルサイトに対して委託料を支払っ

ておりますが、ふるさとチョイス、楽天、それから

さとふる、ａｕＰＡＹ、２０２０年度はこれに加え

て、ふるなびを新たに加えて、５つのポータルサイ

トで運営をいたしました。 

 続いて、１１３ページです。一番上の枠です。プ

レミアム付商品券事業費、各繰越明許分ということ

で、これは２０１９年度で消費税増税に当たって国

が実施したプレミアム付商品券の制度に係る事業、

繰越分ということで２０２０年度に計上をいたし

ております。 

 それから、その下の枠にあります地域おこし協力

隊の推進事業費です。地域おこし協力隊は、新規の

隊員募集は環境経済課のほうで行いますが、配置し

た後は担当課での予算執行ということで、先ほども

振興局から幾つか報告があったと思います。このう

ち環境経済課としては３名分、９７３万７，５６２

円を支出いたしております。 

 このページの一番下から２行目にクラウド使用

料というのがありますけれども、これがいつも話題

にしますＳＭＯＵＴ（スマウト）というサイトの利

用料ということで、１０５万６，０００円をこのう

ち支出をいたしております。 

 それから、次は１１９ページに移ってください。

上から６行目、環境政策推進事業費、これはもう例

年どおりの支出です。それから、同じページ、下か

ら６行目、エコハウス管理費、これも例年どおりの

支出です。 

 続いて、１５３ページに移ってください。下から

４行目、特産振興事業費、これも例年どおり、豊岡
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鞄等に支出をいたしております。 

 次のページ、１５５ページに書いてありますとお

り、豊岡鞄のブランドＰＲと財布生産能力育成事業、

これは最終年度として支出をいたしております。引

き続いて、そのページ、上から４行目、企業誘致推

進事業費、こちらも例年どおりの支出です。 

 次の項目、内発型産業育成事業費、こちらも例年

どおりです。中ほどにある業務委託料は、ＩＰＰＯ

の総合相談業務の委託料、それからステップアップ

支援事業、創業支援事業も例年どおり行っておりま

す。 

 次の項目、Ｉターン推進事業費、こちらも例年ど

おりですが、業務委託料として、まちのサードプレ

イスあるいは移住ポータルサイト、飛んでるローカ

ルの運営等に例年どおり支出いたしております。 

 次のページ、１５７ページ、上から６行目、高校

生コミュニケーション教育等支援事業費です。これ

は２項目ありまして、まず、事業委託料として、各

学校にふるさと教育、豊高ですと未来からの挑戦状、

あるいは総合高校ですと会社のおしごとカフェ、こ

ういったことを進めていただくための委託料とし

て支出いたしております。 

 次の補助金、高校生の総合学習等支援事業費、こ

れはコミュニケーション教育等を進めていただく

ために、各学校が主体で行われる事業に補助という

形で行っております。 

 次の項目、Ｕターン推進事業費、こちらも例年ど

おりの事業です。それから次の項目、定住推進事業

費です。こちらは補助金ということで、移住者への

様々な施策に当たるものですが、２０２０年度途中

からかなり充実をさせて移住を促進してきたとい

うことがありますので、例年に比べてかなり支出額

も大きくなっています。定住促進事業費のほうでは、

例えば住宅の改修等の補助というふうなことを主

に行っておりますし、移住促進支援のほうでは、豊

岡に下見に来られるときの宿泊費ですとか、交通料

の補助等を行ったところです。 

 それから、１７７ページに飛んでください。中ほ

どにあります経済センサス、それから次の項目で工

業統計の調査費、これも例年どおりの執行です。 

 それから、２３９ページになります。一番下から

５行目、感染症対策の事業費ということで、この中

で環境経済課分が次のページにあります。２４１ペ

ージ、補助金ということで、感染症予防力向上事業

費というのがありますけれども、このうち１，５６

８万７，７００円が環境経済課分ということです。

環境経済課では、飲食店のコロナ対策の備消耗品費

の補助ということで、３３７件に対して補助を行い

ました。 

 それから、２５１ページに飛んでいただきたいと

思います。一番下の枠で、労働総務費、それから勤

労者住宅金融対策事業費、若者定住促進事業費、こ

こは例年どおりの執行となっております。 

 次は、２７７ページです。上の枠の真ん中辺りで

す、商工総務費、それからその次の項目、計量指導

事業費、これも例年どおりです。 

 それから、同じページの下の枠の上から４行目で

す、商工振興事業費、こちらが新型コロナ対策を主

に行った事業科目ということになりまして、合計で

も１０億円を超える支出ということになっており

ますが、この中で９億９，９７１万２，１０８円が

環境経済課分ということになります。 

 まず、１つは、一番下にあります中小企業等経営

安定化緊急支援業務ということで、これは商工団体

に、事業者さんのコロナでたくさんの相談の受付を

してほしいということで、委託をしたものです。商

工会議所が７０７万６，４２１円、商工会のほうが

１，２１５万６００円ということで、合わせて１，

９２２万７，０２１円となっております。延べ５６

７事業者の相談を受けていただいたというのが実

績でございます。 

 それから、次のページ、２７９ページです。コロ

ナ対策の事業に係るものを一応ざっとご説明いた

します。 

 上から２つ、プレミアム付応援食事券の販売業務

と換金等業務の委託、これがいわゆるＥＡＴ豊岡に

当たるものです。５億２，０００万円分の券を販売

いたしまして、４４３店舗ご登録をいただき、５億
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１，７６７万２，５００円の使用をいただきました。

使用率は９９．６％ということでした。 

 それから、次の項目は、市内宿泊促進事業クーポ

ン換金業務ということで、これはＳＴＡＹ豊岡クー

ポンに当たるものです。全部で５万７，５９８枚ク

ーポンを配布いたしまして、３６６店舗で５，７２

６万４，０００円の利用をいただきました。９９．

４％の使用率ということです。 

 それから、次の項目、プレミアム付応援商品券販

売業務と換金等業務、これがいわゆるＥＡＴ，ＢＵ

Ｙ＆ＧＩＦＴ豊岡に当たるものです。これは年度の

終盤からの実施でしたので、３月３１日現在の実質

額を記載をしております。 

 それから、次の事業委託料の中で、休業要請事業

者経営継続支援事業というのがありますけれども、

これは飲食店の要は休業協力金に当たるもので、県

が実施主体となって、うちは県に委託するような形

で事業を進めたということでございます。本年度支

給実績は７００件の２億９，５６０万円となりまし

た。 

 それから、補助金もたくさんございまして、一番

上は商工会議所、商工会の運営費、これは毎年行っ

ておるものですけれども、一つ柳まつりが中止され

ましたので、いつもより４７０万円減少しておる形

になります。 

 次の商工業団体事業費のほうは、これも駅通りで

すとか宵田商店街への補助ということで毎年行っ

ておりますが、城崎温泉ふるさと祭りが中止された

影響で、いつもより少なくなっております。 

 次は、商店街消費拡大支援事業費と書かれている

ものです。これは駅通り商店街で行われましたプレ

ミアム商品券事業に対して、県と市で補助をしなが

ら行ったというものです。 

 それから、次の商工業支援対策事業費につきまし

ては、商工業の事業者さんへの緊急補助というふう

な形で行った補助メニューでして、９件に対して３，

２８２万４，０００円を支出いたしております。 

 次は、地域飲食店応援事業費です。これは商工会

議所が行われましたみらい飯というものへのプレ

ミアム分の補助ということで、３８０万５，２００

円の支出をいたしております。 

 次は、製造業の緊急支援事業費、これも製造業者

への緊急的な補助金という形で運用をいたしまし

た。対象となったのは１７事業者で、１億２９７万

７，０００円ということでしたけれども、このうち

３者が翌年度、２０２１年度へ繰り越すという形に

なりましたので、今回、決算では７，２９７万７，

０００円の補助をいたしております。 

 その次、交付金の項目の中で、神鍋地域は先ほど

日高振興局から報告をいたしました。 

 その次の休業要請協力金というのが、ゴールデン

ウイークに、出石と、それから但東の但熊さんあた

りに市として独自の休業要請したことに対する協

力金の支出です。４４件を対象としました。 

 それからその次、創業初期事業者支援給付金、こ

れは創業間もなくで、国の支援金が対象にならない

人を救うということから、５０件に対して１件３０

万円で１，５００万円を支出いたしました。 

 続いて、緊急雇用維持の助成金、これは国の雇用

調整助成金の対象から少し漏れる部分を市として

支給、上乗せさせていただいたもので、５２８件に

対して４，４７０万９，０００円を支出いたしてお

ります。 

 続いて、事業継続支援給付金、これはみなし法人

さんに対する市独自の給付金ということで、３０万

円掛ける７件で２１０万円を支出いたしました。 

 それから、次の返還金１６０万円というのは、こ

れは実はＥＡＴ，ＢＵＹ＆ＧＩＦＴをチケット販売

したときに、特に高齢者の方とかが、近くの商店で

買えると思って間違えて買いましたというふうな

方がかなりありまして、そういう方は返還を受け付

けようというふうなことで、持ってきていただいて

お金を返したという、そういう事務を行いました。

５１件、３２０セット分の返還を行ったということ

です。 

 それから、次の項目、中小企業金融対策事業費と

して、コロナ対策の融資枠を設けまして、市として

も独自の利子補給をさせていただいたところがあ
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ります。長期、短期合わせて２３件にご利用いただ

きまして、３億３，６５０万円の貸出しを行い、そ

れに当たる利子補給をして、１８６万４，１１１円

を支出いたしております。中小企業融資貸付金は、

例年どおり５億円の預託として支出をしたもので

す。 

 コロナ対策は、大体そんなところです。 

 次に、２８１ページをお開きください。真ん中か

ら少し下の特産振興事業費、これも例年どおりの支

出ですが、一部コロナ対策を含んでおります。 

 次の２８３ページです。上から６行目、豊岡産品

域内消費促進事業費ということで、これはいわゆる

ＢＵＹ豊岡に当たるものです。８品目に対して１０

７店が参加いただき、売上げは２億７２５万円とな

っております。これの３０％分を市が補助したとい

う形になっております。環境経済の部分と農林水産

の部分に分かれておりますので、また農林水産のほ

うからも報告があると思います。 

 続いて、２８７ページです。真ん中から下の枠で

工場公園等管理費、これは例年どおりの支出であり

ます。その下、豊岡商工施設管理費というのが、ま

ちなか交流館、豊岡１９２５の管理費ですけれども、

２０２０年度は補修工事がありまして、内装とエア

コンの修繕で７０万７００円を支出いたしており

ます。 

 続いて、２９７ページです。真ん中から下、経済

成長戦略推進事業費、これは例年どおりですが、但

馬産業フェアがオンライン開催という形になりま

したので、支出が例年よりも少なくなっております。

それから、次は、企業誘致推進事業費、これも例年

どおりです。 

 次の項目、中心市街地活性化事業費、この中で、

このページ一番下にありますけれども、中心市街地

イベント開催事業、これはコロナ対策の一環として

アッチコッチ商店街というイベントを中心市街地

で実施させていただいたものの支出です。 

 最後、２９９ページになります。ごめんなさい、

先ほどの中心市街地活性化事業の続きで、２９９ペ

ージの上４行辺りが対象になりますけれども、その

中の一つ、商店街シンボル建築物再生支援事業費２，

２００万円というのがあります。これは、とど兵さ

んの小山さんという方に補助をしたものですが、３

分の２補助で、県と合わせて２，２００万円という

ことで、この半分が歳入で県から入ってきておりま

すので、後ほど説明をさせていただきます。設計費

２００万円と工事費が２，０００万円で、２，２０

０万円の支出ということになります。 

 その次、豊岡ものづくり支援センター推進事業費、

これも例年どおりの支出です。その次、豊岡市工業

会支援事業費、これも例年どおりです。次に、食の

都づくり推進事業費、これは菓子祭前日祭に関係す

るものですけれども、中止となりました。中止時点

で一部支出が行われておりました分に対して８万

２，０００円だけ補助金という形で支出をいたしま

した。 

 次に、産業用地整備事業費、これも例年どおりで

すが、現在、県道但馬空港線の周辺で整備をいたし

ております産業用地に関係して、造成工事費と、そ

れから繰越分の造成工事費、これは調整池等の造成

に当てたものでございます。 

 歳出は、以上です。 

 続いて、歳入のほうに移ります。長くなって、す

みません。２９ページをお開きください。一番下か

ら６行目、行政財産目的外使用、このうち３４万４，

０９１円は、中核工業団地内の土地使用料という形

で入っております。 

 それから、３７ページの一番下にありますプレミ

アム付商品券事業費補助金繰越明許分、これは先ほ

ど説明しました国の行ったプレミアム付商品券の

繰越分ということで、２０％プレミアム分を国から

歳入したものです。 

 次のページ、３９ページにも関連するものがあり

まして、こちらは事務費の補助金というのが一番上

に書かれています。国からの歳入です。 

 それから、４３ページです。真ん中から少し下に

地方創生推進交付金がありますけれども、このうち

一部を地方創生事業、環境経済課分に当てさせてい

ただいております。また、その下に地方創生臨時交
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付金というのがかなりの額ございますけれども、こ

のうち一部をコロナ対策の事業に充当させていた

だいたということになります。 

 それから、次は５１ページです。下から６行ぐら

いですけれども、商店街シンボル建築物再生支援事

業費補助金、これは、とど兵さんの分で、県から１，

１００万円を歳入いたしております。次の商店街消

費拡大支援事業費補助金、これも駅通り商店街のプ

レミアム分の県負担分ということで歳入いたして

おります。 

 ５５ページです。上から３つ目の枠の中で、工業

統計の調査事務委託金と経済センサス調査事務委

託金を県から歳入いたしております。 

 それから、５７ページです。上から何番目かの枠

で、建物貸付収入というのがありますけれども、こ

のうち２００万円はフラップトヨオカに関する収

入ということで、じばさんから歳入いたしておりま

す。 

 それから、５９ページ、電力売払い収入の中のエ

コハウス太陽光発電４，６３５円は環境経済課分で

す。 

 それから、６１ページ、真ん中から少し下です、

ふるさと応援寄附金、これがふるさと納税です。２

０２０年度、８億６，４７５万３，８１０円という

ことで、前年対比１．２６倍の歳入をいたしました。

それから、その下、商工事業費寄附金ということで、

これは市内の建設業者様から商工業に役立ててほ

しいということで１００万円の寄附を頂戴いたし

ましたので、事業費に充当をさせていただきました。 

 それから、６３ページです。下から４行目、財政

調整基金繰入金、うち３，８００万円が環境経済課

分ということで、産業用地の整備に充当させていた

だいています。 

 次に、６７ページです。真ん中辺りにあります勤

労者住宅の融資資金貸付金の元利収入、それからそ

の下にあります中小企業普通融資資金貸付金の元

利収入ということで、これは預託金の返還というこ

とで毎年発生するものです。 

 ６９ページ、複写料という雑入の中で６４０円が

環境経済課分です。 

 それから、７３ページの真ん中辺り、参加者負担

金のうち、一番下にあります兵庫県北部合同企業説

明会への出展、これは参加者負担です、９５万６，

０００円。次の項目、利用者負担金のうち、ジョブ

ナビ豊岡とありますのが、これも掲載企業からの利

用者負担ということで１８８万円を歳入いたして

おります。 

 続いて、７９ページです。真ん中辺りで返納金と

いうところがありますけれども、このうち幾つか環

境経済課分があります。まず、上から２つ目の不当

利得徴収金というのがありますけれども、これは実

はＥＡＴ豊岡、それからＳＴＡＹプラスクーポンの

事業を実施した際に、ちょっと不正な使われ方がさ

れた部分があるということで、事業者さんを通して

プレミアム部分を返還いただいたというふうなも

のです。ＥＡＴ豊岡で５件、ＳＴＡＹプラスクーポ

ンで１件ありまして、合計で１０８万５，９３８円

を返還いただきました。 

 それから、その少し下です、中小企業融資保証損

失補償金の返納金ということで、これは市が貸し倒

れしたものを保証協会が後に回収をして、その分返

納金があるというもので、これをプラスしまして４

万７，６４０円が今回は歳入に至っております。 

 そのずっと下に、豊岡市定住促進事業補助金返納

金というのもあります。これも移住者に関して過去

に補助したケースで、移住者がその後、豊岡を離れ

てしまったという方に対しては、補助金を返してい

ただくという手続を取っておりまして、この方はち

ょっと一度には無理なんで分納でお願いしたいと

いうことで、６万９，０００円が２０２０年度返っ

てきたということです。 

 続いて、８１ページをお開きください。上から７

行目です、中小企業融資制度信用保証料補助金返納

金ということです。これも過去に市の貸付けをご利

用いただいた団体がもう借換えをするということ

で、今回全て返されたということがありましたので、

それに係る信用保証料の補助分を返納いただいて

おります。２５万７，４００円です。 
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 その少し下、商工業支援対策事業費補助金返納金

というところですけれども、これは商工業の緊急支

援補助で行いました鞄工業組合に対してのもので

す。医療用ガウンを生産するということで裁断機を

購入されるに当たって市が補助をしました。その業

務が終わった後、市内の事業者にその機械自体を販

売といいますか、どういうんですかね、譲られたと

いうふうなことがありました。ということになりま

すと、市が補助した機械がなくなるということです

ので、その分に関して市が補助した分は返してくだ

さいというふうなことで、２３３万３，０００円を

歳入したところです。 

 同じ枠の一番下のほうにありますプレミアム付

応援食事券販売収入４億円、これはＥＡＴ豊岡の販

売収入です。それからプレミアム付応援商品券販売

収入です。これはＥＡＴ，ＢＵＹ＆ＧＩＦＴ豊岡の

販売収入ということで３億３，８９０万円を歳入い

たしております。 

 最後です、８７ページです。真ん中から少し下、

過疎対策事業債がありますけれども、このうち１，

０７０万円が環境経済課分ということで、商工振興

事業費、商工会の補助金と特産振興事業費、麦わら

細工への補助に当てております。 

 それともう一つだけ、６０５ページに財産調書の

ところで有価証券があります。豊岡まちづくり株式

会社４，５９０万円は、現在も変わっておりません。 

 長くなって、すみませんでした。私からは以上で

す。 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃ、谷口参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） それでは、最初は

１０９ページからお願いできますでしょうか、１０

９です。総務管理費、企画費のうちの城崎国際アー

トセンター管理費です。これはアートセンターの維

持管理に関する経費で、特に去年大きく変わったり、

新規があったわけではありませんけれども、下から

８行目の特殊建築物等定期報告書作成業務という

のがありますが、これは３年ごとにやる分で、去年

の決算にはなかった分でございます。 

 次が、１１３ページをお開きください。真ん中辺

り、ちょっと上ですけれども、地域おこし協力隊推

進事業費、先ほど部長のほうから説明ありましたが、

このうち大交流課分が１１人の３，５６５万４，０

００円程度が９，９００万円のうちの大交流課分、

１１名となっています。 

 次に、１５７ページをお開きください。こちらは

城崎国際アートセンターの事業費のほうです。例年

と大きく変わるところは、日本、韓国、オーストラ

リアの国際交流プロジェクト「この家で」というの

を去年企画・制作いたしまして、その分がこの報償

費等に、もともと委託料で組んでおりましたけども、

後ほど説明させていただきますけども、文化庁の補

助をいただくところで、市の直接執行が必要だとい

うところで、各費目に振り分けてございます。それ

から、業務委託料等は例年どおりでございます。 

 続きまして、次のページ、１５９ページをお開き

ください。続いて、城崎アートセンターの事業費で

すけども、アートマネジメント事業、これも一般社

団法人ＰＯＳＴに委託をしている分で、例年どおり

でございます。 

 次の上演作品企画制作業務といいますのが、市役

所全体で豊岡アートシーズンというものをしてお

りまして、それにアートセンターとして参加をした

３作品の企画運営、企画費でございます。 

 その下、専門職大学誘致推進事業費でございます。

これは県と豊岡市が２分の１ずつ負担というとこ

ろで、負担金として県のほうに１，４００万円をお

支払いしておりますけども、総事業費２，８００万

円のうちの２分の１でございまして、映像コンテン

ツの作成でありますとか、広告業務等の費用、それ

からリーフレットの作成費用なんかの２分の１を

負担させていただいてございます。 

 次の観光事業費、それから観光まちづくり推進事

業費については例年どおりでございます。特に大き

な変化はございません。 

 次の海外戦略推進事業費につきましては、こうい

った時期でございますので、必要最低限というとこ

ろで、例年よりかなり減額をさせていただいてござ

います。 
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 次の１６１ページをお開きください。制作アドバ

イザー推進事業、今年から１名になりましたけど、

去年まで３名の方に対してお支払いさせていただ

いてございます。それから、アーティスト・クリエ

ーター移住等促進事業費も、特に大きな変化はござ

いません。 

 次の豊岡演劇祭協同開催事業費、第１回の豊岡演

劇祭２０２０に対する市の負担金で５，７００万円

を支出してございます。 

 次の、演劇のまちづくり推進事業費につきまして

は、企業版ふるさと納税という新しい制度ができま

したので、企業向けの深さを持った演劇のまちづく

りに関する資料等の作成業務でございます。 

 次の文化と教育の先端自治体連携事業費、こちら

も去年大きく事業を縮小しましたので、負担金も例

年の半額程度に抑えてございます。 

 次が、２８３ページをお開きください。中段辺り、

観光事業費でございます。その下のほうに業務委託

料がございますけども、コロナ対策の事業が並んで

おります。１つ目の誘客強化促進事業につきまして

は、これはポストコロナ時代を見通した中長期的な

視点での豊岡への観光誘客を目的とした情報発信

戦略を策定いたしました。最近よく使いますワン豊

岡でありますとか、もう一回、もう一泊、次の豊岡

へというようなことを市民の方々と一緒にまとめ

たものでございます。 

 次のテレワーク推進計画策定業務につきまして

は、城崎国際アートセンターに５Ｇの基地局が開局

されたことを捉えまして、テレワーク拠点としてコ

ワーキングスペース等を整備するために事業調査

でありますとか、ターゲットの設定などの必要な調

査を行ったものでございます。 

 次の、演劇上演業務でございます。こちらはＴＨ

ＥＡＴＥＲ豊岡と呼んでおりまして、コロナ禍でふ

さぎ込みがちな子供たちに質の高いアート体験を

提供しようということで、いろいろ実施をさせてい

ただきました。計９６公演、延べ５，３６７人の子

供たちがアートに触れてございます。 

 次のコミュニケーションプラン推進業務でござ

いますけども、これはＳＴＡＹ豊岡、ＰＬＡＹ豊岡、

ＰＬＡＹ神鍋など、いわゆるＲｅ豊岡プロジェクト

全体のコミュニケーションプランを作成をしたり、

ロゴだとかメッセージ、それからチケット、封筒の

印刷等、コミュニケーションツールの作成に委託を

させていただきました。 

 次のページをお開きください。２８５ページでご

ざいます。２行目、閑散期団体誘客客体事業という

ことで、例年１，１００万円の債務負担をいただい

て、ＴＴＩに委託をするんですけども、去年はコロ

ナで閑散期のバスツアーが全くなかったというこ

とで、例年の半分ぐらいの支出でございます。合計

９，４４９人泊でございました。 

 次の絵本朗読会開催事業でございますけども、こ

れもＴＨＥＡＴＥＲ豊岡の中の一環で、城崎の御所

の湯のリニューアルオープンに合わせて子供たち

に絵本の読み聞かせの事業をさせていただいてご

ざいます。 

 それから、その下のウェブサイト強化事業です。

これは一昨年までＴＴＩ、豊岡観光イノベーション

のほうは海外を中心にやっておりましたけども、コ

ロナ禍でございましたので、国内にもそういった知

見を振り向けようということで、国内向けの、ふら

っと、リトリートＴＯＹＯＯＫＡというウェブサイ

トを立ち上げ、それを強化をさせていただきました。 

 それから、補助金でございます。中段から少し下

でございますけども、観光協会補助金ということで

市内の６団体に、これはほぼ例年どおりの支出でご

ざいます。 

 その下の下ですけれども、観光地の魅力強化事業

費ということで、地域の特性を生かして新たなコン

テンツをつくっていただいたり、サービスを開発し

ていただいて、継続的な誘客につながるものに対し

て補助金を支出しています。合計１９団体、１９件

の支出でございます。 

 次が、市民市内宿泊促進事業で、いわゆるＳＴＡ

Ｙ豊岡と呼んでいるものでございまして、結果、去

年はＳＴＡＹ豊岡が６月から９月、ＳＴＡＹ豊岡プ

ラスが１２月から３月の期間実施をしましたけど
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も、合計で延べ１万２，６６６人の市民の方々がご

利用になりました。 

 次の豊岡観光イノベーション事業強化費でござ

います。これはまず、城崎温泉でつくり、その後、

豊岡全体に広げた感染症のガイドラインの作成と、

それからそれの認証制度にありますＣＬＥＡＮ 

ａｎｄ ＳＡＦＥ ＴＯＹＯＯＫＡの制度設計、企

画なんかを豊岡観光イノベーションに委託をした

ところでございます。 

 その下は、観光協会等地代家賃支援事業というこ

とで、市内の観光団体が賃借をして、主たる事業の

用に供している土地及び建物の賃料を一部補助す

るということで、日高の山田区、それから太田観光

協会、名色の観光協会が、それぞれ民間の方から借

り上げられている土地の一部を助成させていただ

きました。 

 次の山陰海岸ジオパーク推進事業費は、例年どお

り大きく変化ございません。 

 次の情報戦略推進事業費につきましては、例年豊

岡エキシビションというのをやっていまして、去年

から地元豊岡でファンミーティングを開催すると

いうことで予算をいただいておりましたけども、コ

ロナ禍で中止をしておりますので、決算には上がっ

てきておりません。 

 次の２８７ページの中段辺りですが、ＮＯＭＯベ

ースボールクラブの補助金は、毎年、例年どおりで

ございます。 

 それから、海外戦略推進事業費につきましても、

特にここについては大きな変化はございません。各

種負担金等でございます。 

 次、２８９ページをお開きください。玄武洞公園

管理費です。これも特に大きな変化はございません

けれども、主なものといたしましては、７行目です

かね、維持管理委託料、施設の維持管理、これは玄

武洞ガイドクラブさんへ委託をしてございます。 

 それから、その下の樹木伐採業務、これは公園内

の危険木を昨年、撤去いたしました。 

 次の２９１ページの一番下段のところでござい

ますけども、観光施設管理費のうち、７０万２，３

４３円が大交流課分で、中嶋神社のトイレの共済だ

ったり、それから玄武洞、香林会館等のトイレの整

備、修繕なんかに使わせていただいてございます。 

 それから、２９３ページです。上から３行目に業

務委託料、近畿自然歩道施設管理業務というところ

で、４１万２，０００円支出しておりますけども、

これは後ほど説明させていただきますけど、県のほ

うから同額の委託料を受領しとりまして、香林会館

周辺の自然歩道、それから、竹野の切浜周辺の自然

歩道の管理業務でございます。 

 それから、次の２９５ページをお開きください。

中段の泉源管理費ですが、市内の５か所の泉源管理

に関する費用で、例年どおりで特に大きく変わった

ものはございません。 

 最下段の玄武洞公園整備事業費でございますけ

ども、１ページめくっていただきまして、２９７ペ

ージです。実施設計を去年行い、それから、その下、

６行目ですけども、基本設計分につきまして、前年

度から繰り越しておりますので、昨年度、基本設計、

実施設計を終えているところでございます。 

 歳出は以上です。 

 次、歳入に移ります。２９ページをお開きくださ

い。一番下の行でございますけども、城崎国際アー

トセンターの貸し館に関する使用料の収入でござ

います。 

 それから、次は３７ページをお開きください。こ

れも一番下の段でございますけども、アーティス

ト・イン・レジデンス国際文化交流促進事業費補助

金ということで、先ほど支出のほうでご説明しまし

た、日本、韓国、オーストラリアの合同プロジェク

トに関する国からの補助金でございます。 

 次が４３ページです。まず、中段の教育費国庫補

助金のうちの文化芸術振興費補助金でございます

けども、このうち、先ほど説明させていただいた、

豊岡アートシーズンに係る、城崎国際アートセンタ

ーの３演目に関する部分が１，９５６万２，２３４

円のうち１０５万円が大交流課分でございます。 

 それから、その下の下、先ほど部長も説明しまし

たけども、地方創生推進交付金のうち、８件、７，
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４９９万５，０００円が大交流課分でございます。 

 さらに、コロナ対策として、地方創生臨時交付金

の一部も大交流課のほうで支出をしてございます。 

 次が５５ページをお開きください。中段辺り、自

然歩道施設管理委託金、先ほどご説明させていただ

きました、香林会館周辺の豊岡の自然歩道、それか

ら、切浜周辺の竹野自然歩道の管理委託金を県から

受け取ってございます。 

 次のページ、５７ページです。中段の利子及び配

当金のうち、日和山観光株式会社の出資配当金を１

万９，５００円受け取ってございます。 

 次の６１ページをお開きください。中段の総務費

寄附金のうち、企業版ふるさと応援寄附金でござい

ます。市内に事業所を置きます会社等から、４社で

すね、計４社から２４０万円の寄附金を受け取って

ございます。 

 次が６５ページをお開きください。中段の地域振

興基金繰入金のうち６件、７，５００万円程度が大

交流課分でございます。 

 それから、下から３行目、前年度繰越金でござい

ますけども、このうち３，２４４万６，０００円に

つきましては、神鍋高原の造雪機の導入が、コロナ

の関係で船便が遅れまして、年度を繰り越したもの

でございまして、今年度、事業は完成をしてござい

ます。 

 次が７３ページです。上から３行目、受益者負担

金のうちの国際交流員住宅費、それから、中段辺り

の利用者負担金のうち、城崎国際アートセンターの

負担金、それから、光熱水費使用負担金等は大きく

変化ありませんけれども、城崎国際アートセンター

負担金につきましては、ＮＯＭＯベースボールクラ

ブ、同じ館におりますので、月額３万円の光熱費相

当額を負担金としていただいている分でございま

す。 

 次のページ、７５ページをお開きください。中段

の城崎国際アートセンターの１３２万５，５００円、

これにつきましては、ＫＤＤＩが基地局を置きまし

たので、基地局運営に係る光熱水費等を収入してご

ざいます。 

 それから、７９ページをお開きください。下から

７行目ですね、アンテナショップ建物賃貸借契約保

証金返還金ということで、これ、２０１７年６月か

ら、東京有楽町にアンテナショップを開設をしまし

て、そのときに保証金として６３０万円、預け入れ

をさせていただきました。アンテナショップ事業の

終了に伴いまして、原状復旧工事に１１５万円充て

まして、その差額分を返戻させていただいておりま

す。 

 それから、８１ページをお開きください。上から、

市民市内宿泊促進事業費補助金返納金ということ

がございます。これも、先ほど部長から説明ありま

したが、これはＳＴＡＹ豊岡のほうで不正利用が発

覚いたしまして、その不正受給分につきまして、７

件でございますけども、返還いただいております。 

 これ、ＳＴＡＹ豊岡＋のときに、今、疑惑が発生

し、過去に遡って調べてみると、夏のＳＴＡＹ豊岡

のときに既に支出をしていたということで、ＳＴＡ

Ｙ豊岡＋については補助申請を取り下げさせて、夏

のＳＴＡＹ豊岡について返納させたものでござい

ます。 

 最後、８３ページをお開きください。中段やや下

ですけれども、観光施設整備事業債、玄武洞公園の

実施設計に係る費用の分でございます。 

 それから、最後でございますけれども、６０５ペ

ージですね、有価証券のうち、大交流課分といたし

まして、日和山観光の分がございます。変更はござ

いません。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○環境経済部長（坂本 成彦） 今、谷口部参事の説

明を聞いてて、ちょっと１ページ漏らしていたこと

に気づきましたので、歳入のほうの６５ページを説

明させていただきます。 

 ６５ページの中ほどです。地域振興基金の繰入金

として、このうち４億２，１３３万８，０００円を

ふるさと納税の積立てから各事業へということで、

充当をさせていただいております。 

 それから、その２つ下の段、被災者生活再建支援

基金繰入金ということで、コロナ対策で緊急雇用維
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持助成金という事業を行いましたけれども、この財

源として基金から繰入れをさせていただいており

ます。２，６４０万円です。説明が漏れておりまし

た。すみません、以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 大変盛りだくさんでございましたけども、質疑を

お受けします。 

 はい、どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 細かいことでいいですか。エ

コハウスって、城崎の戸島にあるやつですか。それ

で、たしか当初、国から予算もらってというか、国

の補助金がほとんどでできたと思うんだけど、いろ

いろと紆余曲折あって今日に至っとるんですが、私

も長いこと行ってないんで分かんないだけど、今、

支出で１４３万円ほど経費がかかって、管理費でね、

若干、売電価格が数千円、あれ、今後どないしてい

くつもりですか。触れ込みはエコハウスですけど、

本当にエコハウスということになっとるんか、私な

んかよう分からん。どうするつもりですか。壊すわ

けにもいかんだろうし、何か利用価値、利活用どう

する。 

○分科会長（福田 嗣久） 部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） エコハウスですけれ

ども、国の事業で建てて、もう適化法の期間は過ぎ

て、一応エコハウス、それから住宅のエコ技術の普

及促進という目的は一段落したというふうに思っ

てまして、あとは市の普通財産として、どういうふ

うに活用していくかということで、今は行っており

ます。今、行っておりますのは、戸島湿地に来る学

生たちの、研究で来られるようなときに、宿泊する

施設が費用もかさむというふうなことで、無料でご

利用いただくというふうなことを一つはやってい

ます。無料でというのは、いわゆる旅館業法に抵触

しない範囲でやるということです。 

 こういうぶつ切りの利用というのがかなり今、増

えてきておりまして、要はテレワークのテストとし

てあそこ使ってやってみたいとか、それから、企業

がサテライトオフィスをこちらで設けてみようみ

たいなことを思うときに、お試しでしばらく使って

いただいて、感触がよければ、その後、展開してく

るみたいな、そういうぶつ切りで、無料で使ってい

ただくというふうな形で、今は利用を進めていると

ころです。 

 今回の決算でも、一部修繕だとか空調の強化だと

か、それから、Ｗｉ－Ｆｉの強化みたいなことも行

っておりまして、そういう、豊岡をお試しいただく

というふうな使い方での基本姿勢で、有効活用して

いこうかなというふうに思ってるところです。 

○分科会長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） その方向でいいとは思うんで

すが、城崎でいうと、トイレットペーパーから始ま

っていろいろとあるんで、やっぱり若干の使用料と

いうのかな、何でもただというか、何かその辺を少

し考えておいたほうがいいのではないかな。豊岡を

試すということも悪いことじゃないんだけども、ち

ょっとその辺はまた、少し精査をしてもらう必要が

あるんではないのかなと、これは意見です。以上。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 それじゃ、ほかの委員。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） １５５ページで、豊岡財布、

かばんの、革の財布の、これが育成事業費の補助が、

これが最終ということであったんですが、豊岡鞄と

して定着しそうですか。産業いうか商品として、そ

れだけ。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ、部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） めちゃくちゃしそう

な感じがします。 

○委員（村岡 峰男） しそう。 

○環境経済部長（坂本 成彦） はい。実は豊岡財布

が、結構、今、ラインナップもそろってきておりま

して、ふるさと納税で、いわゆる豊岡鞄が全体の６

割、返礼品占めてますって言うんですけど、革小物

だとか財布もそれに含んでいます。かばんとなると

結構値が張るもので、手が伸びにくい観光客の方、

利用者の方も、財布ならということで、お買い求め

いただくケースがすごく増えてきてますので、これ

は１つ、物になってきたなというのが、今、実感で
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す。さらに広がるんじゃないかなというふうに思っ

てます。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 結構なことです。大丈夫です。

いいです。結構なことです。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 ほかの委員。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 前、部長にもちょっと相談し

たと思うんですけども、菓子祭の関係ですね。菓子

祭前日祭と本祭というんですかね、それの関係を、

ちょっと菓子祭の前日祭は結構盛り上がっていっ

てるということで、ここ１０年で再検討の時期にな

ってるというか、本祭のほうも祭りだけということ

で、今、多分されてるんだと思いますけども、地元

ですけど、盛り上げていきたいという思いが少しあ

るみたいですので、どういうものができるかという

のは、ちょっとまだまだ検討せんとあかんのかなと

は思いますけども、その辺のことを研究しながら、

気を遣っていただくということで、また、お願いを

しときたいなと思います。 

○分科会長（福田 嗣久） 部参事。 

○環境経済部参事（谷口 雄彦） ちょっと前、神主

さんの件でいろいろごたごたしたのと、コロナで中

止になって、少し、何か今、静かになってますけど

も、ご相談いただいたら、また検討させていただき

たいと思います。 

○分科会長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） はい、ありがとうございまし

た。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員はよろしいで

すか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ちょっといい、なら。さっき

から、いわゆるコロナ対策で不正使用があったとか、

不正があったということで返金をしてもらったと。

具体的にはちょっとお聞きはしてないんだけれど、

よくあることではない、よくあるというか、あんま

りあったらいけないことだと思うんだけど、ただ、

県がやってることと市がやってることってあるの

で、要はよくよく、木谷委員なんかもよく聞いとる

と思うんだけど、いわゆる時短しなければいけない

該当するお店でありながら、時短をせずにお酒を飲

ませてて、なおかつ協力金をもらってる、協力金を

もらってるいうのか、協力金を申請する。それから、

時短営業では関係ないのに、いわゆる急に時間、夜

もやってますよというようなことで協力金をもら

ってる。それから、休業してるのにもかかわらず、

この近年、急に何か営業形態にして協力金を申請し

てるいうことを、市民の皆さんからちょこちょこ聞

くんですよ。市と関係あることは市が当然やること

だろうし、県ということになると、市がそれに対し

て、市のほうは言えないということはあろうかと思

うんだけど、その辺の県と市との連携と、それから、

今言うようなことが、今現在行われたところはもう

既に返金、返納してもらっとるんだけど、今現在も

私はあるのではないのかなと、この今の。何か協力

金って全て入ってきてませんよね。まだ入ってない

というのがあるよね、まだね。いろんな業界によっ

ては違いますよね。 

 こういうのって、豊岡として、今、状況としては

どうなのかな。どういう対処の方法があるのかな。

通報があって調べてみてってことなのか、明らかに

証拠になるものがあって、おかしいから返金してく

ださいというのか、この辺がよく分かんないんで、

ちょっとどういう状況かっていうのが言ってもら

ったら。 

○分科会長（福田 嗣久） 坂本部長。 

○環境経済部長（坂本 成彦） 市が主体となって行

ってきた事業に関して、怪しい部分があるという話

があったときは、業者を呼び出したりということで、

こういう対応をさせていただきましたけれども、今

の飲食業の休業協力金については、県が主体となっ

て行っておりまして、前半は市も委託協力してまし

たけど、今はもう県だけで独自で行われているとい

うような状況もあります。 

 なので、ちょっとなかなか手が出せない分になっ

てきているということはありまして、県もパトロー
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ルはしていると言いながら、どこまで全域できるの

かということは、物理的にちょっと限界があるのか

なというふうに思ってます。 

 市民からの通報をいただいたようなことも現実

にありまして、そういった場合に、県のほうにどう

したらいいですかということをお伺いしましたら、

とにかく県に回してくれと。県で話を聞いて、その

該当事業者に文書を出す。それでも何も改善されな

ければ県のほうで動くと、こういうふうな返事もも

らいましたので、もうとにかく市は判断できない範

疇になってきてますから、県に回して情報は伝える

ということを徹底してるというのが現実問題です。 

 最近はちょっとあんまり聞かなくなってきまし

た、現実のところ。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） これが終わった後に、人間関

係というか、同じ業界も含めてですが、嫌な思いを

しなければならなくなるまでに、早くそういうこと

を認めて対応していただくように、また、ひとつ何

らかの形で、市のほうも検討をうまく連携してやっ

ていただきたいと思います。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいね。 

 ほかの委員の皆さん、よろしいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 ここでもう休憩に入らせていただきます。再開は

午後１時。環境経済部の職員さんはこれで終了とい

うことでございますんで、大変ご苦労さまでした。 

午前１１時５３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後 １時００分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 第１０６号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書等についてであ

ります。 

 次は、コウノトリ共生部に関する審査です。 

 それでは、農林水産課、コウノトリ共生課、地籍

調査課の順に説明を願います。 

 説明は、所管に係る歳出、歳入、最後に財産調書

の順でお願いします。 

 なお、説明に当たっては、必要に応じ資料のペー

ジ番号をお知らせください。 

 質疑は全体の説明が終わってから、一括して行い

たいと思います。 

 それでは、農林水産課からよろしくお願いをいた

します。 

 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、農林水産

課の決算資料につきまして、ご説明をさせていただ

きます。 

 特に説明が必要なもののみ、説明させていただき

ますので、ご了承ください。 

 では、歳出から説明をいたします。 

 １０５ページをご覧ください。まず、総務費です。

１行目、財産管理費の基金管理費です。農林水産課

関係分は、内数で２，６７３万７，９３５円となり

ます。本項目の一番下から４行目、森林環境基金積

立金２，６７３万７，０００円とその下、森林環境

基金積立金の利子の分です。９３５円です。同基金

は森林環境譲与税の一部を積み立てるものと、その

基金の運用の利子というふうなことになります。 

 続きまして、１１３ページをご覧ください。上か

ら１１行目、まちづくり推進費の地域おこし協力隊

推進事業費です。農林水産課関係分は、内数で６１

１万３７円となります。農業分野への隊員として、

３名の経費となります。 

 続きまして、１６１ページをご覧ください。ここ

から、４つの事業は地方創生交付金の事業費です。

下から１０行目、コウノトリ育むお米ブランド化推

進事業費です。４０２万１，２２７円の執行です。

当初、国内外の販売促進に係るプロモーション等を

予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症

の拡大により、現地へ行って活動することができま

せんでした。その代わりに、ウェブでの情報発信な

どにより販売促進、現地バイヤーとの連絡調整に努
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めさせていただきました。 

 また、コウノトリ育む農法の取組面積が、昨年度、

前年よりも減少したというふうなことがございま

して、栽培側の課題等を明らかにするための調査業

務にも取組をいたしました。 

 １６３ページをご覧ください。上から８行目、新

規就農総合支援事業です。３，３６２万４，０５１

円の執行で、主なものは補助金の交付です。新規就

農者確保事業として、国の農業次世代人材投資資金、

年間１５０万円の給付ということでございますけ

れども、１６名、計２，１８９万３，７５１円を交

付をさせていただき、若手農家支援事業として、農

業用機械等の購入への支援を４名、計１，１５４万

６，０００円を支援をさせていただきました。 

 その下、豊岡農業スクール開校事業費は、９９２

万円の執行です。新規入校２名と継続の３名、計５

名が学びました。 

 その下、スマート農業推進事業費は、４９万４，

１８６円です。水田センサー６０本を活用し、水管

理、品質等向上検証事業を実施をいたしました。セ

ンサーから得られたデータは、今後の栽培技術の向

上に役立てたいというふうに思っております。 

 続きまして、農林水産業費です。 

 ２５５ページをご覧ください。真ん中辺り、農業

総務費です。ここでの説明すべきものは、一番下の

兵庫県農業共済組合への負担金２億２，１５１万９，

１２７円です。農業共済事業が県下で統合されたこ

とに伴うもので、２０１９年度の事業残預金を、当

組合のほうに繰入れをさせていただきました。 

 ２５７ページをご覧ください。上から６行目、農

業振興事業費です。説明は２点、まず１つ目は補助

金の８行目、担い手確保・経営強化支援事業費１，

９４７万１，０００円につきましては、乾燥施設等

の導入を行う経営体への支援というふうなことで

ございます。 

 ２つ目は、一番下の美しい村づくり資金の利子補

給金１万４，１１５円です。新型コロナウイルス関

係の借入れに伴う支援というふうなことでござい

ます。 

 ２つ下をご覧ください。有害鳥獣駆除対策事業費

は、１億１，３０１万７５２円となっています。主

な支出は、有害鳥獣の捕獲者等への謝礼金など、報

奨金が７，６９２万１，９００円となります。 

 また、昨年度も地域再生協働員、県版の地域おこ

し協力隊と言っておりますけれども、１名配置をさ

せていただきまして、猿対策を中心に体制を強化い

たしました。昨年度の捕獲実績は、鹿で５，０９０

頭、イノシシが９４４頭、その他、１，９２１とい

うことで、合計７，９５５という結果でございまし

た。 

 続きまして、２５９ページをご覧ください。上か

ら１４行目、鳥獣被害防止緊急対策事業費は、３，

２３０万３０２円の執行です。事業主体の、豊岡市

野生動物被害対策推進協議会が実施する、主に国の

特措法による金網柵を２地区、電気柵を１地区、ワ

イヤーメッシュ柵を５地区に設置をし、総延長は２

４キロメートルというふうな実績でございました。 

 その下、中山間地域等直接支払事業は、４，６１

１万９，５６９円の執行です。主な支出は交付金と

いうふうなことでございまして、取組地区は３９地

区、２２０．１４ヘクタールというふうな面積の管

理でございます。 

 その下、多面的機能支払事業費２億２，１６６万

５９６円の主な支出につきましては、交付金でござ

います。農村環境保全活動に係る共同活動への交付

金が１億３，６３５万１，５３２円、地区数としま

して、１１７地区で、面積２，９０２．６４ヘクタ

ールの管理をしていただいたというふうな実績で

ございます。水路や農道の長寿命化のための補修、

更新に係る長寿命化活動への交付金につきまして

は、８，４３９万１，０６４円というふうなことで、

地区数としましては８６地区、面積は２，３５６．

０７ヘクタールの管理というふうなことでござい

ます。 

 その下、環境保全型農業直接支払事業費につきま

しては、昨年度６１１．４２ヘクタールの取組に対

し、４，０６９万５，７６０円を支出をさせていた

だきました。 
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 続きまして、２６１ページです。上から１９行目、

人・農地プラン推進事業費は、農地中間管理機構に

よる担い手への農地集積、集約化に協力する地域、

農地の貸手に協力金を交付するもので、３，１４９

万７，４００円を支出をさせていただきました。 

 上の囲みの一番下でございます。法人化・高度化

促進施設整備事業費です。経営体の法人化、法人の

規模拡大等の取組に支援するもので、総数で４経営

体に対して、６４６万５，０００円を支援をさせて

いただいております。 

 続きまして、２６３ページです。１０行目、農業

用施設管理費は、８，１９７万５，１９５円です。

広域農道、ふるさと農道、清滝、神美、いずたんト

ンネル等の修理あるいは補修工事、ふるさと農道、

赤崎地区でございますけれども、防災対策工事、一

般農道補修の原材料支給、蓼川サイフォン管理等に

支出をさせていただいており、昨年度は投資委託料

として９０１万８，９００円、トンネル照明実施設

計、ため池ハザードマップ作成等を行いました。 

 その下、基盤整備促進事業費は６，８９７万５，

８７９円です。その中の投資委託料９９９万９，０

００円は、内町の圃場整備事業に係る業務です。負

担金は、事業主体の兵庫県が実施する工事等への負

担金であります。基幹水利施設ストックマネジメン

ト事業費は、蓼川地区の用水路と亀山水路の整備等

に係るもの、農地整備事業費は下鶴井地区、内町地

区の圃場整備に係るもの、基幹農道整備事業費は、

蓼川大橋等の耐震化、長寿命化対策工事分でござい

ます。それぞれ記載の金額を支出させていただいて

おります。 

 続きまして、２６５ページをご覧ください。下か

ら１１行目、農業用施設管理費（繰越明許分）です。

投資委託料５９８万５，１００円は、日高町赤崎地

内のふるさと農道のり面の安全対策実施設計に係

るものでございます。 

 ２６７ページをご覧ください。上から３つ目の囲

み、畜産振興事業費です。交付金の３７３万６，０

００円は、但馬牛農家経営継続支援給付金として、

新型コロナウイルス感染症に伴う子牛価格の下落

に対する支援として支出をさせていただきました。

２０農家に対し、１頭当たり８，０００円、４６７

頭を対象として交付をさせていただきました。 

 次は、２７１ページをご覧ください。ここから林

業関係でございます。６行目、市行造林事業費です。

業務委託料２，４２０万円につきましては、栄町ほ

かでの保育事業、除間伐を実施させていただきまし

て、３６．２４ヘクタールというふうな実績でござ

います。作業道の開設事業につきましては、竹野町

椒ほかで実施をさせていただきまして、延長３，０

３２メートルの実績でございます。 

 下から１５行目、緊急防災林整備事業費です。補

助金２，８９２万７，５４０円は、県民緑税を財源

に、市内の人工林を対象に、間伐材を利用した土留

め工などの整備を行う事業です。昨年度は、簡易土

留工の設置が５８．８４ヘクタール、植栽事業に４．

５ヘクタールの事業に対して、補助をさせていただ

いております。 

 下から５行目、森林環境整備事業費です。森林環

境譲与税を財源とした事業で、業務委託料２４２万

円は、市内の森林の状況を様々な観点で評価する森

林整備重要度評価業務を行い、現在、策定を進めて

います林業ビジョンの検討資料として、活用させて

いただいております。 

 また、補助金３，３９５万９，０００円は、２７

３ページにある、バイオマス利活用のための施設整

備に支援をさせていただいてます。 

 その２７３ページ、３行目、混交林整備事業費で

す。杉、ヒノキ等の高齢人工林の部分伐採を促進を

し、伐採跡地に広葉樹を植栽することにより、樹種、

樹齢の異なる水土保全能力の高い森林を整備、推進

するものであり、作業道の開設が１か所、植栽が１

か所、調査、測量、計画策定が１か所というふうな

内容で２，３１４万８，０００円を補助をさせてい

ただきました。 

 続いて、２７５ページです。３つ目の枠の１行目、

こちらから水産の関係でございます。水産振興事業

費です。昨年度の特記事項としましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響によることへの対応を行
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いました。まず、補助金の一番下、水産加工施設整

備事業費１，７８０万円は、水産物の在庫が増えた

ことから、干物等に加工しての活用を図るため、但

馬漁協津居山支所の乾燥施設の整備に係る支援を

させていただきました。 

 また、利子補給金の一番下、豊かな海づくり資金

につきましては、漁業者の融資に対する利子補給と

して、１３万４，７９１円を支援させていただきま

した。 

 その下、並型魚礁設置事業費です。整備事業費２，

８０５万円は、竹野沖の並型魚礁設置で、鋼製魚礁

１基、コンクリート角型魚礁が２８基の設置をさせ

ていただきました。 

 続いて、商工費です。２８１ページをご覧くださ

い。下の囲みの特産振興費の中の農林水産課関係分

は、２８３ページの上の囲みの一番下、補助金の豊

岡産品域内消費促進事業費のうち、１，８２０万８，

２７４円です。いわゆるＢＵＹ豊岡として、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、売上げが減少してい

る産品につきまして、購買促進として、販売価格の

３０％の支援を実施したものでございます。農林水

産課関係分としては、但馬牛、コウノトリ育むお米

を原料としたお酒、水産加工品の担当をさせていた

だきました。 

 次は、災害復旧費です。４２５ページをご覧くだ

さい。下から６つ目の枠、林業用施設災害復旧事業

費（繰越明許分）です。林道岩崎線、出石町暮坂地

内でございますけれども、災害復旧工事として、２，

０９７万５，９００円を支出をさせていただきまし

た。 

 歳出については以上でございます。 

 続きまして、歳入のほうを説明させていただきま

す。 

 ２３ページをご覧ください。下から７つ目の枠で

ございます。森林環境譲与税、昨年度は６，３１１

万６，０００円の歳入をさせていただきました。段

階的に引き上げられ、数年後には１億円程度の額に

なるというふうなことを聞いております。 

 続きまして、２７ページでございます。下から２

つ目の枠、分担金及び負担金の基盤整備事業費分担

金８３０万６，０３９円につきましては、蓼川地区

用水路補修工事、下鶴井地区圃場整備事業に係る農

家負担分として収入をさせていただいております。 

 その下、治山事業費分担金（繰越明許分）は、山

腹復旧工事の受益者負担分として、小河江地区の事

業というふうなことでございます。 

 続いて、４３ページをご覧ください。下から７つ

目の枠、国庫支出金の地方創生推進交付金です。農

林水産課分は、内数で３つの事業に対しまして６５

６万７，０００円の収入をさせていただいておりま

す。 

 次は、４９ページです。一番下の枠、農林水産業

費県補助金の農業費補助金です。 

 ページをめくっていただきまして、５１ページの

１行目、中山間地域等直接支払交付金、その２つ下、

多面的機能支払交付金、さらに２つ下、環境保全型

直接支払推進交付金につきましては、日本型直接支

払いの事業として、国が２分の１、県が４分の１の

負担分をそれぞれ事業実施の割合での歳入という

ふうなことでございます。 

 その５つ下、機構集積協力金です。農地中間管理

機構による担い手への農地集積、集約化に協力する

地域、農地の貸手への協力金ということで、昨年度

は３，１４９万７．４００円を歳入をさせていただ

きました。 

 その下、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金３，

５４３万円につきましては、鹿、熊の有害捕獲に対

する国からの補助で歳入をさせていただいており

ます。 

 その７つ下、農地整備事業費補助金２，２３３万

６，０００円は、農業施設管理費に１，２３３万７，

０００円、基盤整備促進事業費に９９９万９，００

０円を充当させていただいております。 

 その２つ下、担い手確保・経営強化支援交付金１，

９４７万１，０００円は、歳出の農業者への施設整

備に対する補助金として、同額を収入をさせていた

だいております。 

 続いて、２つ目の枠、林業費補助金です。１行目
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の森林環境保全整備事業補助金２，０３９万２００

円は、市有林、市行造林地の保育事業の補助金とし

て歳入をさせていただいております。 

 その下、緊急防災林整備事業費補助金、さらにそ

の下、混交林整備事業費補助金につきましては、県

民緑税としての県からの収入分でございます。補助

率はともに県１０分の１０ということで、歳入をさ

せていただきました。 

 その下の枠、水産業費補助金です。１行目、並型

魚礁設置事業費補助金２，３３７万５，０００円は、

竹野沖の魚礁設置に係る補助金として、歳入をさせ

ていただきました。国が２分の１、県が３分の１と

いうふうな割合でございます。 

 続きまして、５３ページ、災害復旧費県補助金で

す。下から８つ目の枠の２行目、林業用施設災害復

旧費補助金（繰越明許分）１，９３２万２，０００

円につきましては、歳出で説明をしました、林道岩

崎線に係るものでございます。 

 次に、５９ページ、財産収入です。１つ下の枠、

立木売払い収入ですが、これは内数で２４５万９，

９３６円、これは市行造林事業での搬出間伐に伴い、

販売したことによる収入ということでございます。 

 ６５ページ、繰入金です。真ん中辺りの枠でござ

いますけれども、地域振興基金繰入金です。農林水

産課分としては、２，９５９万円の繰入れをしてい

ただいております。 

 ７５ページ、諸収入でございます。下から９行目、

雑入の豊岡市野生動物被害対策推進協議会負担金

の２，４６８万９，３７２円は、歳出で説明しまし

た、国の特措法の金網等の設置に係る補助金相当額

を歳入させていただいております。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、財産調書でございます。 

 ５９４ページ、５９５ページをご覧ください。行

政財産、土地に係る調書のうち、公有財産の公園の

項目です。農林水産課関係分としては、下加陽のふ

れあい公園、竹野御又農村公園、出石細見農村公園、

但東太田地区公園、但東高橋地区公園につきまして

は、農村公園として、合計５，９２０平米の登録を

させていただくものでございます。 

 こちらにつきましては、以前から施設はありまし

たけれども、過年度の異動漏れというふうな表示に

なっておりますけれども、合併後、所管を振興局が

したりする中で、本庁のほうに引き継いでおります

けれども、そこでの登録漏れがあったのかなという

ふうに思っております。大変申し訳ございません。 

 続きまして、６０９ページです。基金についてで

すが、上から１０行目の水と土保全対策基金、下か

ら６行目、森林環境基金が農林水産課関係分です。

昨年度増減があったものは、森林環境基金で２，６

７３万９，０００円を積立てをし、総額２，７６６

万９，０００円というふうなことになっております。

これは、森林環境譲与税から積立てをしたものと、

その利息の合計というふうなことになります。 

 農林水産課の関係の説明は以上で終わります。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ、宮下課長。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） まず、コウノ

トリ共生課に係る歳出について、主なもの、特徴的

なものを説明してまいります。 

 ページは１０５ページをお開きください。基金管

理費のうちコウノトリ共生課に関するものは、備考

欄の上から１２行目になりますが、コウノトリ基金

積立金のうち、ふるさと納税使途分１，０００万円

を除いた６８５万８８４円です。団体や企業から受

け取る一般寄附金につきましては例年とほぼ同額

でしたが、コウノトリ文化館で受け取る環境協力金

が、新型コロナウイルス感染症の影響で入館者が例

年の４分の１まで減少したことから、前年比４７％

まで落ち込みました。 

 次に、１１３ページ、中ほどの少し上に当たりま

すが、地域おこし協力隊推進事業費をご覧ください。

このうち、コウノトリ共生課に関するものは、報奨

金６３万円のほか、住宅使用料２７万３，９９０円

など、合計で１１１万８，４０７円です。本年１月

１日から、男性隊員に中筋地区をメインフィールド

として、自然保育や自然体験を通じた地域活性化事

業に取り組んでいただいております。 

 次に、１２１ページをお開きください。中ほどに
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なりますが、人件費のうち、コウノトリ共生課に関

するものは、会計年度任用職員報酬に係る１３７万

７１０円です。加陽水辺公園交流館の管理人及び水

田ビオトープの保全管理作業員に係るものです。 

 その下、１２１ページの下段から１２３ページに

かけてのコウノトリ文化館管理費をご覧ください。

１２３ページ、最上段の指定管理料３，２７５万円

のほか、空調設備の整備工事に関する設計監理費２

３６万５，０００円、本体整備工事費１，８８１万

９，９００円を支出しております。また、故障して

いたパネル地図の修繕に９９万６，６００円、内容

が古くなった壁面パネルの更新に６９万８，５００

円など、合計で５，６２２万８２９円を執行いたし

ました。空調設備の整備工事につきましては、新型

コロナウイルス感染症対策も兼ねることから、文化

庁の文化芸術振興費補助金１，０００万円を活用す

ることができました。 

 １２３ページをお開きください。上段のコウノト

リ野生復帰推進事業費をご覧ください。海外向けの

情報発信業務に係るものとしまして、ドキュメンタ

リー映像、「ＫＯＵＮＯＴＯＲＩ」の多言語化及び

オンラインセミナー等を通じた情報発信業務の委

託料として８０万円、英語版コウノトリ野生復帰啓

発パンフレットの作成費として３５万８，１００円

など、計１５９万８，１００円を海外向けの情報発

信業務に係るものとして執行いたしました。 

 また、国内の繁殖地等との連携を図るものとしま

して、コウノトリ飛来地ネットワークの構築事業補

助金１００万円、学習の理解を深めるものとして、

触れるコウノトリの剥製制作費に１３万２，０００

円等を執行し、全体では４１８万３，５６１円を執

行しました。 

 なお、最初に申し上げました海外向けの情報発信

業務に係る事業につきましては、環境省の野生動物

観光促進事業費補助金１１８万１，０００円の支援

を受けております。 

 その下、コウノトリ生息地保全対策事業費をご覧

ください。地域再生協働員に係るものとして、報奨

金２４９万６，０００円、設置事業負担金６９万３，

７８１円、また、２９か所、約１３ヘクタールに広

がる水田ビオトープの維持管理委託料としまして

３１５万５，１０８円、加陽湿地の大規模湿地維持

管理委託料として、１３４万７，５００円を執行し

ました。 

 １２３ページの下段から１２５ページにかけて

のハチゴロウの戸島湿地管理費をご覧ください。９

９％がコウノトリ湿地ネットに委託している指定

管理料となっております。コウノトリ湿地ネットに

は、戸島湿地の適正な維持管理と湿地フィールドを

活用した教育活動、コウノトリを活用した誘客推進

などに取り組んでいただいております。２０２０年

度の入場者数も例年の約半分、３，７００人程度と

なってしまいました。 

 次に、１２５ページの上段、ラムサール条約関連

事業費をご覧ください。ラムサール条約湿地に係る

プロモーション映像に関しまして、２０１８年度に

拡張されたエリアが包含されておりませんでした

ので、市の観光ＰＲ映像を制作した業者に６６万円

で委託し、加陽湿地までを含んだエリア全体のプロ

モーション映像を制作していただきました。この映

像につきましては、「Ｖｉｓｉｔ Ｋｉｎｏｓａｋ

ｉ」からリンクを貼って世界に公開しております。 

 その下、生物多様性推進事業費をご覧ください。

平成３０年から取り組んでいる、豊岡自然再生アク

ションプランの実践支援業務２８１万６，０００円、

ノアの方舟巡視業務１８万８，１００円の委託料の

ほか、小さな自然再生支援事業補助金１５万円など、

合計で４０３万４１０円を執行しました。 

 その下、コウノトリ未来・国際かいぎ開催事業費

をご覧ください。今年の３月、全国の繁殖地の子供

たちと共に、コウノトリと暮らすことの価値を考え

る、コウノトリＫＯＤＯＭＯかいぎを初めて開催し

ました。その運営に係る業務委託料２５万４，１０

０円のほか、講師報奨金９万７，６４０円、コロナ

対策として、オンライン交流を実現するための機器

借り上げ料３８万７，２００円など、合計で１０８

万２，５０６円を執行しました。この事業の実施に

当たっては、一般財団法人自治総合センターが実施
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する環境保全促進助成事業助成金９０万円を受け

ました。また、この会議に参加した子供たちには、

来る１０月末日に開催します国際かいぎにおいて、

コウノトリが暮らす地域の取組というテーマで、そ

れぞれの地域から環境保全や自然再生の取組につ

いて発表していただく予定としております。 

 １２５ページ下段から１２７ページにかけての

コウノトリ次世代育成事業費をご覧ください。出

張！田んぼの学校に係る講師報償１０万８，０００

円のほか、コウノトリ野生復帰の研究に取り組む高

校生等の活動を支援するための、高校生等地域研究

支援事業費２８万１，０００円など、合計で４１万

１，７５６円を執行しました。コロナ禍におきまし

ても、高校生等の研究活動は例年どおり行われまし

て、２０２０年度は６件ということで、例年と変わ

りございませんでした。 

 １２７ページの上段でございますが、加陽水辺公

園管理費をご覧ください。コミュニティ中筋と締結

してる加陽水辺公園管理運営業務委託料１３８万

３７６円のほか、裏山の危険木伐採に係る手数料４

２万１，０６０円など、加陽水辺公園の適正な維持

管理とその利活用のため、合計で２６９万７，３１

４円を執行しました。 

 以上が歳出になります。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。 

 ２９ページをお開きください。２９ページの下段

になりますが、行政財産目的外使用料のうち、コウ

ノトリ共生課に関するものは、コウノトリ文化館駐

車場に設置されたソーラーハウス使用料に係る３

万９，４６６円です。 

 次に、３９ページをお開きください。上から３行

目、野生動物観光促進事業費補助金につきましては、

先ほど、コウノトリ野生復帰の歳出で説明したとお

り、環境省の補助金でございます。 

 ４３ページをお開きください。中ほど少し下にな

りますが、文化芸術振興費補助金につきましては１，

９５６万２，２３４円のうち、１，０００万円がコ

ウノトリ文化館の空調設備の整備工事に関するも

のでございます。こちらも、先ほどコウノトリ文化

館管理費の歳出で説明したとおりです。 

 ５３ページをお開きください。最下段になります

が、地域再生協働員設置事業委託金につきましては、

コウノトリ野生復帰の取組を通して、地域づくりを

行う、地域再生協働員１名に係る、県からの委託金

です。令和２年度は、２年任期のうちの１年目とな

っております。 

 ６１ページをお開きください。中段、コウノトリ

基金寄附金につきましては、コウノトリ文化館の来

館者から受け取った環境協力金に一般の寄附金を

加えたものでございます。こちらも基金管理費の歳

出で少し触れておりますが、令和２年度は新型コロ

ナウイルス感染症の拡大を受けまして、例年の約７

割の歳入額となっております。 

 ６５ページをお開きください。最上段、コウノト

リ基金繰入金につきましては、コウノトリ飛来地ネ

ットワーク構築事業補助金、ハチゴロウの戸島湿地

管理委託料、生息地保全対策事業、加陽湿地拠点整

備事業及び学校給食の賄い用需用費などの事業に

充当しております。 

 ７５ページをお開きください。中ほどから少し下

になりますが、コウノトリ野生復帰普及啓発事業負

担金につきましては、大正大学の本田裕子准教授に

よる、コウノトリ野生復帰に関する意識調査に係る

郵券料負担金です。 

 ７７ページをお開きください。中ほどになります

が、環境保全促進助成事業助成金につきましては、

先ほどコウノトリ未来・国際かいぎ開催事業費の歳

出で説明したとおり、一般財団法人自治総合センタ

ーの助成を受けたものです。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 最後になりますが、財産に関する調書について説

明いたします。 

 ６０９ページをお開きください。６０９ページの

上から５行目、コウノトリ基金をご覧ください。コ

ウノトリ基金の令和元年度末現在高は、次のページ、

６１０ページの４月以降に歳入された参考債権を

加えまして、４，２５９万３，０００円となってお

ります。 
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 同様に、令和２年度末の現在高は４月以降に歳入

された参考債権を加えまして、３，８１３万９，０

００円です。全体としては、マイナス４４５万４，

０００円となっております。歳出のほうも抑えたん

ですが、それ以上にコロナの影響などもあり、歳入

が減ったということで、このような結果になりまし

た。 

 以上でコウノトリ共生課の説明を終わります。 

○分科会長（福田 嗣久） 次は、地籍調査課、はい、

どうぞ。 

○地籍調査課長（依田 隆司） 地籍調査事業につい

て、説明いたします。 

 ２６５ページをご覧ください。上から１４行目の

地籍調査事業費で、金額は１億６，４７０万３，８

６４円です。このうち、１億５，６６４万３００円

が補助対象事業です。支出の主なものですが、２６

５ページ、備考欄、業務委託料１億５，９０３万８，

０００円です。これは現地立会い調査や測量などの

業務委託料となります。調査地区は、豊岡市高屋地

区ほか１７地区です。なお、令和２年度より、山陰

近畿自動車道竹野道路に先行して、地籍調査を行う

べく、江野地区竹野町林、竹野町坊岡地区の一部に

おきまして、一筆地調査の事前準備として、法務局

調査等に着手しております。 

 次に、下段辺りの地籍調査事業費（繰越明許分）

です。金額は２５０万５００円です。このうち１８

４万６，０００円が補助対象事業費です。 

 支出の主なものですが、次のページ、２６７ペー

ジ、備考欄の上から３行目、業務委託料２４４万４，

２００円で、同じく業者への業務委託料です。調査

地区は、豊岡市森津地区の一部です。これらの調査

実施によりまして、調査面積で約５キロ平米増えま

して、７９．２３キロ平米となります。豊岡市全体

調査面積６５７．０７キロ平米に対します進捗率は

１２．１％となりました。 

 歳出説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） ありがとうございました。 

○地籍調査課長（依田 隆司） 次に、歳入です。 

 ５１ページをご覧ください。目の５、農林水産業

費県補助金のうち、備考欄の上から４行目の地籍調

査事業費補助金１億３，９１８万４，６００円です。

これは補助対象事業費に対する県からの補助金で

す。 

 次に、同じ５１ページの真ん中辺り、繰越明許分

の地籍調査事業費補助金１３８万４，５００円です。

これも補助対象事業費に対する県からの補助金で

す。 

 次に、７７ページをご覧ください。下から９行目、

事業協力金の公共事業円滑化推進協力金５４万７，

０００円です。これは、山陰近畿自動車道竹野道路

の先行地籍の事前調査等の実施分に対する県から

の協力金です。 

 説明は以上です。 

 地籍調査課分の財産調書なんですけども、６０７

ページにあります、物品のうち軽自動車１台、普通

自動車１台、測量機器のトータルステーション一式

で、地籍調査事業支援システムの一式でございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明は以上、終わりまし

た。 

 それでは、質疑をお受けします。質疑はございま

せんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 簡単なことから教えてくださ

い。 

 ２５７ページの有害鳥獣対策ですね。鹿やイノシ

シの捕獲頭数があったですが、１頭に対する謝礼と

いうか報償金というかは何ぼについたんですか。 

○分科会長（福田 嗣久） 答弁願います。 

 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） １頭当たりの金額ま

で、ちょっと押さえておりませんので、確認をさせ

てください。 

○委員（村岡 峰男） 捕獲器と有害鳥獣のあれと違

うんですね、単価がね。年間一緒か。たしか狩猟期

とそうでないときと値段が違うんでしょう。それも

併せて教えて。 

○分科会長（福田 嗣久） なら、後ほどでよろしい
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か。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほか、どうぞ。ありませ

んか。もうなかったら、帰っていいで。よろしいか。

待ってましょうか。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 資料提供させてもら

うのでよろしいですか。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいで、後ほど資料。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ、ないようですので、

２５９ページの多面的機能の交付金の関係なんだ

けども、共同活動が１１７、それから、長寿命化が

８６とあったんですけども、この事業が始まって何

年かたつんですが、この間の推移というんかな、増

えたのか減ったのか、この取組の地区が。１年１年、

こんなものはいいですから、相対的に。 

○分科会長（福田 嗣久） 井垣参事。 

○農林水産課参事（井垣 敬司） この事業は、たし

か平成１９年度から、農地・水って以前は言ってい

た事業が始まりだというふうに承知しております。 

 先ほど、柳沢課長から説明あったように、当初か

ら国２分の１、県４分の１、市が４分の１というふ

うなことで推移しておりまして、事業費自体はちょ

っとどういいますか、若干、前年度より少なくなっ

たような年があったやもしれませんけども、私の知

る限りでは、毎年、増加を続けておるというふうな

傾向でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 過去からのちょっと

データは持っておりませんけれども、例えば２０１

９年度と２０２０年度を比較をいたしますと、共同

活動で２０１９年度が１１６の組織のほうが参加

をしていただいておりましたけど、２０２０年度は

１増えて１１７というふうなことになっておりま

す。 

 長寿命化のほうにつきましては、２０１９年度が

７９でございましたけれども、２０２０年度は８７

ということで増えております。 

○委員（村岡 峰男） ８６ちゃう。 

○分科会長（福田 嗣久） ８６ってさっきは言いな

った。 

○委員（村岡 峰男） 説明のときは。８６でよろし

いか。 

○分科会長（福田 嗣久） ああ、これは２１か。違

うわ、２０年だ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） そうですね、８６と

申し上げましたですね、すみません。 

○委員（村岡 峰男） プラス７。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 協定期間が５年とい

うことですので、基本的に５年間は数の変動はあま

り考えられない。特殊要因によって、途中からやり

たいとかいうことがあるかも分かりませんけれど

も、５年間は同じ数が継続してくる。ちょうど切替

えのようなことがあったりすると、増減がちょっと

出てくるというふうなことがあろうかと思います。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） 結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様はよろ

しいですか。 

 はい、どうぞ、椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） コウノトリのことなんですけ

ど、こんだけどんどんどんどん増えていく中で、コ

ウノトリの勝手でしょって言ってしまえばそれま

でだなと思いながら、起こることに対して、その場

その場で対応していくということなのかなという

ふうに自分では思ってるんだけれども、いわゆる世

に放つ、放鳥されてるコウノトリのことだで。電柱

の上に巣を作るものも、あっちやこっちやで見受け

られるんだけども、そのたんびに邪魔だっていって

取ってみたり、また作ってみたりという繰り返しを

する。市民の人でも、自分のところの敷地の中に電

柱をつけて巣を作って、なかなか飛んでこうへんっ

て言って、早う飛んできてほしいなって思う人もい

る、様々だと思うんだけど、これからどんどん増え

続ける中で、市として、どんなふうにコウノトリを、

今後、この野生復帰をしたのはいいんだけれども、

この後、どうしていくのかなと。昔で言うと、松の

木に巣を作ったっていう、我々の小さい頃、そうい

うイメージがあって、それを見てきたけども、今は
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松の木に巣を作るのはいないでしょう、基本的には

ね。だから、そういうことになると、やっぱり人工

巣塔みたいな形になる、もしくは電柱になるのかな

ということになると、これから増え続けるコウノト

リについて、市はそういう野生復帰したものの、ど

ういうふうに、将来、この未来に向かってコウノト

リをどうしていくのかなというところが、さっき、

一番最初言いましたように、しようがありまへんが

な、なるようにしかなりまへんがなというレベルの

話なのか、いやいや、関わるべしというのが、ちゃ

んとこういうふうに、もう我々はそういうものは確

信を持ってますよということになるのか、この辺は

質問が難しいかな。 

○分科会長（福田 嗣久） 難しいだろうな。 

 まあ、答弁してください。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 非常に難しい

質問だと思いますが、やはりコウノトリ、野生の動

物の行動を制限することはできません。 

 ただ、我々としてはコウノトリが飛んできて繁殖

する、営巣するということを通じて、その地域の環

境づくり、人間にとっても良好なといいますか、人

間のためになる環境づくりをしていきたいと思っ

ております。 

 そのシンボルとして、コウノトリを利用っていっ

たら言葉が悪いのかもしれないですが、使っていけ

たらなと思います。 

 コウノトリはどこに飛んでいくか分かりません

し、現状で見てみますと電線に当たって落下して亡

くなるとか、防獣ネットに引っかかってけがをする

とか、人工物によるけがとか死亡事例がやはり数が

増えてくると比例して事故も、死亡例も増えてきて

おりますので、その辺の理解といいますか啓発も、

人間に対してしていきつつ、人里で人間、人とコウ

ノトリ、野生動物がそれぞれ安心して、仲よく共存

できるような環境をつくり上げていきたいという

思いで、活動を続けていきたいと思っております。 

○委員（椿野 仁司） 分かりました。頑張ってくだ

さい。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） すみません、先ほど、

村岡委員のほうから、捕獲補償費の単価のご質問が

ございました。狩猟期のものはちょっと分かりませ

んけれども、有害で捕獲をしたときの単価につきま

しては、ちょっと捕り方とか、誰が捕るかによって

かなり単価にばらつきがございますけれども、銃猟

専任班が捕った場合には１頭当たり２万円になり

ます。 

○委員（村岡 峰男） 鹿か。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 鹿の分です。 

 捕獲班が銃猟で捕った場合は１万６，０００円と

いうふうなことでございます。例えばわなでござい

ますと、専任班が捕れば１万５，０００円、捕獲班

が捕れば１万２，０００円と。ちなみに、農家のお

り等のものにつきましては１万円というふうなこ

とでございます。 

 イノシシにつきましては５，０００円、同一のお

りで２頭目以降捕ったものにつきましては２，００

０円というふうなことでございます。 

 そのほか、例えばカワウでございますと、３，０

００円というふうな金額になっておりますし、その

他の鳥類は１，０００円と、その他小動物は１，０

００円というふうなことでございます。 

 また、詳しくは資料のほう、提示をさせていただ

きたいというふうに思います。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） それじゃ、今の関連。 

 鹿の場合、写真と、それから、歯だったかいな、

を持っていったら金がもらえるという、そういう仕

組みがありましたよね。随分、ほんなら変わってき

とるんか。前から見たら。捕る人によって違うとか

捕る方法によって違うとか。 

○分科会長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 専任班というのは、

もうそのときによりすぐりの者を選んで当たると

いうふうなことですので、それなりに経費的なこと

もかかってくるということがございますので、どう

いうんですか、経費のかかり方というのか、苦労の

度合いみたいなところに応じて差がついてるとい
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うふうに理解をしてます。やり方が違うということ

ではないと。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） また後で聞かせてください。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様、よろ

しいか。 

 清水副委員長。 

○委員（清水  寛） すみません、ちょっと１点だ

け。 

 決算の中に含まれてたのかどうかというか、説明

がなかったんで分からないんですけども、山林、山

の中にある砂防堰堤が結構いっぱいだというよう

な話は聞くんですけども、そういうのの、何ですか

ね、しゅんせつをしたりというようなことが通常行

われている、こういう決算の中の金額の中に含まれ

てるのかどうかというのが、ちょっと分からなかっ

たので、参考までに教えていただけたらと思うんで

すけども。 

○分科会長（福田 嗣久） 井垣参事。 

○農林水産課参事（井垣 敬司） 今おっしゃったよ

うな、農林水産課の場合は主に治山の堰堤というこ

とになろうかと思いますけども、それのしゅんせつ

をするような事業はございません。というのが、基

本的には土砂がいっぱいになったことを満砂って

いうんですけども、そうなってしまって以降に、土

砂が下流に流れ出すおそれがある場合は、今ある施

設の上流にまだ土砂を止めるような施設を設置す

るというのが基本な考え方になってございます。た

だ、ピンポイントでその場所、場所の条件によって

は、もしかしたら、そういったこともあり得るのか

なとは思いますので、全くないとまでは言い切りま

せんが、通常はそういった考え方になってございま

す。以上です。 

○委員（村岡 峰男） 土木の担当ちゃうん、土木の。 

○委員（清水  寛） 担当が違うのかもという部分

もあるんですけども、現実的に結構、災害、大雪が

あって倒木が多かったとかいう話も聞きますし、毎

年、そういう意味では場所、場所、設置対策を図る

わけですから、調査とか、そういうことというのは、

何か定期的にされたりというのはあるんでしょう

か。 

○分科会長（福田 嗣久） 井垣参事。 

○農林水産課参事（井垣 敬司） 今の現状としまし

ては、大雨の後に、区長様を通じて被災報告をいた

だいてますので、そちらのほうに情報を頼っている

というのが現状でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 清水副委員長。 

○委員（清水  寛） 先ほど、区長さんに頼ってと

いうようなお話だったんで、なかなか最近、区長さ

んも山のほうの状況に慣れた方というのがおられ

ないというのもよく聞きます。サラリーマンされて

る方も多いということも聞きますんで、やはり、そ

ういう意味では区長に頼るだけではなくて、定期的

に回るような仕組みであったり、方法というのも考

えられたほうがいいのかなと思うんですけども、パ

トロールとか、今、いろいろありますから、そうい

うのも活用して考えてもらいたいなというふうに

思います。 

 これはちょっと要望というか、お願いとしてやっ

たんですが、以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいですか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほか、よろしいですか。 

 それでは、コウノトリ共生部の職員さんについて

は、これでおしまいにさせていただきます。 

 暫時休憩いたします。再開は２時１０分、午後２

時１０分開始で。 

午後２時００分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時０７分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 次は、都市整備部、まず、報告第１６号、放棄し

た債権の報告についてを議題といたします。これは

一般会計でございます。 

 当局の説明を求めます。 
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 建築住宅課、谷垣参事。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） 報告第１６号、放

棄した債権の報告について（一般会計）について、

ご説明申し上げます。 

 ３９ページをご覧ください。豊岡市債権の管理に

関する条例の規定により、議会にご報告いたします。 

 建築住宅課に係るものについて、このたび債権放

棄するものは、名義人の破産や連帯保証人の死亡、

高齢により、資力の回復が見込めないことなどによ

り、支払いができず、時効を既に迎えた方について

行うものです。 

 なお、債権放棄年月日は本年３月３１日です。 

 ４１ページの債権放棄調書をご覧ください。 

 住宅新築資金貸付金の債権放棄の内容ですが、債

権管理条例第１３条第１項第３号に規定する消滅

時効によるもので、特記事由としては、破産による

ものです。人数は１名、件数は１０４か月、金額は

３０８万１，３７７円です。 

 お手元に債権の名寄せ表を配付しています。名前

を伏せさせていただいていますが、金額、適用条項

等は先ほど申し上げた内容です。よろしくお願いい

たします。 

 内容を説明いたします。本件は、破産による消滅

時効を適用するものです。時効は２０２０年６月１

０日に完成しています。本人は破産により２００３

年６月３日に債権の免責が決定され、また、２０１

３年４月の面談時には、連帯保証人１名は自宅療養、

酸素吸入治療中でありました。その後、翌年３月に

死亡、もう一名は聴力障害、寝たきりにより交渉困

難な状況でありました。また、７５歳と高齢であり、

資力の回復は見込めないと判断、連帯保証人からも

回収は困難と判断するものです。 

 滞納防止対策として、今後とも支払い能力等のあ

る方には、支払い督促や分割納付誓約の締結など、

適時適切な対応により徴収可能な債権は早期に、確

実に徴収することといたします。 

 なお、市営住宅使用料現年度徴収分につきまして

は、４年連続１００％の成績を収めることができま

した。また、駐車場使用料、共益費については、８

年連続で１００％の成績であります。今後も早期滞

納解消、納期内納付を原則に、滞納ゼロを達成した

いと思います。 

 以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。

以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑を受け付けさせていただきます。質疑はござ

いますか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） これ見る範囲では全体像は見

えないんですけども、この住宅新築貸付制度という

のは、もう今はないんですね。今もうないかという

問題と、それと、もう一つはいつお貸しになって、

総額何ぼを貸して、何ぼを返してもらったのかとい

うのは分かるんですか。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 谷垣参事、どうぞ。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） 現在につきまして

は、住宅資金貸付金のほうは回収業務だけというこ

とです。 

 債権のほうにつきましては……。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） 委員長、すみません。

債権そのものの融資の関係の状況です。 

 住宅新築資金ということで、平成４年３月に元金

６４０万円貸し付けされています。利率が２．８パ

ーですので、最終的な総額は８００万５，４５８円、

総額がトータル３００回で償還という約束で動い

ておりました。 

 今回、放棄させていただいたのが、そのうちの、

先ほど言った３００回のうちの１０４回分が残っ

てしまったという、その金額が今の金額、３００万

円幾らという形の数字でございます。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） １０４回分なんだけども、そ

の１０４回分の金額が３０８万１，０００円という

ことですか。 

○分科会長（福田 嗣久） 谷垣参事。 

○建築住宅課参事（谷垣 秀人） そのとおりです。 
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○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 放棄をしなければならない理

由やら状況というのは、それはそれで分かるし、放

棄せざるを得んと思うんです。だけども、その全体

像が見えなかったのでお尋ねをしました。結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様はよろ

しいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 特にご異議がなければ、報告第１６号は了承すべ

きことに決定したいと思いますけども、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（福田 嗣久） 特にご異議がございませ

んので、報告第１６号は了承すべきことに決定をい

たしました。 

 それでは、次に移ります。 

 続きまして、第１０６号議案、令和２年度豊岡市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい

たします。 

 第１０６号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書等についてであ

ります。説明は所管に係る歳出、歳入、最後に財産

調書の順でお願いします。 

 なお、説明に当たっては必要に応じて、資料のペ

ージ番号をお知らせください。 

 質疑は、全体の説明が終わった後に一括して行い

ます。 

 それでは、建設課、都市整備課、建築住宅課の順

にお願いをいたします。 

 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） よろしくお願いいたしま

す。決算書の１４５ページをお開きください。建設

課の歳出から説明させていただきます。 

 １４５ページの備考欄です。上から２行目です。

但馬空港周辺用地管理費になります。これにつきま

しては、県所有の但馬空港用地につきまして、本戸

牧区ほか１３区へ管理委託をしている事業です。 

 続きまして、決算書の１６３ページをお開きくだ

さい。１６３ページの真ん中より少し下の辺りに、

城崎温泉街交通環境改善事業費があります。これに

つきましては、地方創生推進交付金を活用いたしま

して、城崎温泉街の交通環境につきまして、昨年度

につきましては、交通環境改善計画を策定しており

ます。 

 続きまして、１７７ページです。１７７ページの

備考欄の下から３つ目の枠になります。そこのちょ

うど真ん中辺りになりますが、港湾統計調査費１万

９，０００円、これにつきまして、津居山港であっ

たり竹野港の船舶入港調査ということでやってお

ります。 

 続きまして、飛びまして、３０１ページになりま

す。（「３０１」と呼ぶ者あり）３０１です。３０

１ページ、土木総務費になります。土木総務費のう

ち、ちょうど真ん中辺りですが、建設課分につきま

しては、１，２９７万７，１６０円となります。内

容につきましては、例年どおりですが、主なものと

いたしましては、大きなものでは、その少し下にあ

ります業務委託料といたしまして、地下水位観測業

務であったり、一級水準測量業務、これは地盤沈下

対策ということで、毎年、観測をしているものです。 

 続きまして、その下になりますが、急傾斜地崩壊

対策事業費です。これにつきましては、県が行って

おります、急傾斜地崩壊対策事業への負担金、それ

から、還付金というのは、事業費を精算した後の地

元への、事業費をたくさんもらい過ぎた分の還付金

ということで計上させていただいております。 

 続きまして、３０３ページをお開きください。備

考欄の上から３つ目の欄になります。用地対策事業

費です。この中で主なものといたしましては、真ん

中より少し下にありますが、業務委託料ということ

で、未登記箇所の測量業務ということで、２６２万

３，５００円を上げさせていただいております。こ

れ、市道の中に未登記ということで民地があるもの

の処理の費用となっております。 

 続きまして、その２つ下の枠ですが、内水処理事

業費になります。これにつきましては、福田排水機

場の造成工事ということで、４，５１３万９，５０
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０円を執行しております。 

 続きまして、その２つ下の欄になります。排水機

樋門管理費です。まず、人件費のところですが、建

設課に係る分ということで、人件費の上から３行目、

４行目です。操作員と補助員ということで、合計３

９２万８９円になりますが、これは排水機場等、操

作員の報酬になります。 

 続きまして、同じページの下から６行目になりま

すが、排水機樋門管理費の建設課分ということで、

建設課が所管している分につきましては、１，７９

８万７，５７９円になります。 

 続きまして、３０５ページをお開きください。こ

の排水機樋門管理費の中で、主なものということで、

上から５行目、保守点検委託料ということで、電気

設備であったり、排水機設備の保守点検の委託料、

それから、その下ですが、維持管理委託料というこ

とで、樋門操作の管理費ということで、おおむね例

年どおりの支出をさせていただいております。 

 それから、一番下ですが、補修工事費ということ

で、これにつきましては、日高の鶴岡第９樋管の補

修工事を３８５万円で行っております。 

 続きまして、その２つ下の枠ですが、緊急処理事

業費です。これ、昨年度は５万５，０００円しか執

行しておりません。例年でしたら、出水があったり

して、応急ポンプを設置する場合はここで支出をさ

せていただくんですが、昨年は幸いなことに、大き

な出水がなかったため、５万５，０００円だけの支

出ということになっております。 

 それから、一番下の枠ですが、道路橋梁総務費で

す。道路橋梁総務費のうち、建設課が所管する費用

につきましては、９２０万４，２２４円となります。 

 内容につきましては、３０７ページをお開きくだ

さい。主なものといたしましては、上から３行目で

すが、業務委託料ということで、道路台帳の更新業

務５５０万円を執行しております。それから、何行

か下にありますが、負担金、それから、補助金とい

うことで、道路団体等へ負担金を支払ったり補助金

を交付したりということで、支出をしております。 

 それから、同じ枠の中ですが、下のほうになりま

すが、道路橋梁管理費です。ここで、建設課分につ

きましては、３１７万２，１０９円となります。内

容といたしましては、大きなものといたしましては、

修繕料ということで、車両の点検整備費ということ

で提示をさせていただいております。 

 続きまして、同じページの一番下の枠ですが、道

路維持費ということで計上させていただいてまし

て、内容につきましては、次の３０９ページになり

ます。主なものといたしましては、３行目の修繕料

１，０７１万３，７００円、これにつきましては、

少額の金額の市道の補修工事ということで上げさ

せていただいておりますし、その５行ほど下に保守

点検委託料があります。これにつきましては、駅東

西連絡道であったり、アイティの地下のエレベータ

ーの点検、それから、駅東西連絡道の電気設備であ

ったり、防犯カメラ、消防用設備等の点検になりま

す。 

 それから、その下の維持管理委託料につきまして

は、市内にあります浸水対策ポンプの管理費であっ

たり、道路の植栽の管理などとしております。 

 それから、その下の投資委託料ですが、測量等に

つきましては、市道の側溝修繕の工事のための測量

であったり、路面性状調査につきましては、舗装修

繕工事のための路面の調査ということになります。 

 それから、もう少し下になりますが、補修工事費

ということで、２億３，０００万円ほど上げさせて

いただいておりますが、これにつきましては、主な

ものといたしましては、但東町の正法寺坂津線の道

路補修工事であったり、側溝修繕でいいますと、城

崎町湯島の愛宕２号線の側溝修繕、それから、舗装

修繕では三坂納屋線の舗装修繕工事などがありま

す。 

 それから、同じ枠の中の一番下ですが、道路維持

事業費の繰越明許分ということで、８，４４８万８，

０００円を上げさせていただいておりますが、これ

は、日高の浅倉洞門の補修工事などが、これに当た

ります。 

 続きまして、道路新設改良費になります。３１１

ページをご覧ください。３１１ページの上から５行
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目ですが、市単独事業費ということで、出石の町分

丸野線の冠水対策事業、それから、日高の池上日吉

線の道路改良事業、それから、同じく日高の栃本太

田線の道路改良事業、それから、その下の八条線の

道路改良事業が現年分になります。 

 そこから下につきましては、繰越明許分というこ

とで、市谷線の道路改良工事、それから、池上日吉

線の道路改良事業、それから、栃本太田線の道路改

良事業、それから、竹野町の阿金谷轟線の道路改良

事業がこれに当たります。 

 続きまして、雪害対策費になります。雪害対策費

のうち、建設課で所管する分につきましては、５億

４，８９７万６，７９３円となります。 

 ３１３ページをお開きください。主なものといた

しましては、上から６行目にあります、保守点検委

託料です。これは、降雪期前に行います消雪装置の

点検であったり、あと雪が降ったときのノズル点検

等を行いますので、その費用となっております。 

 それから、その下の業務委託料です。業務委託料

につきましては、まず、除雪対策支援業務４４０万

円、これにつきましては、株式会社ウェザーニュー

ス社に委託をしておりまして、雪が降るか降らない

かというような予報、事前予報をしていただいて、

除雪に出る、出ないの判断をさせていただいている

というようなことになります。 

 それから、その下の除雪業務です。４億２，１６

８万６００円ということで、昨年はたくさん雪が降

りましたので、前年度に比べまして、約３億円ぐら

い、除雪業務費が増えております。１２月から３月

までで約１２０日ありますが、昨年は１社でも除雪

に出動された日というのが４２日あったというこ

とですので、ちょっとこのような金額になっており

ます。 

 それから、少し下に下りまして、補修工事費とい

うことで、消雪装置の工事費ということで、市内駄

坂の大篠岡駄坂線であったり、城崎町湯島の一の湯

松崎線の消雪装置の修繕工事を行っております。 

 それから、同じ枠内ですが、繰越明許分というこ

とで、これも城崎の湯島桃島線の消雪施設の修繕工

事を行っております。 

 すみません、戻りまして、繰越明許分の上に事業

用備品というのがありますが、この事業用備品につ

きましては、昨年、日高地域の除雪ドーザー１３ト

ン級を購入しておりますので、その費用になります。 

 続きまして、同じページの橋梁維持費になります。

まず一番上ですが、橋梁維持事業費、これは補修工

事ということで、少額の工事の対応に支出をしてお

ります。 

 それから、その下の橋梁長寿命化事業費というこ

とで上げさせていただいておりますが、これにつき

ましては、投資委託料ということで、橋梁補修の詳

細設計、但東町の矢根大橋などで行っております。 

 それから、補修工事費ということで、これも城崎

の結和橋であったり、但東でいえば福延橋、但東町

西谷の福延橋の工事を行っております。 

 同じページの繰越明許分ですが、投資委託料につ

きましては、詳細設計ということで、橋梁補修設計、

それから、橋梁点検ということで、４６８橋の法定

点検を行っております。補修工事につきましては、

結和橋であったり、日高の日置橋の工事を行ってお

ります。 

 続きまして、３１５ページをお開きください。３

１５ページは道路新設改良費です。栃江橋の整備事

業、それから、上野橋の整備事業、同じく明許繰越

しということで、栃江橋、それから、上野橋の事業

費を計上させていただいております。 

 それから、次にその下の欄ですが、交通安全施設

整備費です。交通安全施設整備事業費ということで、

整備工事につきましては、防護柵、それから、区画

線等の工事ということで、出石の宮内南北線のグリ

ーンベルトの設置工事であったり、三坂納屋線の防

護柵の工事等を行っております。 

 それから、同じ枠の中で繰越明許ということで、

１０２万４，１００円ですが、これにつきましては、

豊岡駅前の道路照明の交換工事ということで、支出

をさせていただいております。 

 それから、一番下の枠ですが、生活道路排水路整

備事業費です。これにつきましては、修繕料という
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ことで、市内の西花園地区であったり、赤石地区な

どの生活道路排水路の整備事業を行っております

し、繰越明許分につきましては、但東町の出合市場

等の生活排水路の工事をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、３１７ページです。河川総務費にな

ります。ちょうど真ん中の辺りにありますが、河川

総務費のうち建設課分ということで、２７９万６，

５６１円になります。 

 主なものといたしましては、ちょうど真ん中辺り

ですが、維持管理委託料ということで、河川公園の

管理がありますし、あと負担金、それから、補助金

ということで、そこに記載させていただいておりま

す団体への負担金、補助金を支出しております。 

 同じく、その下の河川改良事業費になりますが、

これにつきましては、普通河川、奥小谷川、但東に

なります、それから、日高の久田谷川等の河川しゅ

んせつ工事費ということで上げさせていただいて

おりますし、その下の補助金につきましては、普通

河川のしゅんせつ補助ということで、竹野町の須谷

ほか、６地区に対しまして補助金を支出しておりま

す。 

 それから、次に、３１９ページになりますが、港

湾管理費になります。一番上ですが、港湾管理費の

うち維持管理委託料ということで、水門管理になり

ます。これは瀬戸の瀬戸水門の管理委託を但馬漁協

の津居山支所に委託をしておるものです。 

 それから、同じ枠の中の海岸環境整備事業費とい

うことで上げさせていただいてますのが、これは小

島区であったり気比区、それから、竹野海岸、これ

らの海岸の環境整備ということで、地元などに委託

をさせていただいてる分です。 

 続きまして、歳出は以上で、歳入のほうにいかせ

ていただきます。 

 ２９ページをご覧いただきたいと思います。２９

ページの備考欄の一番上になりますが、土木費の分

担金ということで、急傾斜地崩壊対策事業費の分担

金ということで、これは地元から急傾斜対策事業の

負担金ということでいただいて、県のほうに支払う

分ということで、歳入でいただいておるものです。 

 それから次に、３１ページをご覧ください。３１

ページの下から４つ目の枠です。法定外公共物の占

用料ということで里道であったり水路であったり

の占用料ということで、上げさせていただいており

ますし、その下につきましては、道路占用料という

ことで、市道への占用の費用ということで収入を上

げさせていただいております。 

 続きまして、すみません、３５ページです。３５

ページの下から３つ目の枠です。３つ目の枠の上か

ら２つ目、幅員証明手数料、それから、４つ目、官

民有地境界協定証明等手数料ということで、こちら

もそれぞれ証明書の手数料ということで計上させ

ていただいております。 

 それから、次は４１ページになります。４１ペー

ジのちょうど真ん中辺りにありますが、土木費国庫

補助金の道路橋梁費補助金ということで、社会資本

整備総合交付金から、一番下の道路更新防災等対策

事業費補助金ということで、先ほどありましたよう

な雪害対策事業であったり、市道の栃本太田線や上

野橋、それから、栃江橋、浅倉洞門等の補修工事、

それから、橋梁長寿命化事業、様々な事業を補助金

で活用して行っておりますので、その歳入の分とな

ります。 

 それから、続きまして、４５ページをご覧くださ

い。４５ページの上から５つ目の枠ですが、排水機

樋門等管理委託金ということで、これは六方排水機

場だったり、城崎の桃島樋門ほか１０樋門というこ

とで、国が所有している排水機場だったり樋門につ

いて、市のほうで管理委託を受けておりますので、

その委託金ということになっております。 

 それから、次が５５ページをご覧ください。５５

ページの上から３つ目の枠の中の下から４行目で

す。港湾統計調査事務委託金ということで、これ、

歳出でも申し上げました港湾調査に係る県からの

委託金ということで、歳入として上げさせていただ

いております。 

 それから、同じページの下から７つ目の枠になり

ますが、排水機樋門等管理委託金になります。これ
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につきましても、県管理の樋門等、委託を受けてお

りますので、それに係る費用となります。 

 その下の枠の国県道歩道除雪作業委託金であっ

たり、国道パーキングエリア管理委託金、これも歩

道除雪、それから、国道パーキング等の委託を受け

ておりますので、その委託金となります。 

 その下の枠、瀬戸運河水門管理委託金ほか２つに

関しましても、先ほど海岸環境の費用ということで、

県から委託を受けておる事務に対しての委託金と

いうことになっております。 

 それから、次が５７ページをお開きください。５

７ページの一番下の枠ですが、不動産売払い収入と

いうことで、土地売払い収入、この中で建設課の里

道水路の売払いに係る歳入ということで、１１７万

３，１６５円が含まれております。 

 続きまして、６９ページになります。６ページの

雑入ですが、一番下の枠ですが、一番下の枠の一番

上、複写料ですが、この複写料のうち建設課分とい

うことで２万１，１５０円が、情報公開請求等の複

写料ということで計上させていただいております。 

 それから、次の７１ページをご覧ください。７１

ページの上から５行目、頒布代の中の市図というこ

とで、建設課分ということで４万５００円が歳入と

なっております。 

 それから、同じページのちょうど真ん中から少し

下に委託料とありますが、その委託料の中の７行目、

但馬空港周辺県有環境林管理ということで、これは

冒頭言いました歳出の県有地の管理ということで、

県のほうから雑入ということで受けておるもので

す。 

 それから、次が７５ページになります。７５ペー

ジの上から５行目になりますが、消雪ポンプ、その

下の市道駅東西連絡線ということで、これはどちら

も光熱水費の使用者負担金ということで、消雪ポン

プにつきましては県などから、それから、駅東西連

絡線につきましては自販機の電気代ということで、

民間業者のほうからいただいている分になります。 

 それから、７９ページをご覧ください。７９ペー

ジのちょうど真ん中辺りですが、返納金というのが

ありますが、返納金の中の１０行下になりますが、

自賠責保険解約返戻金ということで、これは公用車

を廃車した際に返戻金として４，１６０円が戻って

きましたので、計上させていただいております。 

 それから、８１ページになりますが、８１ページ

の上の枠ですが、ちょうど真ん中辺りに急傾斜地崩

壊対策事業負担金返還金というのがありますが、こ

れは事業精算に当たりまして、県のほうから精算金

ということで返金をいただいたものになります。 

 それから、次が８３ページですが、８３ページの

下のほうですが、土木債ということで、下２枠にな

りますが、急傾斜地崩壊対策事業債であったり、そ

の下の枠では、道路整備事業債ということで、いろ

んな事業につきまして、起債を活用して事業を進め

ておりますので、土木債ということで計上させてい

ただいております。 

 これにつきましては、８５ページにも道路橋梁債、

それから、河川債ということで上げさせていただい

ております。 

 歳入につきましては以上でして、次が財産に係る

説明ですが、６００ページ、それから、６０１ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

 ６００ページ、６０１ページですが、普通財産、

土地に関する調書ということで、ちょうどその他に

なりますが、その他の上から３行目、４行目になり

ます。これは先ほども歳入のとこで申し上げました、

法定外公共物の売払いということで、用途廃止と売

払いということで、竹野町東大谷等ということで、

１，４４６．０６平方メートルを計上させていただ

いております。 

 それから、出資に係る説明ですが、６０６ページ

をご覧いただきたいと思います。６０６ページのち

ょうど真ん中辺りですが、一般財団法人砂防フロン

ティア整備推進機構出捐金ということで１８万円、

これが建設課が所管する部分になります。 

 それから、物品ですが、その隣の６０７ページで

すが、増減に関わる分ですが、ちょうど真ん中辺り

に特殊用途車ということで、内訳ということがあり

まして、ちょうど内訳のところの上から２つ目、道
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路維持作業用自動車ということで、決算年度中の増

減高ということで、１台減ということになっており

ますが、これは１台、作業車を廃車しておりますの

で、減ということになっております。 

 決算の説明は以上ですが、引き続き宅地事業にお

ける分譲宅地の売払い状況についてということで、

説明させていただきます。 

 これ、従来は特別会計で持ってたものですが、平

成２６年度末をもって特別会計が廃止されました

ので、毎年、決算に合わせて報告するようにという

ことになっていましたので、報告を、今回させてい

ただきたいと思います。 

 事前に、この資料をちょっと配付させていただい

てたと思うんですけど、よろしいでしょうか。 

 すみません、先ほども言いましたように、２０１

５年度から特別会計から一般会計の資産というこ

とで引き継ぎましたので、今回、報告させていただ

きます。表で示させていただいておりますが、近年、

販売実績がないということで、昨年度につきまして

は１４区画はまだ残っているんですが、販売価格の

見直しをしております。その後、入札による売却募

集に向けて、１月の市広報にてＰＲ記事を掲載する

ということと、あと昨年の１２月下旬に新聞朝刊折

り込みにて、豊岡市全域へ募集チラシの配布を行っ

ております。今年の１月に実施をいたしました入札

では、受付期間中に１件の参加申込みがありました

が、直前で辞退の申出がありまして、入札は不成立

となっております。 

 入札終了後につきましては、現在も含めてですが、

先着順による随時募集を実施しておりますが、年度

末までには売払い実績がなかったことから、２０２

０年度決算におきましても収入を計上できており

ません。 

 今後も、財政課の土地売却とも歩調を合わせなが

ら、チラシや広告等による効果的な周知、宣伝に努

めていく中で、引き続き販売促進に取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

 なお、最近になってですが、但東の小谷の小谷松

ケ坪地区、１区画残っておりますが、これについて、

売却予定というか、ちょっと引き合いがありまして、

売却できそうな感じになってるということだけ報

告をさせていただきます。 

 建設課からは以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 建設課から、次は都市整

備課、石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） それでは、都市整備

課の歳出のほうから説明しますが、主なものであっ

たり、特徴的なものであったり、新たな事業を中心

に説明をさせていただきます。 

 決算書のほう、１１４ページ、１１５ページのほ

うをお開きください。１１５ページの備考欄の中ほ

どですが、鉄道交通対策事業費の主な支出では、ま

ず負担金の京都丹後鉄道７８１万３，０００円につ

きましては、新型コロナウイルス感染症拡大により

まして、運行会社でありますＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡ

ＩＮＳ株式会社の経営に深刻な影響を与え、落ち込

んだ運行収入を沿線自治体の負担で補填する豊岡

市分の負担金です。 

 次に、補助金の鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

費１，３６６万５，７１３円につきましては、北近

畿タンゴ鉄道株式会社が実施いたしました電路、線

路、車両の設備改良工事に対しまして、沿線自治体

で支援する豊岡市分の補助金です。 

 次の北近畿タンゴ鉄道安全運行維持助成費１，９

６８万５，０００円は、北近畿タンゴ鉄道株式会社

が委託しています、線路の運行に係ります電路、線

路、車両等の維持管理に対しまして、沿線自治体で

支援する豊岡市分の補助金です。 

 次の鉄道施設総合安全対策事業費補助金８４万

１，５７３円は、西舞鶴駅に設置されてます北近畿

タンゴ鉄道株式会社の老朽化した軽油地下タンク

の更新経費に対しての、沿線自治体の豊岡市分の補

助金です。 

 次の事業、バス交通対策事業費の主な支出では、

１１６、１１７ページをお開きいただきますと、ま

ず、業務委託料のバス運行管理業務５，９０５万９，

０００円は、有償旅客運送、いわゆる、イナカー運

行管理業務委託料で、内訳としては、全但バス株式
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会社に２，７３８万４，５００円、株式会社ランド

ウェイに３，１０２万５，５００円と、昨年度から

新たな交通モードとして、地域内で運営を確立しよ

うと、イナカー竹野海岸線の共同運行管理サポート

業務を、竹野観光協会に６４万９，０００円で委託

した３つの合計です。 

 次の事業委託料の公共交通支援事業委託料３１

２万７，１８０円は、出石担当地域で、地域が主体

となって実施いただいているチクタク運行業務を

４地区の運営協議会に事業委託したものです。 

 その３行下、事業用備品２，０４３万５，１００

円の主な支出は、一つには、有償旅客運送事業のイ

ナカー三方、八代線に導入した１４人乗りの車両購

入費、それと、２つ目にはイナカー竹野南線に導入

した２９人乗りの車両運行費、３つ目に有償旅客運

送事業のチクタク奥山に導入した５人乗りの車両

購入費の３つの合計額です。 

 次の補助金、地方バス等公共交通維持確保事業補

助金の１億５，２０６万７，０００円は、バス路線

の国県市協調路線の１０系統、県市協調路線の１５

系統、市単独の補助路線の２７系統の運行補助１億

４，３９０万４，０００円と、国県市協調の車両購

入に対します補助金８１６万３，０００円を全但バ

ス株式会社へ交付したものです。 

 次の市街地循環バス事業費補助金の１，６４０万

６，０５６円は、豊岡市街地循環バスとして運行し

ていますコバスの事業運行補助金を全但バスのほ

うへ交付したものです。 

 次の高校生通学定期券購入費補助金の１，６１６

万９０８円は、市内の高校生が通学するために定期

券を購入する際に、月額１万５，０００円を超える

部分を市が支援する補助金です。ちなみに２０２０

年度は２３９件の実績です。 

 次の事業、公共交通利用促進事業費の主な支出は、

補助金の２つ目、路線バス協同運行事業費補助金の

８６７万２，０００円で、神鍋２００円バスの運行

に係ります減収補填の補助金を全但バスに交付し

たものです。 

 その３行下、交付金の公共交通事業者支援給付金

の２，７２０万円は、昨年、新型コロナウイルス感

染症拡大により、第１回目の緊急事態宣言が発出さ

れて以降、経営に深刻な影響を受けた市内のバス、

タクシー事業者に対して、４月１日を基準日として

支援した給付金です。 

 次の、公共交通事業者事業継続支援給付金の３，

３２０万円は、今年の年明け以降、第２回目の緊急

事態宣言が発出され、さらに経営に深刻な影響を受

けた市内のバス、タクシー事業者に対して、これは

２月の１日を基準日としての事業継続支援給付金

です。なお、先ほどの第１回目の４月１日を基準日

とした支援給付金は、運転手の雇用を守るための支

援給付金でありましたが、今回のこの２月１日を基

準日とした継続支援給付金は、事務員も含めて、会

社自身の事業継続を支援した給付金です。 

 次の事業、鉄道交通対策事業費繰越明許分の鉄道

軌道災害復旧事業費補助金の１，１６５万９，５２

９円は、京都丹後鉄道におきまして、平成３０年７

月豪雨等の被災による鉄軌道の復旧を、国の３か年

緊急対策に基づく国土強靱化事業の事業補助金に

より、沿線自治体で支援する豊岡市分の補助金です。 

 １４２、１４３ページのほうをお開きください。

１４３ページの中段から下段に向けて、但馬空港利

用促進事業費の主な支出では、補助金のコウノトリ

但馬空港利用促進協議会補助金１，９８９万６，９

７３円で、但馬空港の利用促進を図るため、市民や

ビジネスで来られた方に対する運賃助成と市内小

学生や新成人に対する無料体験補助、さらに利用促

進経費を、この協議会のほうへ交付したものでござ

います。 

 １６２、１６３ページのほうをお開きください。

１６３ページの下段辺りにかけて、但馬空港利用促

進事業費の主な支出では、事業委託料の但馬空港利

用促進事業委託１，１００万円で、これは地方創生

交付金事業として、豊岡市とＪＡＬとの共同による

プロモーション業務委託として、日本航空株式会社

に委託したものでございます。 

 １６６、１６７ページをご覧ください。１６７ペ

ージ、上段辺りに子育て支援総合拠点等整備事業費
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の手数料１９２万５，０００円は、アイティ４階フ

ロアの一部を取得するに当たっての不動産鑑定手

数料です。 

 少し飛びますが、３２２、３２３ページのほうお

開きください。３２３ページの上から９行目、豊岡

駅前広場等管理費の主な支出は、維持管理委託料の

施設管理委託料２４０万６，３８０円で、豊岡駅前

広場、駅前公衆トイレ、市道大開一日市線地下通路

の維持管理業務を、アイティ豊岡都市開発株式会社

に業務委託したものです。 

 １つ事業飛びまして、公園管理費の主な支出では、

維持管理委託料の公園管理１，２３１万５，４４５

円で、業務としては４つに分類されますが、主なも

のとして、３つだけを紹介します。１つ目として、

市内１８公園の除草清掃作業に、植木の剪定作業を

公益社団法人の豊岡市シルバー人材センターに６

１７万７，９８８円で委託したものです。２つ目と

して、市内の都市公園等のトイレ１５か所の清掃管

理を、同じくシルバー人材センターに３０７万２，

３６４円で委託したものです。３つ目として、地域

内の２５公園施設の維持管理を地元区等に、合計２

８６万６，２００円で委託したものです。 

 その６行下、整備工事費のうち、３２５ページの

１行目、山王公園の１，３００万８，６００円は、

芸術文化観光専門職大学の学生寮の背後に隣接し

ます山王公園の排水及び落石防止、さらに不要木等

の伐採と剪定を行ったものであります。 

 次の事業、公園施設長寿命化事業費の主な支出で

は、まず投資委託料の設計４１０万５，２００円は、

出石城公園の登城橋の補修設計業務委託です。その

４行下、整備工事費のうち、山王公園の２，３１２

万３，１００円は、山王公園のトイレ等施設整備工

事で、築４７年が経過しました公衆トイレの改修と

公園周囲の防護フェンスの改修及び不要木伐採を

行ったものです。 

 次の日高児童公園の４７７万７，３００円、出石

町の町分公園の２７１万４００円、同じく出石町の

北部公園の１２０万５，６００円は、いずれも外周

フェンスの改修工事が主たる工事でございます。 

 次の設置工事費の遊具１，４５９万３，７００円

は、中央公園であいの遊具更新工事で、主たる工事

内容は複合遊具組立て設置工とベンチ設置工７か

所の整備工事です。 

 次の事業、公園管理費、繰越明許分の整備工事費

のジャジャ山公園２４９万８，６００円は、昨年度

からの繰越工事で、これは最終工事完了に伴います

精算払い額です。 

 次の事業、中央駐車場管理費の主な支出は、維持

管理委託料の駐車場管理７３０万４００円で、中央

駐車場の維持管理をシルバー人材センターへ業務

委託したものです。 

 ３２６、３２７ページのほうお開きください。中

ほどの目５の土地区画整備費の下段に向けて、稲葉

川土地区画整理事業費の主な支出は、まず、業務委

託料の区画整理登記等業務１，２４３万円は、換地

処分後の区画整理登記業務を、兵庫県まちづくり技

術センターへ委託したものです。 

 その２行下、整備工事費で、次のページにまたぎ

ますが、土地区画整理５８０万５００円は、１つに、

補完工事として、アスファルトコンクリート舗装工

事、２つ目に竣工記念碑設置工事、それと、３つ目

に市道赤崎江原線歩道整備工事の３つの工事を上

げております。 

 なお、２００６年度から始まりました稲葉川土地

区画整理事業は、２０２０年度でもって事業が完了

いたしました。 

 歳出については以上です。 

 続いて、歳入のほう説明いたします。 

 ２８ページ、２９ページをお開きください。２９

ページの下から５行目、有償旅客運送使用料の９８

６万２，０８３円は、内訳として、イナカーの運送

使用料９４６万８，４３３円と、チクタクの運送使

用料３９万３，６５０円です。 

 ３０ページ、３１ページをお開きください。３１

ページ、下から７行目の駐車場使用料の豊岡中央駐

車場８６６万７００円は、豊岡中央駐車場の年間の

駐車場使用料です。ちなみに、令和２年度で利用さ

れた駐車台数は、定期利用台数が延べ１，３８１台、
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普通利用台数が２，１２０台でありました。 

 ３６、３７ページをお開きください。３７ページ

の中段から下段に向けて、節１総務管理費補助金の

１行目、地域公共交通確保維持改善事業費補助金１，

３４５万２，０００円は、路線バスの運行に係りま

す国県と協調した運行事業支援の国庫補助金です。 

 ４０、４１ページをお開きください。４１ページ、

下段辺りに社会資本整備総合交付金の公園施設長

寿命化事業費７００万円は、中央公園であい遊具更

新工事の補助金です。 

 ４２、４３ページをお開きください。４３ページ

の下段に向けて、地方創生推進交付金１億３，０２

６万５，５６０円のうち、都市整備課に関連するも

のは５５０万円です。歳出で説明しましたが、豊岡

市とＪＡＬとの共同プロモーション業務にこの交

付金を充当しております。 

 次の地方創生臨時交付金１６億２，３４１万円の

うち、都市整備課分につきましては６，８２１万３，

０００円です。歳出のほうで説明しましたが、京都

丹後鉄道の運行継続支援として、ＷＩＬＬＥＲ Ｔ

ＲＡＩＮＳ株式会社に交付しました７８１万３，０

００円、それと、市内の公共交通のバス、タクシー

事業者に対してのそれぞれの支援給付金６，０４０

万円が、この交付金を充てております。 

 ６４ページ、６５ページのほうをお開きください。

６５ページの中ほどに、振興基金繰入金４億５，６

０４万円のうち、都市整備課分に該当しますのが６

９２万５，０００円で、これは２事業ございまして、

１つとして、地方創生但馬空港利用促進事業費のＪ

ＡＬとの共同プロモーション事業に充当した５０

０万円です。２つ目として、地方創生子育て支援総

合拠点等整備事業費の４階フロアの一部を取得す

るに当たっての不動産鑑定手数料に充当した１９

２万５，０００円です。 

 ７６、７７ページのほうご覧ください。中ほどの

補助金、交付金の９行目、トヨタ・モビリティ基金

活動助成金１，１３７万３，３８０円は、イナカー

竹野海岸線におきまして、新たな交通モード体制の

定着を図るため、既存車両の改造、再編調査業務、

サマーバスの運行に当たっての調整、一部デマンド

運行の検討実施などの事業に充当した財源です。 

 ８０、８１ページをお開きください。８１ページ

の下段辺りに、バス交通対策事業債、イナカー１，

３２０万円は、イナカー竹野南線に導入したバス車

両購入費に充当した市債です。 

 次の鉄道交通対策事業債、京都丹後鉄道軌道安全

輸送設備等１，３１０万円は、北近畿タンゴ鉄道株

式会社が実施いたしました電路、線路、車両の設備

改良に伴い、市から交付した補助金に充当した市債

です。 

 ８２、８３ページのほうお開きください。８３ペ

ージの１行目、鉄道交通対策事業債、繰越明許分は、

京都丹後鉄道軌道安全輸送設備等の１，１００万円

は、昨年度からの繰越事業で、国土強靱化対策事業

に対して市から交付した補助金に充当した市債で

す。 

 ８４ページ、８５ページのほうお開きください。

８５ページの中ほど、公園整備事業債、公園施設長

寿命化事業の３，２３０万円は、出石城公園の登城

橋補修設計業務の４１０万５，２００円と、山王公

園トイレ等施設整備工事の２，３１２万３，１００

円ほか、３公園のフェンス等の改修工事に充当した

市債です。 

 次の土地区画整理事業債、稲葉川の１，６４０万

円は、区画整理登記業務委託、稲葉川の土地区画整

理事業補完工事と記念碑設置工事の合計額１，７３

６万３，５００円に充当した市債です。 

 次の公園整備事業債、繰越明許分のジャジャ山公

園２４０万円は、昨年度からの繰越工事で最終の精

算払いに充当した市債です。 

 ８６、８７ページのほうご覧ください。８７ペー

ジの中ほどの過疎対策事業債、過疎地域自立促進特

別事業分１億３，４５０万円のうち、都市整備課分

は６１０万円で、これはバス交通対策事業の高校生

通学バス定期購入補助金のうち、過疎地域に当たり

ます補助金が６１１万４，２９０円、その額に充当

した市債です。 

 都市整備課分の歳入は以上です。 
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 最後に、財産に関する調書について説明を申し上

げます。 

 ５９４ページ、５９５ページをご覧ください。 

 行政財産の土地についてです。表の中段以降に、

公共用財産の公園欄のところですが、ジャジャ山公

園４，０７０平米の像面積につきましては、これは

市町合併当時の登載漏れで、記載のとおり修正する

ものでございます。 

 以上、都市整備課の説明を終わらせていただきま

す。 

○分科会長（福田 嗣久） 次は、建築住宅課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） それでは、歳出につ

いて、主なものを説明いたします。 

 まず、３２８、３２９ページご覧いただきたいと

思います。中段の住宅費、住宅管理費です。不用額

３８０万７，３８７円となっております。これにつ

きましては、主なもの、需用費の不用額６３万３，

０４３円、主に光熱水費とか、市営住宅修繕料、こ

れらの残。あと節１４工事請負費の不用額１９７万

６，７４０円、これは市営住宅補修工事費、これの

残といったところが主な要因でございます。 

 次に備考欄、下から１６行目のところの住宅管理

費では、その下５行目に書いております、修繕料３，

５８７万５，８０９円、これにつきましては、市営

住宅の給湯設備、風呂釜の取替え修繕、あと退去修

繕と各種修繕にかかった費用でございます。その下

６行目、保守点検委託料ということで６５２万４，

０９４円、これにつきましては、消防設備やエレベ

ーター等の保守点検等の委託料でございます。 

 めくっていただきまして、３３０、３３１ページ

をご覧ください。１０行目、補修工事費８，４５５

万３，２６０円ですけども、これにつきましては、

福住住宅、あと元薬師２号、鶴岡、この３住宅の昇

降機設備、エレベーターですね、の改修工事を行っ

たもの。あと但東の中山向町住宅の外壁等の改修、

あと出合の第２住宅の屋根改修などの工事、その他

の退去に係ります修繕工事、これらの工事費でござ

います。その下６行目、住宅耐震改修促進事業費で

ありますけども、５行目、業務委託料、耐震診断業

務１１３万４，０００円、これにつきましては、民

間住宅の耐震診断業務３６件実施しました分でご

ざいます。 

 その下、補助金１，２３８万４，０００円のうち、

住宅耐震改修促進事業費７７７万６，０００円、こ

れにつきましては、耐震診断受けての耐震改修に向

けた計画策定８件、あと具体的な耐震改修工事１８

件行った方に対する補助金でございます。 

 その下、住宅耐震リフォーム事業費４６０万８，

０００円につきましては、耐震改修工事に合わせま

して行われましたリフォーム工事、これに対する補

助金１６件分というものでございます。 

 その下、住宅新築資金貸付金改修事業費５万８，

９２０円、同資金の償還業務の事務をしております

ので、これに係りました事務経費でございます。 

 その下、老朽危険空家空家対策事業費の９行目、

業務手数料５６６万６，１００円、これにつきまし

ては、城崎町来日区内の特定空家、これを略式代執

行により除却をしましたので、その特定空家等略式

代執行業務の委託料でございます。 

 その下、補助金、老朽危険空家除却支援事業費１

３３万２，０００円、これにつきましては、豊岡沖

加陽区内にございます特定空家、これを所有者が除

却された、それに対する補助金でございます。 

 その下、要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成

事業費、繰越明許分ということになりますけど、ち

ょうど３３１、３３２ページにかけて記載しており

ますけども、２億９，２６２万４，０００円、これ

は今までから取り組んでおります３階建て以上、床

面積５，０００平米以上、旧耐震、昭和５６年５月

以前というふうな形の対象物に対する耐震補強工

事の工事費補助金でございます。工事の大半が元年

度から令和２年度のほうに大半が繰り越しされま

したので、その繰越明許分の工事費に対する補助金

ということでございます。 

 その他については、ちょっと説明を省略させてい

ただきます。 

 続きまして、歳入についてです。主なものを説明

します。 
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 ２８、２９ページをご覧ください。下段にありま

す、総務管理使用料の備考欄４行目、行政財産目的

外使用料２，８１０万８，１８３円のうち、建築住

宅課分が４５０万６，１５８円です。これにつきま

しては、お試し居住住宅の使用料、あと大学生の入

居に係る住宅使用料、あとそれ以外の関電さんとか、

そういった業者に対する関電柱なんかの設置の使

用料等でございます。 

 次に、３０、３１ページ、最下段になりますけど

も、住宅使用料です。収入済額２億５，６３５万６，

６４０円ですけども、ちょうどまたいだ３２、３３

ページに書いてありますけども、３行目に移住促進

住宅使用料、これにつきましては、但東振興局の所

管となりますので、金額だけがその科目からは除か

れると、除きましたら２億５，５０６万８，２４０

円となります。内訳につきましては、３１から３３

ページにかけて書いております。現年度分の公営住

宅使用料、あと滞納繰越しに係る使用料、あと市営

住宅の駐車場の使用料でございます。内訳はご覧い

ただければと思います。 

 また、３１ページに書いております収入未済額４

８４万６，３４２円、これが過去からの住宅使用料

の過年度の滞納分ということで、これが残っておる

というものでございます。 

 あと、次に４０、４１ページ、下の段のほうにな

りますけども、土木費、国庫補助金、国庫の分です。

住宅費補助金です。収入済額１億５，９２１万１，

０００円ということで、備考欄記載しております全

額、社会資本整備総合交付金、内容につきましては、

先ほど歳出のほうで説明もいたしました耐震関係、

あと公営住宅の改修、空き家除却、それらに係りま

す事業に対する国庫補助金ということで、内訳は記

載のとおりでございますので、ご覧いただければと

思います。 

 次に、５０、５１ページ、ご覧ください。備考欄、

最下段の３行、あと５２、５３ページの上４行ほど

残っておりますけども、こちらが土木費県補助金で

す。住宅費補助金、収入済額７，４９７万３，００

０円ということで、５１ページの備考欄、最下段の

３行分、これにつきましては、耐震空き家除却に係

る県補助金、内訳は記載のとおりでございます。 

 ５２、５３ページのところの１行目、住宅新築資

金等貸付金償還推進助成事業補助金３万円、これに

つきましては、償還事務に係る、僅かですけど補助

金ということ。その下、多数利用建築物耐震化助成

事業費補助金、繰越明許分７，３１５万５，０００

円につきましては、先ほど国庫でも申し上げました

要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業、耐震

補強に係る補助金ということでございます。 

 あとちょっと飛びます。次に、６６、６７ページ、

下のほうの段をご覧いただければと。６６、６７ペ

ージ、土木費貸付金元利収入、住宅資金貸付金元利

収入につきまして、収入済額３６９万９，４３６円

ということで、内訳につきましては備考欄記載の住

宅改修資金貸付金、住宅新築資金貸付金、宅地取得

資金貸付金、それぞれの元利収入ということでござ

います。 

 収入未済額３，８１４万５，１３６円のうち、３，

７９２万６３４円、これが、この３つの資金の過年

度滞納分ということになります。 

 なお、先ほど報告第１６号で説明しました債権放

棄１人分３０８万１，３７７円を不納欠損額という

形で計上をいたしております。 

 次に、６８、６９ページ、下の段、雑入でござい

ます。収入未済額７，９３６万６，２３１円とあり

ますけども、このうち建築住宅課分が４９万５３０

円、収入未済があると。内訳としましては、市営住

宅の共益費の過年度滞納分、あと市営住宅の修繕費

負担金が収入未済ということであるというもので

ございます。 

 次に、７４、７５ページ、一番下です。雑入で市

営住宅共益費１１８万３，１３９円のほか、７６、

７７ページ、上から５行目まで市営住宅各種負担金

ということで記載の金額を収入しております。内訳

はご覧いただければと思います。 

 その下、市営住宅損害金２４万４，９００円、こ

れにつきましては、住宅明渡し等に伴います家賃、

駐車場使用料相当額の損害金の収入と。 
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 あと７８、７９ページ、下から５行目に書いてあ

ります裁判予納金返納金９３万７，３２８円、これ

のうち７０万円が建築住宅課所管の分でございま

して、元年度に特定空家の除却に向けた相続財産管

理人選任申立てを行いまして、裁判所に予納金７０

万４，２３０円納付いたしました。そして、２年度

になってから除却が完了しまして、精算がされて、

その結果７０万円が返納されたということで、４，

２３０円の経費で一応除却は済んだというような

形になっております。 

 その他の歳入につきましては、説明をちょっと省

略させていただきます。歳入は以上でございます。 

 続きまして、財産調書について説明をいたします。 

 ５９２、５９３ページをご覧いただきたいと思い

ます。この一覧で、ちょっと説明させていただきま

す。行政財産の欄の上から５行目、公営住宅です。

土地で３，５３７．６８平米と書いてありますけど

も、それのうち９６１．００平米、これの減、９６

１．００平米、土地の分が減、その右側に建物の木

造３８０．００平米の減、これにつきましては、市

営赤野住宅、特公賃でしたけれども、５棟、これを

用途廃止いたしまして、同じ行政財産でありますけ

ども、４行下のその他の財産として但東振興局所管

の移住促進住宅、こちらに所管替えをしたという形

のものが、こちらに記載されてるというものでござ

います。この内容が、５９４から５９７ページ、土

地、建物それぞれの調書にも記載されておりますけ

ども、説明は省略させていただきます。 

 最後に、６０８ページをご覧ください。債権につ

いてです。区分欄、２段目に住宅新築資金等貸付金、

元金の増減高２８万９，０００円の減額ということ

で、令和２年度末の元金の現在高は１７万３，００

０円となっておるということでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 それでは質疑に入りたいと思います。 

○委員（村岡 峰男） ５分しかあらへんやん。予定

でいくとな。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと確認です。多分建設

課だと思うんですけど、砂防の父の赤木正雄さんと

こで、この内容じゃないんですけど、あとはどっか

委託してるんか、それとも直轄でしたか。都市整備

部。あそこの銅像の部分。資料になくて。塩津の公

園のとこ。 

ちょっとね、ちょうどいいタイミングやったんや

けど、昨日、管理がちょっと何かうまくできてない

と、草がようけ生えて、どうなんだろうというよう

な。昨日ちょっといいタイミングやと思って、ちょ

っと管理お願いしたいなと。 

○分科会長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 塩津の国道３１２号

に隣接してるところの部分の公園の用地が未登記

だったかなというふうなことだったと思うんです

けれども、その話。 

○委員（岡本 昭治） いや、じゃない。 

 管理だけの話です。 

○都市整備課長（石田 敦史） 内容がちょっと私存

じておらんのですけど。 

○建設課長（冨森 靖彦） ちょっといいですか。 

○委員（岡本 昭治） どうぞ。すみませんね、ちょ

っと申し訳ない。 

○建設課長（冨森 靖彦） その件については、ちょ

っと国交省からどこが所管だろうということは聞

かれてまして、都市整備だということで話したんで

すけど、要は、何か１１月７日に土木セミナーとい

うのがあって、そこで、赤木先生のことを中心にさ

れるということで、そんなんで、ちょっと管理がと

いうようなことを言われたんで、都市整備の担当の

ほうにはお伝えさせていただいて、対応はされると

いうふうに聞いておりますけど。 

○委員（岡本 昭治） されるというのは。（発言す

る者あり）いや、銅像の立っている。 

○建設課長（冨森 靖彦） 銅像の。 

○委員（岡本 昭治） その周辺。 

○建設課長（冨森 靖彦） 周辺。 

○委員（村岡 峰男） 今度整備するんでしょ。 
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○委員（岡本 昭治） まあ、しておくということで

すね。 

○建設課長（冨森 靖彦） 対応はしていただいてま

すんで。 

○委員（岡本 昭治） 近いうちにしてくれる。 

○建設課長（冨森 靖彦） はい。 

○委員（岡本 昭治） すみません。ちょっとこれ内

容でなくて。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ３点ほど聞かせてください。 

 ３０３ページの未登記箇所云々というのがあり

ますね、業務委託で。あとどのぐらいあるかってい

うの分かりますか。過去、昔ね、ちょっと３つ合わ

せて言うわ。昔は、村でね、一々登記までせずに道

を広げたり、田んぼをね、そのまま放っとると、あ

るいは市街地でも似たような話いっぱいあると思

うんですが、どのぐらいあるのかなっていうだけ教

えてください。 

 それから、アイティの、これ何ページやったかい

な。アイティは、この年度に４階買ったんですね。 

だから子供のところは今年だけども、学習サロン

のほうは、この年度ですから、買ったことそのもの

についての評価、今年大変な７，５００万円という

子供のほうをね、追加もあったんですけども、どう

かなっていうのが２点目。 

 それからもう一つは、いっつも毎年言っとんです

けども、但馬空港利用促進、コロナでお客さんがご

っつい減って、利用促進出しとる、補助金も少ない

んですけども、大分減っとるんだけど、見直す気は

ないのかと。特に補助率が５０％を超える補助って

いうのはやっぱり見直すべきだと思うんですが、そ

の辺のことだけ、後の討論で要るんで。 

○委員（椿野 仁司） 討論で言ったらええやん。 

○委員（村岡 峰男） いやいや、だから聞いとかん

と。 

○委員（椿野 仁司） はい、分かった。 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 未登記につきましては、

どれぐらいあるかっていうのは、現実のところは把

握できておりません。ただ、これが大体分かるって

いうのは、民間、一般の個人の方が、例えば土地を

分筆される際に、当然官民境界の協定とかっていう

作業が発生してきますんで、そこで、境界立会を申

請が上がってきたときに発覚することが多いんで、

それを受けまして、市の中で優先順位をつけまして、

対応してるということがあります。 

○委員（村岡 峰男） うん、分からへん。 

○建設課長（冨森 靖彦） 実はたくさんあるんだろ

うなとは思いますが、ちょっと把握はできてないと

いうのが現実です。 

○分科会長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） まず、アイティの取

得に係ります評価の関係だったと思いますが、アイ

ティの不動産鑑定評価は収益価格と積算価格の両

方でもって評価をさせていただき、当時、昨年の、

基準日ちょっとうろ覚えですが、恐らく１１月１日

付の基準日で評価をさせていただいて、これまでの

いわゆる近傍の価格であったりとか、取引事例等を

参考にしながら積算価格のほうは求めています。ま

た収益価格、そのアイティの建物自身がどれぐらい

の収益が上がるか、その辺りを評価されての今回鑑

定をされまして、両方の面で鑑定をされましたので、

適正な価格で評価されたというふうに我々は判断

いたしております。 

 続いて、最後に但馬空港の利用の促進の補助金の

関係でございますが、昨年からもその話は、議員か

らもお話がある中で、半分、２分の１以上の補助金

が出ているのじゃないかというふうなところでは

ありますが、実際のこの利用の補助金のメニューを

使われてるのが、一番特割の早い段階で、チケット

を購入されての購入価格に対しての補助金ですの

で、２分の１以上の補助金は出ておりません。当然、

公共共通で言いますと、やはりＪＲと比較してとい

うふうなところになってこようと思いますので、そ

の辺りと比較して、例えば大阪でしたら、当然ＪＲ

で行くと５，０００円弱指定料金でかかってまいり

ます。一番飛行機で利用が多い特割のＣっていうと
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ころの料金ですが、それもほぼＪＲのほうが若干安

くて、飛行機のほうが若干高いというふうな状況に

なっております。やはりこの助成っていうのは利用

の動機づけになってくることでもありますので、今

のところ一般質問でもございましたが、変更する予

定はありませんし、当然各市町、但馬３市２町の助

成の並びも検討する必要があるので、それらの調整

も考えますと、今のところは検討はいたしておりま

せん。 

○委員（村岡 峰男） はい。結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。村岡委員、

よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） いいです。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さんは。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ３１ページの道路占用料なん

だけど、法定外の用地の占用料ってあるでしょう。

道路占用っていうのは、５，７００万円のこれ収入

が上がっとるんだけど、一般的に、例えば道路の市

道の下を通ってるとか、市道の上を通ってるとか、

それから、河川の上に、いわゆる橋をかけてるお家

が結構あるんだけど、それはでも河川の場合は県の

河川だから、橋の場合は占用料という形になるのか

なと。京都なんかの場合、占用料っていうのを取る

っていうのをよく聞くんだけども、これ５，７００

万円って結構大きいんで、件数とそれと一番大きい

とこでどの程度の金額を５，０００円ほど取ってる

のかな。道路占用、５，７４５万円って上がっとる。 

 例えばＮＴＴだとか、関電だとか、電線なんかも

占用料入るよな。（「そうですね」と呼ぶ者あり）

だから、どういう部分が一番大きいのかな。５，７

００万円って大きいからさ、ちょっと教えてほしい

んだけど、主なものを。 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 道路占用料は、市道の上

空であったり、地下だったりということで、占用料

ということで取っておりまして、件数は……。 

○委員（椿野 仁司） いいよ、細かいのは。大体で

分かれば。 

○建設課長（冨森 靖彦） 件数は３３７件です。 

○委員（椿野 仁司） ３３７件。 

○建設課長（冨森 靖彦） やはりＮＴＴであったり、

関電であったり、ガスなんかもそうですし、そうい

うのが多いんです。大口になります。一件一件は小

さいんですけど、それが件数がたくさんあるんで、

大きな金額がたくさんになってくるということに

なります。 

○委員（椿野 仁司） ぱぱっと今、件数で割ったら。 

○建設課長（冨森 靖彦） ３３７件です。 

（「１件当たり１７万円」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 私も、実は、何か所か道路占

用料払ってる、大した金額じゃないんですが。かな

り金額大きいなと思っとったんで。じゃあ一番大き

いのはやっぱりＮＴＴとか関電とか、ああいう電線

が一番多いんですか。 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） そうですね。やっぱりそ

ういう事業者が一番大きいです。 

○委員（椿野 仁司） 分かりました。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 ほかの委員の皆さん、よろしいか。 

（「法定外でもいいですか。川、川のところ。」と

呼ぶ者あり） 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 先ほど河川に出入口がか

かっとるというのがあるんですけど、河川について

も、こちら側でいうと法定外ということで、通常の

普通の河川だったら法定外河川ということで占用

を出していただきますけど、家に入る進入路等は、

もう基本的には免除、占用料免除になっております

んで。 

○分科会長（福田 嗣久） ああ、そういうやつな。 

○委員（椿野 仁司） そういうような……。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） そうすると、市道から県の河

川の上を通ってる道が幾つかあるよね、城崎もある。

そうすると、今の河川としての占用は取らないけれ



 52

ど、権利は、自分でその橋は造らなきゃいけないで

しょう。管理も自分でやらなきゃいけないんだよね、

そうですよね。それで、今の占用料要らない、要る

んじゃなかったか、要らないの。 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） いや、当然生活に必要な

物なんで、それは免除になっとるはずですけど。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 営業目的だったら。 

○分科会長（福田 嗣久） 何ぞバスが通るの。 

○委員（椿野 仁司） 違う、違う、違う。 

○分科会長（福田 嗣久） 冨森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） 当然営業目的であれば、

必要であると考えてます。 

○委員（椿野 仁司） 分かりました。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。よろしいで

すか。 

 ちょっと私が一つだけ。本議会で言わせていただ

いたアイティの件ですけども、うろ覚えであれです

けども、土地の評価は９億６，０００万円か、７，

０００万円か、アイティ都市開発の、即答できんで

しょうけども、現在のあの取得価格がそのままずっ

と引っ張っていかんなんと思うんで、私が半分にな

ったら債務超過になっちゃうよということで済ん

どいたんだけど、あれの現在とのギャップちゅうの

はどれぐらいあるんか教えてくれんだろうか。 

あれは２５年前ぐらいに取得されたいうことにな

って、それがアイティ都市開発が引っ張っとるんだ

けれども、その分を、４階と違うで、６階、７階と

地下１階か。その金額が９億６，０００万円か７，

０００万円かだったと思いますけども、どちらにし

ても相当大きな金額になってて、区分所有になるし、

区分所有の敷地分だから、敷地権というふうになる

んかもしれんけれども、あれがどれぐらいのジャッ

ジになるんか、査定になるんか。一遍教えてえな。

大事なことだと思うんで。 

 あしたでよろしい。あしたでよろしいけどね。ち

ょっとそれ気になるな。一番大きな問題だと思うし。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） アイティの都市開発

分。 

○分科会長（福田 嗣久） そうそう。アイティ都市

開発、さっきの村岡さんが言いなったのは、４階の

取得の鑑定の話だしね。アイティ都市開発の決算で

の価格を２５年か、２６年前からずっと引っ張って

ると思うんだけど、取得価格で引っ張ってきとるん

で。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 現在の価格としては

何ぼになるか。 

○分科会長（福田 嗣久） そうそう、現在の価格と

のギャップはどれぐらいあるのかね、これはやっぱ

り将来にわたって禍根を残すことになるし、さっき

の財産目録で７億円の何だったいな、貸付金じゃな

くて劣後債か。これとも非常に関連すると思うんで、

また教えてください。 

○委員（椿野 仁司） 委員長特命です。 

○分科会長（福田 嗣久） 今日はそれじゃ、ここま

でにさせていただきます。 

 暫時休憩いたします。再開は午後３時５０分。 

午後３時３９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時５０分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 第１０６号議案中、当分科会の審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出決算書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書等についてであ

ります。 

 説明は、所管に係る歳出、歳入、最後に財産調書

の順でお願いします。 

 なお、説明に当たっては、必要に応じて、資料の

ページ番号をお知らせください。 

 質疑は、全体の説明が終わった後に一括して行い

ます。 

 それでは、水道課、下水道課の順に説明をお願い

いたします。 

 まず、水道課、和田参事。 
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○水道課参事（和田 哲也） 失礼します。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、水道関

係分についてご説明いたします。 

 歳入歳出決算書の２４７ページをご覧ください。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○水道課参事（和田 哲也） 歳出として、２４７ペ

ージの一番右側、備考欄の中段ぐらいですが、水道

事業会計負担金３億２，２５１万７，９１４円は、

総務省繰り出し基準等に基づく水道事業会計への

負担金で、企業債への元利償還金に対する負担金、

政策的に料金を抑えている、いわゆる特別料金に係

る差額に対する負担金が主なものでございます。 

 歳入及び財産調書につきましては該当ございま

せん。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○分科会長（福田 嗣久） 以上ですか。 

 それでは、下水道課。 

○下水道課長（榎本 啓一） 第１０６号議案、令和

２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、下水道課分の説明をさせていただきます。 

 歳入歳出決算書の３２９ページをご覧ください。

（「３２０」と呼ぶ者あり） 

 ３２９ページです。歳出です。一番右側、備考欄

の上から３枠目です。下水道費の下水道事業会計負

担金２５億９，５５７万５１２円につきましては、

総務省繰り出し基準等に基づく下水道事業会計の

負担金として、雨水処理負担金、分流式下水道に要

する経費、企業債の元利償還金に対する交付税措置

分及び政策的料金に係る料金不足額などが主なも

のであります。 

 財産調書につきましては該当がありません。 

 以上、一般会計決算の下水道事業に関する部分の

説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑を受け付けたいと思います。質疑はございま

せんか。 

○委員（村岡 峰男） いいですか。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 水道事業のほうの、この特別

料金の中に、工業団体の差額だとか、それから、銭

湯の料金だとか、いろいろとあると思うんですが、

どんなんがあるんだいな。何々、特別料金のあれは。 

○分科会長（福田 嗣久） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） いわゆる特別料金の差

額の分につきましては、工業団地、城崎の区営浴場、

湯島財産区営浴場と、いわゆる銭湯っていう浴場、

その３つがございます。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 金額もですか。 

○委員（村岡 峰男） いや、そこまではええ。 

 区営浴場というのは、さとの湯のことけ。 

○委員（椿野 仁司） 言ってるのは財団区だからね。

全部だ。 

○委員（村岡 峰男） 全部。７つか何ぼの。 

○委員（椿野 仁司） そうそう。私が答えたらあか

んのか。 

○分科会長（福田 嗣久） 当局から答えてもらって。 

 どうぞ、和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 委員おっしゃるとおり、

７つの外湯の分でございます。以上です。 

○委員（村岡 峰男） 公衆浴場っていうのは、豊岡、

１件ですか。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○水道課参事（和田 哲也） はい。豊岡市内、すぐ

そこにありますけども、その１件でございます。以

上です。 

○委員（村岡 峰男） １件か。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほか。 

 どうぞ。椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今、上水も下水もあったんだ

けど、総務省の繰り出し基準というのをおっしゃっ

た。ちょっと忘れちまったんで、もう一回教えてほ

しいんですけど、繰り出し基準というのは、何に対

して、例えばこの金額は固定されるのか。いわゆる

限度額があるのか。それから、いろいろと水道料金
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だって、正直言うと各市町村違いますよね。そうな

ってくると、どこまで繰出金を、いわゆるそういっ

た会計に放り込むことができるのか。基準っていう

のは、査定っていうのは、何が基準なのかよう分か

らへん。それ教えてください。人口だとか。 

○分科会長（福田 嗣久） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） その総務省の繰り出し

基準、あくまで基準ではございますけれども、いろ

んな要件がありまして、例えば元利償還金、以前に

借りた企業債の元利償還金の、例えば２分の１であ

ったり、３分の１であったり、企業債を借りる、そ

の対象になる事業につきましてもいろんな制約と

かがありますし、例えば昔、簡易水道だった頃に借

りた企業債の元利償還の２分の１ですとか、そうい

ったいろんなメニューによって、その額も違います

し、それですとか、例えば水道でしたら、消火栓に

要する経費、消火栓は一般会計が負担すべきものと

してということで、そういったものがあったり、い

ろんなものがありますので、必然的に、例えば企業

債でしたら、会社分の要件が２分の１でしたら、そ

の２分の１が上限になったりと、いろんなパターン

がありますので一概には言えませんけど、金額が固

まっているのかということはちょっと言えません

けれども、一応基準にのっとって言えば、それぞれ

の水道事業なり下水道事業でやっぱり変わってき

ますので、その事業の状況によって額は変わってく

るものでございます。（発言する者あり） 

 あと水道料金につきましては、豊岡市のほうで、

先ほどの、いわゆる特別料金の差額の分については、

総務省の繰り出し基準の中には入ってません、当然。

これはあくまで豊岡市独自の政策としてやってい

るものですので、だから、総務省の繰り出し基準に

基づいて、あと豊岡市の独自の基準をつくりまして、

あと財政と話をする中で、この特別料金の差額の分

については繰入れをしていると、繰り出しをいただ

いてしてるということでなってますので。（発言す

る者あり） 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 平たく言えば、下水も同じ考

え方の答弁なのかな。今の話だと。 

○下水道課長（榎本 啓一） そうですね、はい。考

え方は同じ。 

○委員（椿野 仁司） 考え方はいいんだけど、要は、

何が言いたいかっていうと、豊岡市の財政や豊岡市

の環境で、例えば限度枠がこの辺までですよ、だか

ら総務省の基準っていうところでいくと。今これ両

方足すと、こっち側が、水道が３２億円で、３億２，

０００万円か、３億２，０００万円で、下水が……。 

○分科会長（福田 嗣久） そんなに少なかった。 

○委員（椿野 仁司） ３億円、３億２，０００万円

だろう。下水が２５億円ぐらいだろう。２６億ぐら

いだよな。（「そうですね」と呼ぶ者あり） 

 要は、結局、去年、おととしが幾らかだったか表

がないから分かんないんだけども、要はいつも言わ

れる水道料金を上げない方法の一つとして、一つの

方法とすれば、一般会計から繰り出してもらったら

いい。だよな、課長、そうだろう。私たちからすれ

ば、もらうもんをもらえば別に何も言いませんです

よだけん、ああ、ごめん、ちょっと言い方は。その

繰り出し基準というのは一体じゃあ、そういうもの

があって、じゃあそれ以上は出せないということな

のか、いや、財政的に補填ができるならそれをする。

結局財布の出どころがちょっと違うだけのことで

さ、結局、市民というか、例えば同じものであって、

片方で、多寡はともかく、今は値上げのことの範疇

にあるからね、それであえて言うんだけど、その辺

の基準っていうのが一体どうなのかなっていうと

ころでね。 

 もう一つ、今の参事の説明ではよう分からん、僕

には。僕の理解度が悪いんか、皆さんの理解度がい

いのか、ちょっとよう分からんけど。 

○分科会長（福田 嗣久） 分かりにくいですね。 

○委員（椿野 仁司） だから、何が基準でどうか、

特別会計のことを僕聞いてませんから、特別会計の

話ですから、特別会計のことをよく、歴史の背景、

いろんなこともよく分かった上で、私は分かってま

すけれど、ただ、要は結局、その辺をどういうふう

に今までと同じような運びでやっていくのか、どう
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なのかっていうことが、ちょっと先が見えてないん

で、ちょっと聞きました。 

 だから、またよく分かるような何か繰り出し基準

っていう表があったり、文言があるとしたならば、

また整理して教えてほしいと思います。今多分聞い

てもよく分からないです。ごめんなさい。 

 何かありますか。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） 単純に申しますと、水道

会計が負担すべきものでないものということで、消

火栓等の改良費につきまして、一般会計から出して

いただいてると。あとは一般会計から補填すべきも

のとして総務省が基準を設けまして、すべきものと

いいますか、してあげましょうという、どっちかと

いうと。していただいとるというふうになろうかも

しれませんけども、そういった事業費に対しての幾

分かを一般会計から持ち出ししなさいと、してあげ

てもいいですよという、それが、そこまで出さなく

てはならないということではなくて、それは一般会

計との調整によって、それぐらいのところを負担で

きるようにするというのが、総務省のほうの関係に

なろうかなというふうに思います。 

○委員（椿野 仁司） いいですか。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） じゃあ、せっかくだから下水

道もお聞きします。 

 下水道のほうが桁が違うぐらい大きいんだけど

も、当然上水、水道の使用料に比例して、下水道料

金が高くなると分かるんだけど、あまりにもこの金

額が違うんでね、下水よりも上水はそういった消火

栓だとか、いろんなものが絡み合ってる。下水の場

合は、大きな理由は、じゃあ何なんですか。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課長（榎本 啓一） 先ほど水道のほうで説

明がありました消火栓に代わるもんとして、下水で

いいましたら、雨水施設、雨水幹線工事なんかの負

担金として、総務省のほうの繰り出し基準にありま

すんで、その分をいただいてますのと、起債の額も

施設が大きいもので、かなり高額になるんで、その

辺が少し水道よりもかなり高額になっている原因

だと思います。考え方としては同じです。以上です。 

○委員（椿野 仁司） まあ、また。僕はいいです。 

○分科会長（福田 嗣久） ほか、委員の皆さんよろ

しいか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 先ほどのね、工業団地、それ

から城崎の外湯、公衆浴場、それぞれの額というの

は分かるんですか。この３億２，０００万円の、こ

れだけじゃないんだけども、これの額教えてくださ

い。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○水道課参事（和田 哲也） まず、工業団地につき

ましては、金額申し上げます。 

○委員（村岡 峰男） 大ざっぱで、１まではええで。

何百万円まで。何百万円で。 

○水道課参事（和田 哲也） ３，７８０万円。３，

８００万円ですかね。 

○委員（村岡 峰男） ３，７８０万円。 

○水道課参事（和田 哲也） はい。城崎につきまし

ては１，０００万円。 

○委員（村岡 峰男） １，０００万円。 

○水道課参事（和田 哲也） １，０００万円、はい。

浴場につきましては１１万円。 

○委員（村岡 峰男） １１万円。 

○水道課参事（和田 哲也） 以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） そしたら、これ合わせても１

億ところか、５，０００万円ぐらいですね。だから、

圧倒的には、先ほどの消火栓だとか、これ以外が大

きいということか。 

○分科会長（福田 嗣久） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） あとは、先ほど言いま

したけども、企業債の償還元金に関わるものですと

か、先ほどの消火栓に関わるものですとか、その他

集めたものが残りの分でございます。以上です。 

○委員（村岡 峰男） はい。結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） 関連して。繰り出しすると、
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何か地方交付税の対象になるんですか。一般財源で

出しても地方交付税で何ぼかもらえるっていうの

があるんですよね。だからそのことを。 

○分科会長（福田 嗣久） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 地方交付税の対象にな

るものや、ならないものもたしかあったと思います。

額まではちょっと覚えてません。申し訳ございませ

ん。以上です。 

○委員（岡本 昭治） 豊岡市もそれ相応の金額はも

らってるということ。そうでもない。 

○分科会長（福田 嗣久） 和田参事。 

○委員（岡本 昭治） すみませんね、申し訳ない。 

○水道課参事（和田 哲也） 幾らもらってるかって

いうのは、一般会計の財政側の話ですのでちょっと

分かりませんけども、その繰り出し基準の中にも、

交付税で措置するとかいう部分もありますので、幾

らかはもらってると思います。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたしまして、

建設経済委員会を再開いたします。 

午後４時０５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後４時０５分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） それでは、報告第１７号、

放棄した債権の報告について（水道事業会計）を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 水道課、谷垣課長、どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） ４３ページをご覧くださ

い。（発言する者あり）４３ページです。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいか。 

 どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） 報告第１７号、放棄した

債権の報告について（水道事業会計）分をご説明い

たします。 

 豊岡市債権の管理に関する条例の規定に基づき

放棄したもので、徴収不能と判断した債権について、

平成２年度末に放棄を行いました。 

 ４５ページがその一覧です。内容は、本会議で部

長が説明したとおりですが、もう少し詳しく説明を

させていただきます。 

 先ほどお配りいたしました資料をご覧ください。

両面刷りになっております。放棄した債権について、

大きさ、根拠について分けて整理いたします。文書

や電話による催促、訪問徴収等の徴収努力を続けて

まいりましたが、使用者の行方不明、死亡、破産、

転出により、徴収ができず、旧民法第１７３条の規

定による２年間の消滅時効期間を経過しました。７

４水栓の契約分で、延滞金１，０００円を含めた６

３万４０１円を放棄いたしました。今回放棄した債

権は、平成２４年度から２９年度発生分です。また、

１水栓としての金額は６９１円から２３万６，００

８円です。 

 放棄の事由ごとに幾つかの事例をご説明いたし

ます。お配りいたしました資料の左端、ナンバーの

Ｒ２－００３番、８か月分６，９３１円の放棄です。

事由を行方不明としているものですが、この水栓は

アパートでして、こちらの方は平成２４年の開栓直

後から未納の常習者となっておりました。督促と給

水停止を繰り返して納付を促してまいりましたが、

平成２７年１１月に給水停止のため現地訪問した

ところ、居住気配がなく、近所の方から退去をした

との情報をいただきました。その後、住民登録を確

認するも登録がなく、郵便物も返送されてしまい、

追跡不能となり時効を迎え、今回の債権放棄となり

ました。 

 次にＲ２－０２０です。７か月分１万５，４１６

円放棄です。事由は死亡としているものです。こち

らの方も未納の常習で、督促と給水停止を繰り返し

て納付を促してまいりましたが、平成２７年８月に

本人から入院したとの連絡が入り、退院後に集金に

伺うこととなりました。その後、連絡がなかったた

め、状況確認のため、同年９月から１０月にかけて

督促電話、現状訪問するも反応がなく、１０月に給

水停止を行いました。住民登録を確認すると、同年
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１０月に亡くなられており、職権で閉栓いたしまし

た。その後、精算分の納付書等を送るも返送され、

相続人も確認できず、外国人の同居人がいましたが、

既に出国済みであり時効を迎え、今回の債権放棄と

なりました。 

 次にＲ２－０４５です。２か月分２３万６，００

８円放棄です。事由を破産としているものです。こ

の水栓はホテルで、平成２９年２月にホテルを閉め

るという情報が入ったため、現地確認したところ、

カーテンが全て閉まっており、電話もつながりませ

んでした。同年３月に破産準備に入ったため、事後

処理をされている弁護士に連絡し、水道を使用され

ていないのであれば閉栓するように伝え、３月下旬

に閉栓となりました。同年５月に破産手続開始とな

り、破産管財人に納付書等を送付しましたが、平成

３０年３月に破産手続が廃止され、回収不能となり、

今回の債権放棄となりました。 

 最後に、裏面です。Ｒ２－０６７、８か月分７，

９８９円の放棄です。事由を転出としているもので

す。この水栓はアパートで、平成２６年１１月の開

栓以降、納付が遅れぎみでした。平成２７年８月に

給水停止を行い、翌日に本人が来所し、分納誓約を

交わしましたが、納付がなく、同年１０月に再度給

水停止を行うため、予告訪問したところ、室内の家

財などがなく、居住気配がないことを確認しました。

電話はつながるも出ず、住民登録の移動もなく何度

か現地確認をするも変化は得られませんでした。同

年１１月に次の居住者から開栓の連絡があり、職権

で閉栓を行いました。その後、平成２８年１月に改

めて住民登録を確認すると、市外へ転出していたた

め郵便物を送付するも反応がなく、電話にも出られ

ませんでした。その後、さらに県外へ転出してしま

い、県外転出者の法的措置に進むには金額が少額だ

ったため、そのまま時効を迎え、今回の債権放棄と

なりました。 

 徴収については、継続して取り組んでおります。

引き続き滞納が生じないよう取り組むとともに、生

じた滞納につきましては、適切な管理、徴収に努め

てまいります。説明は以上でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 債権放棄の説明は終わりま

したけれども、何かございますか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） すみません。ちょっと参考に

というか、聞かせていただいていいですか。 

 今、県内の場合は、各県内の各自治体でその方、

情報共有とかする制度って何かあるんですか。県外

だったらできないとか、何かそんなんあるんですか。 

○委員長（福田 嗣久） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 県内におきましても、そ

れはできないかと思います。 

○委員（岡本 昭治） 今でもできないっちゅうこと

やね。 

○水道課長（谷垣 康広） はい。 

○委員（村岡 峰男） 関連でね。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 今できないのは、公的にでき

ないのか、例えば今のこのＲ２－０６７っていうん

かな、この７，０００円ほどをもらうのに、２万円

も３万円もかけてもらいに行くんかいやという意

味のできないということですか。 

○水道課長（谷垣 康広） いや、法的にできないと

いうことです。 

○委員（岡本 昭治） 法的にできない。 

○委員（村岡 峰男） 同時にね、２万円も３万円も

かけて、二、三千円もらいに行くんかいというのも

ありますよね。 

○委員長（福田 嗣久） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 費用が少額の場合は、そ

こまでの費用をかけれないということで、追跡でき

ない場合もございます。 

○委員（村岡 峰男） ありますね。 

○委員（岡本 昭治） １つ、質問、すみません。余

談なことになりますけど。 

 死亡された方は、そこはしゃあないんですけど、

行方不明の方って、だからそういうことをずっと何

か繰り返してへんかなという、ちょっと、ここの時

点おられてね、また向こうへ行かれて、そういうこ

とをずっと何か繰り返しておられるんだったら、ど
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っか自治体関係で共有できるもんが何かないのか

なと、ちょっとこれは単純な話ですけど。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ、谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 市内での移動の場合でし

たら追跡もできますので、次に開栓された場合はと

いうふうなとこで、そういった措置もできるんです

けども、その他、入ってこられた方であったりとか、

出て行かれる方というのは、どのような行動をされ

てるか、ちょっとそこまでは承知できる範囲ではご

ざいませんので、そういったことでは困難かなと思

います。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） すみません、はい。 

○委員長（福田 嗣久） ほかございませんか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 特にご意見がなければ、報告第１７号は了承すべ

きことに決定したいと思いますけれども、ご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 特にご異議ありませんので、

報告第１７号は了承すべきことに決定をいたしま

した。 

 続きます。次に、第１１５号議案、令和２年度豊

岡市水道事業会計決算の認定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 第１１５号議案、令和

２年度豊岡市水道事業会計決算の認定についてご

説明いたします。 

 公営企業会計決算書をご覧ください。 

 ５ページ、６ページをご覧ください。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと待ってくださいよ。

５ページ、６ページ。 

○水道課参事（和田 哲也） 令和２年度豊岡市水道

事業決算報告書によりご説明いたします。 

 収益的収入及び支出でございますが、６ページの

上の表の決算額の欄の１行目、収入が２３億３，１

３９万６，０１３円、下の表の決算額の欄の１行目、

支出が２０億９，１５４万１，８９３円となりまし

た。 

 ７ページ、８ページをご覧ください。資本的収入

及び支出でございますが、８ページの上の表の決算

額の欄の１行目、収入が３億９，２９２万２，０３

１円、下の表の決算額の欄の１行目、支出が１４億

２，３１０万６，７６２円となりました。不足分に

つきましては、欄外に記載しておりますとおり、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と

過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定

留保資金で補填しています。 

 ９ページ、１０ページの損益計算書をご覧くださ

い。１０ページの中段辺りになりますが、当年度純

利益は２億３８７万８，００３円で、前年度繰越利

益剰余金と合わせた当年度未処分利益剰余金は１

６億３，６３７万５，４１４円となりました。（発

言する者あり） 

 失礼しました。それでは、１１ページ、１２ペー

ジをご覧ください。下段の剰余金処分計算書につき

ましては、第９０号議案として今議会に提案させて

いただいており、あしたの委員会で説明させていた

だく予定です。 

 １５ページの豊岡市水道事業報告書をご覧くだ

さい。総括事項として記載していますが、総配水量

は１，２２４万３，０００立方メートル、有収水量

は９８９万４，０００立方メートル、有収率は８０．

８２％となりました。 

 建設改良事業では、老朽化した設備の更新や配水

管等の布設替えを施工しており、主なものとして、

岩中浄水場の浄水池等の更新を行いました。また、

日高給水区内の浄水場、配水池等の監視システムを

クラウド化し、災害対策を強化しました。なお、老

朽配水管整備事業等において、年度内に支払い義務

が生じなかった１億９，２７０万円を翌年度に繰り

越すことになりました。 

 工事等の内容につきましては、１７ページから２

３ページに掲載していますので、ご清覧ください。 

 続きまして、２７ページをご覧ください。キャッ
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シュフロー計算書でございますが、業務活動、投資

活動及び財務活動によるキャッシュフローに区分

して表示しており、それぞれの末尾に増減を記載し

ています。まず、業務活動では１０億７，７５４万

３，５５２円のプラス、投資活動では４億６，１７

５万４，８８７円のマイナス、財務活動では５億６，

４０２万６，９７１円のマイナスとなり、令和２年

度は５，１７６万１，６９４円の資金増加となりま

した。 

 ２９ページをご覧ください。収益費用明細書につ

いて、主なものをご説明いたします。 

 水道事業収益は２１億７，０４８万３，９２７円

となりました。このうち営業収益では、水道料金が

１５億４，２５５万９，５４０円、営業外収益では、

一般会計補助金２億４，８２９万２，３０４円、長

期前受金戻入れ２億８，００２万４，８３１円が主

なものでございます。 

 ３０ページをご覧ください。水道事業費用は１９

億６，６６０万５，９２４円となりました。営業費

用のうち、原水及び浄水費は２億３，８８７万２，

７６９円で、人件費、施設運転管理業務などの委託

料、水質検査等の手数料、電力料金、薬品費が主な

ものでございます。配水及び給水費は１億６，６８

８万６，４９４円で、人件費のほか、３１ページに

なりますが、設備保守点検業務などの委託料、施設

等の修繕費、電力料金が主なものでございます。総

係費は１億７，１７９万８，２３４円で、人件費、

通信運搬費、料金等賦課徴収業務などの委託料、料

金の口座振替等の手数料が主なものでございます。 

 ３２ページをご覧ください。表の上段の辺りです

が、減価償却費が１１億６，５７４万３，４３９円、

固定資産の除却に係る資産減耗費が９２０万３７

２円でございます。その少し下の営業外費用につき

ましては、企業債に係る支払い利息、ダム管理費が

主なものでございます。特別損失は過年度料金等の

還付が主なものでございます。 

 続きまして、４５ページをご覧ください。資本的

収支明細書についてご説明いたします。資本的収入

は３億９，２９２万２，０３１円となりました。内

訳は、企業債２億９，６１０万円、一般会計出資金

３，３８３万８，９９２円、一般会計負担金５，７

９８万３，０３９円、県補助金５００万円です。資

本的支出は１４億２，３１０万６，７６２円となり

ました。このうち建設改良費の工事請負費は４億７，

７０４万３，０００円で、旧配水管布設替え及び布

設設備の工事請負費が主なものでございます。一番

下の企業債償還金につきましては、企業債の償還元

金で８億９，３０６万５，９６３円となっています。 

 水道事業会計決算の説明は以上でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 何か質疑はございますか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと意味合いを教えても

らいたいんですけれど、２９ページの長期前受金戻

入れという、ちょっと今聞いたけど、２０億円ぐら

いあったと思うんですけども、ちゃいますか。これ

のからくりっていうか、金額が大きいので、どうい

う処理をされて２０億円が出ているのか。（「２億

８，０００万円」と呼ぶ者あり）ああ、２億８，０

００万円、はい、すみません。 

○委員長（福田 嗣久） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） こちらが、過去に建設

改良、工事をする際にその財源、例えば国庫補助金

ですとか、負担金ですとかをいただく場合がありま

す。それは、資本的収入で収入をするんですが、今

年度になって、取得した資産の減価償却に合わせて

収益化するということになりましたので、それが平

成２６年から、そういったものでございまして、２

億８，０００万円程度ございますが、先ほどの説明

のとおり、もう既に現金としては、その施設の更新

のときにいただいてますので、ここは収益とはなる

んですが、現金を伴ってないという性質のものでご

ざいます。以上です。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） １５ページの事業報告書の中

で、有収率が８０．８何ぼかなって書いてあるんで
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すが、この８０％っていうのは有収率としては決し

て高くないというふうに思うんですが、その辺の評

価と、この有収率を上げるためにどんな、この管の

老朽管の布設替えとか等々もされてると思うんで

すけども、この有収率についてはどういう評価なの

かな。 

○委員長（福田 嗣久） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） すみません。決して高い

数字ではなく、これからももう少し目指さないかん

と、上を目指さなあかんというところではございま

す。先ほど委員おっしゃいましたように、老朽管の

更新事業を進めておりますのと、あとは毎年ある程

度のエリアを区切りまして漏水調査をさせていた

だいて、漏水の軽減に努めておると。ただ、費用対

効果で見るとどうだっていうところも若干ござい

ますけども、この数字につきましては、まだまだ上

げていく必要があるというふうに考えております。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 送った水が８０％しか生きて

ないということですよね。だから、料金的にも２割

はもうどっかでこぼれとると、一生懸命送ったけど

も。簡単に言うたらですよ。ということなので、料

金、更新で、１２月、今年度は料金上げれへんとい

うふうに言っておりましたけども、ありがたいこと

ですけども、その有収率をもっと上げる努力が、そ

れはそれとして要るなと、今改めて思っとるんです

が。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） 料金と単純に使用料と、

費用というところではかなり差がございますので、

その辺は２割というところに至らないですけども、

有収率上げることに対しては努力をしていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） 結構です。 

○委員長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さん、よろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 質問か。いいですか。 

 それでは質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は認定すべきものと決定

してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。 

 よって、第１１５号議案は認定すべきものと決定

をいたしました。 

 それでは、次に行きます。 

 続いて、第１１６号議案、令和２年度豊岡市下水

道事業会計決算の認定についてを議題といたしま

す。 

 説明を求めます。 

 下水道課、榎本課長。 

○下水道課長（榎本 啓一） 第１１６号議案、令和

２年度豊岡市下水道事業会計決算の認定について

説明させていただきます。 

 公営企業会計決算書、５１ページ、５２ページ、

令和２年度豊岡市下水道事業決算報告書をご覧く

ださい。 

 収益的収入及び支出です。上の表で、決算額とし

て収入が５７億６，４２８万４，８３１円、下の表、

支出が４９億４，３７９万５，５２８円となりまし

た。 

 ５３ページ、５４ページをご覧ください。資本的

収入及び支出です。決算額で、収入が３６億４，６

３９万９，７７０円に対し、支出が５９億５，２６

４万７５９円となり、不足分につきましては、欄外

に記載しておりますとおり、当年度分損益勘定留保

資金等で補填しております。 

 続いて、５５ページ、５６ページの損益計算書を

ご覧ください。５６ページ、中段になりますが、当

年度純利益は７億９８８万６，７７３円で、その他

未処分利益剰余金変動額３億５，００５万２４９円

と合わせた当年度未処分利益剰余金は１０億５，９

９３万７，０２２円となりました。 

 次に、５７ページ、５８ページをご覧ください。

下段の剰余金処分計算書（案）につきましては、第
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９１号議案として、今議会に提案させていただいて

おりまして、あしたの委員会で説明させていただく

予定としております。 

 次に、６１ページをご覧ください。令和２年度豊

岡市下水道事業報告書です。 

 総括事項として記載させていただいております

が、令和２年度の総処理水量は１，０３７万６，０

００立方メートル、うち有収水量は８６８万９，０

００立方メートルで、有収率は８３．７４％となっ

ています。処理区域につきましては３，０９６ヘク

タール、処理区域内人口は７万８，９１０人となり、

下水道事業全体の普及率は９９．３３％となりまし

た。また、実際にどれだけの人が水洗化を行ってい

るかを表す水洗化率は、昨年から０．３％増の９４．

６％となっています。 

 建設改良事業につきましては、効率的な生活排水

処理体制の確立に向けて、処理場を統廃合するため

の改築事業を記載しております各処理区において

進めました。また、豊岡市浄化センター、出石浄化

センター、桃島雨水ポンプ場においては、長寿命化

対策工事を実施し、このほかにも農業集落排水、漁

業集落排水施設の機能強化工事を実施いたしまし

た。なお、建設改良事業のうち１５億５，１０９万

３，０００円につきましては、翌年度に繰り越して

います。工事等の内容は、６３ページから７３ペー

ジに記載しておりますので、ご清覧ください。 

 次に、７７ページをご覧ください。キャッシュフ

ロー計算書です。 

 業務活動は２５億７，５７９万９，６２５円の増、

投資活動は８億８，９１１万５４４円の減、財務活

動も１０億３，２３９万５，１３５円の減となり、

令和２年度は６億５，４２９万３，９４６円の資金

増加となっています。 

 ７８ページをご覧ください。収益費用明細書につ

いて、主なものをご説明させていただきます。下水

道事業収益は５５億７，７８４万３８５円となりま

した。営業収益では、下水道使用料１５億４，４２

７万４，１９６円、雨水処理及びし尿処理に係る他

会計負担金１億４，２２４万３，１０１円、営業外

収益では、雨水処理に係る一般会計補助金２４億６，

６１０万８，５１２円、長期前受金戻入れ１４億１，

３９４万５，１９５円などが主なものです。 

 ７９ページをご覧ください。下水道事業費用は４

８億６，７９５万３，６１２円となりました。営業

費用の管渠費は１億４，８１４万７，１５９円で、

人件費、施設維持管理業務等の委託料、施設等の修

繕料、電力料などが主なものです。ポンプ場費は１，

８３０万１，４９６円で、人件費、施設維持管理業

務等の委託料、電力料などが主なものです。 

 ８０ページをご覧ください。処理場費は６億６，

４０２万１，３８６円で、人件費、処理場運転管理

や汚泥処理業務の委託料、機械設備の修繕料、電力

料、薬品費などが主なものです。総係費は１億１，

２６１万６，９９５円で、人件費のほか、使用料徴

収事務負担金などが主なものです。 

 次のページ、８１ページをご覧ください。構造物

や機械などの減価償却費につきましては、３１億９，

７７１万６２７円、固定資産の除却に係る資産減耗

費は６，１８２万２，７７８円となっています。営

業外費用は６億６，３８７万４，６３２円で、企業

債に係る利子が主なものです。特別損失の１４５万

８，５３９円につきましては、漏水等に伴う使用料

の還付金が主なものです。 

 次に、１０９ページをご覧ください。（「１１５」

と呼ぶ者あり）１０９ページです。 

 資本的収支明細書ですが、資本的収入は３６億４，

６３９万９，７７０円となりました。主なものとし

ては、企業債２５億１，９３０万円、国庫補助金１

１億１，５１５万５６０円、受益者負担金１，１２

２万２８０円などです。資本的支出は５９億５，２

６４万７５９円となりました。 

 建設改良費の管渠施設事業費は１２億６，６５３

万８，２７４円で、人件費、統廃合実施設計業務な

どの委託料及び統廃合関連工事などが主なもので

す。処理場施設事業費は１１億１，８１０万７，３

５０円で、人件費、長寿命化対策設計業務などの委

託料及び処理場改築工事が主なものです。また、企

業債償還金は３５億６，７９９万５，１３５円とな
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っています。 

 以上、下水道事業会計決算の説明とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

○委員長（福田 嗣久） ご苦労さまでした。 

 説明は終わりました。質疑はございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ここでも細かな数字の部分じ

ゃなくて、報告書の中からお聞きをするんですが、

この下水道のほうも有収率が８３％ですね。さらに

水洗化状況が９４．６％ってあるんですけども、そ

んなんも併せて、この年度、令和２年度の中で水洗

化をされた数とか、特に前から問題になっとる城崎

の旅館が下水に入ってないということが、前から議

論があるんですが、この年度の中で水洗化に加入を

された旅館の数っていうのは分かりますか。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課参事（堀田 政司） 令和２年度で、旅館

でつないでいただいた件数は３件あります。 

○委員（村岡 峰男） 優秀、優秀ですね。あとどれ

ぐらい残ってますか。 

○下水道課参事（堀田 政司） あとまだ十数件はつ

ないでいただいてないところがありますけども、今

年度も３件の申込みというか、申請をいただいてま

すので、かなり接続に前向きに取り組んでいただい

てるものだと思っております。 

○委員（椿野 仁司） ご迷惑をかけとるんです。 

○委員（村岡 峰男） 椿野議員の奮闘ですか。この

３件とか、数がね、椿野議員がご苦労されたという。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課参事（堀田 政司） 椿野議員もですし、

旅館組合の組合長さんとか、商工会のほうにも声か

けをさせていただいて、かなり協力をいただいてお

ります。 

○委員（村岡 峰男） ありがとうございます。ご苦

労さまです。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいか、村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） はい、結構です。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課長（榎本 啓一） それとですね、先ほど

水洗化率０．３％増と言いましたが、城崎地域内に

おきましては、昨年度０．９％、全体よりも多くの

比率をしていただいております。以上です。 

○委員（椿野 仁司） ちょっと休憩してもらってい

い。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。休憩します。 

午後４時４０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後４時４３分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） 休憩を解きます。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） それと、水洗化率を上げるこ

とで、以前には家庭の水洗化をするのに１６０万だ

ったかな、何ぼか貸付制度ありましたね。今はもう

これはないんですか。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課参事（堀田 政司） 今、村岡議員が言わ

れました貸付金というのは、下水道の公共下水道が

供用開始になってから３年以内につないでもらう

場合にっていうふうなことでありましたけども、今

はもうその期間が過ぎてますので、そういう制度が

なくなってます。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 先日も、下水道したいんだけ

ども、金もないし、年もいくし、そんでもせんなん

だけども、何とかええ方法ねえかなっていう話があ

りましてね、お金の。今の話を聞いたら、もうあれ

へんと、となると、やっぱり借入れをどっかで起こ

さんなんと、だけど、あと年いったらね、返済の見

通しもないんで、利息つくしというような相談もあ

ってしたんですけども、そういう制度がもしできた

ら、もっと早く、まあもう大分言ってますけども、

それもつくらない、そういう制度はつくらないとい

うことですな。 

○委員長（福田 嗣久） はい、どうぞ。 

○下水道課長（榎本 啓一） 現在のところは考えて

おりません。 

○委員（村岡 峰男） はい、はい。結構です。 

○委員長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様、何かご
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ざいますか。 

 よろしいか。（「よろしいです」と呼ぶ者あり） 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） お諮りいたします。 

 本案は、認定すべきものと決定してご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。 

 よって、第１１６号議案は認定すべきものと決定

をいたしました。 

 それでは、当局の皆様はこれで退席していただい

て結構です。大変ご苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後４時４５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後４時４７分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） ここで建設経済委員会を

暫時休憩いたしまして、建設経済分科会を再開いた

します。 

 それでは、本日、説明、質疑を行いました第１０

６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算

の認定についての討論に入ります。 

 まず、１０６号議案について討論はございますか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 毎回のことでなんですけども、

但馬空港利用促進については、少なくとも補助率の

検討をお願いをしたいと。一向にされないというこ

とについては同意をし難い、最低限検討をされるべ

きだというふうに思っています。 

 それからもう一つは、議案にあったと思うんです

が、アイティのこの買収費ね。（「もう終わったで、

それ」と呼ぶ者あり）生きがい創造学院の。 

 いや、それはここにあるんちゃうんか。 

○分科会長（福田 嗣久） ちょっと休憩します。 

午後４時４９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後４時５０分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） 再開します。 

 はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ、改めて。 

 但馬空港利用促進については、率の検討をされる

べきだということも含めて、これは同意し難いとい

うことを申し上げます。 

○委員（椿野 仁司） 同意し難い、しにくいいうこ

とやな。 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、賛成討論をお

願いします。 

○委員（椿野 仁司） 村岡さんがしなったんで、私

がします。いろいろと、今の時間とか、短くせえ言

われたけど、なかなか難しい。 

 １９９４年の空港開港以来２７年が今たとうと

しています。いわゆる最近の但馬空港の目的という

か、目標というか、希望というか、夢は、目指せ東

京直行便を合い言葉に今までやってまいりました。

本当にこのままでは空港がなくなってしまうとい

うような、今のコロナの状況の中で、今度それのデ

ィスカッションもあるようですけれども、本当に

我々の但馬、そして豊岡の夢をやっぱり追い続けな

ければいけない、そのためには、今、県が非常にど

こまでこの但馬空港を支えていくかっていうこと

で、非常に何かあまりいい雰囲気ではないというか、

いい空気を感じていません。 

 そんな中で、地元の我々が、豊岡がこの但馬空港

の利用を促進するということをやめるという、もし

くは正すという、今少し考えたり、それも大変重要

なことだと思うんだけども、やはり今までどおりの

やっぱり支援をし続けないと、この但馬空港の存続

ということ自体にも大きな影響を受けかねないと

いうふうに思います。よって、賛成討論とさせてい

ただきます。少し長くなりましたが、よろしくお願

いいたします。 

○分科会長（福田 嗣久） 賛成討論賜りました。 

 それでは、討論がございましたら、お諮りいたし

ます。 

 本案は、賛成、反対の意見がございますので、挙

手によって、採決いたしたいと思います。 
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 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（福田 嗣久） 賛成多数により、第１０

６号議案は、原案のとおり認定すべきものと決定をい

たしました。 

 これより分科会審査意見・要望のまとめに入りま

す。 

 報告第１６号、放棄した債権の報告について（一

般会計）でございます。第１０６号議案、令和２年

度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について、分

科会に係る意見・要望について、ご発言があればお

願いいたします。 

 決算についてと、放棄した債権の報告１６号、何

かございますか。 

 何かありましたら。意見ありますか。 

○委員（村岡 峰男） 今求めないと駄目なんだな。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか、別段。賛成、

反対の討論はいたして結審したいうことですんで。 

 特に債権放棄は別によろしいわね。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

○委員（村岡 峰男） やむを得んです。 

○分科会長（福田 嗣久） 村岡さん、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） はい。いいです。 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、もう意見はな

しということにさせていただきます。 

 次に、分科会長報告についてでありますが、先ほ

どの意見、要望を要約するということで、案文は正

副分科会長に一任ということですけども、意見はな

いということでございますので、討論だけでもまと

めさせていただきますんで。（「お願いします」と

呼ぶ者あり） 

 異議がないようですので、正副分科会長に一任を

願います。 

 以上をもちまして、建設経済分科会を閉会いたし

ます。 

午後４時５３分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後４時５３分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） ただいまから建設経済委員

会を再開いたします。 

 これより委員会審査意見・要望のまとめに入りた

いと思います。 

 報告第１７号、放棄した債権の報告について、こ

れは水道事業会計です。 

 それから、第１１５号議案、令和２年度豊岡市水

道事業会計決算の認定について、続けて、第１１６

号議案、令和２年度豊岡市下水道事業会計決算の認

定、この３件について、委員会審査に係る意見・要

望についてご発言がございますか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 上水道、下水道合わせて、ど

ちらも有収率が低いと思うんですね。有収率を上げ

る努力をもっとすべきではないかと。もろうとるわ

けですからね、ということを思うんですが、どうで

しょうか。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員から、有収率の向

上に向けて努力せよというようなことでございま

すけれども、委員会意見として付記してよろしいで

しょうか。（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

 よろしいか。それでは、今、村岡委員がおっしゃ

いましたように、上下水道の有収率の向上の努力を

すべしということで付記させていただきたいと思

います。 

 委員長報告は、正副委員長に一任願いたいと思い

ますけども、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり） 

 異議がないようですので、正副委員長に一任を願

います。 

 それでは、次回の委員会は、明日２２日水曜日、

午前９時３０分から、この第３委員会室で行います。

審査日程表に従いまして、第８８号議案から順に説

明、質疑、討論、表決を行っていきます。 

 それでは、その他、委員の皆様から何かご発言は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、以上をもちまし

て、建設経済委員会を閉会をさせていただきます。
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お疲れさまでございました。 

午後４時５５分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


